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序 

 
 
 

日本では合計出生率が 2003 年に人口動態統計史上最も低い 1.29 を記録した.政府は

1990 年の「1.57 ショック」以降本格的に少子化の対応に取り組み始めたが有効な施策が

打てず合計出生率は下げ止まる様子がない. 
  日本では少子化の急速な進行にともない，年金や医療といった社会保障制度の根幹が揺

るぎつつあり，少子化の背景を明らかにし，実効性のある少子化対策を行うことが重要な

政策課題になっている.日本の少子化は 1970 年代よりすでに 30 年近く続いている.少子化

に対する政策的対応が本格的に始まったのは 1990 年であるが，それは，出生率向上の潜

在的な意図をもった家族政策といってよい.少子化対策以前の家族政策，とりわけ 1994 年

「エンゼルプラン」までは専業主婦型の家族を支える政策を中心としたが，1997 年の人口

問題審議会「少子化に関する基本的考え方について」以降は少子化対策の進展にともなっ

て共働き家族を支援する男女共同参画型の施策に転換してきた.その後も，1999 年「新エ

ンゼルプラン」，2002 年「少子化対策プラスワン」，2003 年「次世代育成支援対策推進法」

「少子化社会対策基本法」と具体的プランの改善や法的整備も進められてきた.その間，仕

事と育児の両立支援策として育児休業制度の実施・推進，所得補償の整備，保育サービス

の拡充などが図られた.一方で，子どもをもつ家族・世帯への経済的支援や税制の面では大

きな改善が見られず，必ずしも女性の就業と家庭の両立を推進する施策が少子化への歯止

め効果には至っていない.少子化対策関連施策の推進にもかかわらず，出生率は低下を続け

てきた.   
 世界に目を転じると，少子化に程度の差はあるが先進諸国の多くで共通してみられる現

象であり，各国とも少子化対策を実施しており，他の先進国との比較は日本の少子化対策

を考える上で有益である.少子化に程度の差はあると述べたが，先進諸国の少子化の内容に

は差異がみられる.少子化は，「人口置き換え水準を長期にわたって下回る」出生現象とし

て捉えられる.ただ，先進諸国の少子化の段階は多様であり，人口置き換え水準からさらに

出生率低下を続け，合計出生率 1.3 前後の極めて深刻な少子化が進行する「超低出生率・

超少子化」の局面にある国々（lowest low fertility countries）とこれらの国よりは幾分高

い 1.6 かそれ以上の値を示す緩やかな少子化を示す国々（low fertility countries）とに大

別できる.両者の差異は、人口学的要因，制度的政策的要因，社会的文化的要因などの要因

が複合的に形成され，その違いとなっている. 
 日本では，少子化への対応が比較的順調であった先進事例として北欧西欧諸国の出生変

動，政策的対応については紹介・参考にされることが多い.しかし，日本と同様に超少子化

局面にある諸国の事例から反面教師的ではあるが学び取れる側面もあると思われる.南欧

諸国の合計出生率は，1998 年頃には 1.16 程度にまで低下し戦後西欧社会の最低水準を経

験した.日本の合計出生率よりもさらに低く世界有数の超低出生率国である南欧諸国の超
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少子化の事情，および雇用・労働政策，家族・子育て支援政策などその政策的取り組みに

ついては，断片的にこそあれ体系的には紹介，検討されることは全くなかったといってよ

い. 
 一般には，南欧諸国の出生率低下が他の西欧諸国に比較して遅れて始まっていること，

女性の社会進出が比較的新しいこと，伝統的な家族観をもっていることなど日本との共通

性も多いとされる.こうした側面の確認を含めて，先進諸国間にみられる少子化状況の差異

を生じさせた要因，すなわち近接要因など「人口学的要因」，社会経済面，家族形成行動の

あり方など「社会的経済的文化的要因」，生活・社会保障，主に家族・雇用政策など「制度

的政策的要因」等から，今まで日本では未研究分野であった南欧諸国の超少子化の実態と

背景を明らかにすることを本研究の目的とし，その上で南欧諸国との対比から日本の少子

化の見通しと対応策を考える示唆・含意を引き出したい.今後，、日本の合計出生率が南欧

諸国同様の 1.1 台に迫る今よりも一段と低い超低出生率に向かうのかどうかといった，日

本の将来の出生率を見通す上でも，南欧諸国の超低出生率をもたらした要因を探ることに

は意義があろう. 
 
 南欧諸国の出生変動の研究・分析が立ち遅れた要因のひとつは，北西ヨーロッパ諸国以

外の国々への関心の低さもあるが，研究のためのバックデータの入手が困難なことにもあ

った.研究対象とする時期は，南欧諸国で少子化の始まる以前の 1960 年以降の経緯を主に

検討する.先述したとおり，データの制約もあるが，1960 年以降のデータを扱えば，1970
年代中頃から始まる南欧諸国の少子化の分析に堪えうると考えるためである.また，分析の

対象国は，南欧諸国では人口大国であるイタリア，スペイン，ポルトガル，ギリシャのヨ

ーロッパ連合（EU）4 ヵ国の例を中心に検討する.必要に応じて，その他の EU 諸国のデ

ータも掲示していく. 
  第１部「南欧諸国の出生変動」では，南欧諸国の出生率の動向，出生率低下の背景分析

を人口学的近接要因，社会経済的文化的要因の側面から検討する.具体的には以下の通りで

ある.第１章の「出生率の動向」では，合計出生率水準の推移，年齢別出生率の変化，出生

順位別出生率の推移，コーホート完結出生率の推移等の各項目によって検討する.第２章の

「出生率の近接要因の変化」では，出産のタイミング，有配偶行動，同棲・婚外子，避妊・

中絶の動向，さらに合計出生率をテンポ要因とカンタム要因に分けて分析，検討する. 
 第３章の「社会経済的変化と出生率」では，出生率低下の社会経済的文化的背景として，

高学歴化，女性の年齢別労働力率の変化，失業率の推移，若者の離家遅滞，社会経済的変

化と出生率，ジェンダー要因と出生率の観点から検討する.また，第４章では「出生力パタ

ーンと家族構造の比較分析」を南欧諸国以外の EU 諸国を含めて行った.年齢別累積出生率

パターン，出生力パターン差異の背景として，家族形成行動の面から検討した.第１部では，

主に南欧諸国各国を分析対象としたが，第１部の最後に，国内の地域間の出生力格差（第

５章「出生力の国内地域間格差」）について，スペイン国内の出生率の地域間格差を検討す

る. 
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 第２部「南欧諸国の低出生率と子育て支援策の展開」では，子どもをもつ家族・世帯へ

の支援について考察する.まず，第６章「少子化と社会保障給付費」では，南欧諸国におけ

る国家予算に占める家族関係給付費の水準，子育て支援策等から検討した.具体的には，社

会支出における政策分野機能別の構成比，家族関係給付費における現金給付，現物給付の

程度について，南欧諸国と併せて他の EU 諸国のデータを用いて検討する. 
第７章の「南欧諸国の子育て支援策」では，南欧諸国の子育て支援策に関する基本的な

考え方について検討し，各国の出産、育児休暇制度について，子育ての経済的支援につい

てふれる.最後に，公的保育サービスの状況，その他の子育て環境についても検討すること

とする. 
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南欧諸国の出生変動 
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第１章  出生率の動向 

 
 
 
第１節  出生率水準の推移 
 
  1970 年代半ば以降の南欧諸国における出生率低下は，人口置換水準を一気に下回ったが，

急激かつ短期間に生起している．これは，他の北西欧諸国が長い期間をかけて出生力転換

した経過とは状況を異にする． 
  南欧諸国の 1960 年以降の出生率の推移を示したのが図１－１である．人口置換水準の

2.1 を切るのは，イタリアが最も早く 1977 年（1.98），スペイン 1981 年（2.04），ギリシ

ャ 1981 年（2.09），ポルトガル 1982 年（2.08）の順である． 
  国別にみると，スペインでは 1960 年代中頃まで出生率は 2.5～3.0 の水準であったが，

1960 年代中頃（1964 年）の 3.01 を戦後出生率のピークとしてその後なだらかな低下が始

まった．それでも 1975，76 年には 2.79 程度であったが，70 年代後半から出生率の低下

は一気に加速し 1980 年には 2.20 に達した．1980 年以降も一貫して減少，1990 年には 1.36
まで低下し，1990 年代も漸減，1998 年には 1.16 にまで落ち込んだ．この年を底にして

1999 年には 1.20，2000 年 1.24，2001 年 1.26 とやや持ち直しているが，日本よりもさら

に低い水準にある． 
 イタリアでは，第二次世界大戦直後に出生率は低下したが，1950 年代には 2.3 程度で安

定していた．1960 年代初めのベビーブーム期（1964～65 年）には 2.7 近くに上昇する．

この時期をピークに以後減少，1970 年代初めには 2.3～2.4 程度，1977 年に人口置換水準

を切り 1980 年には 1.64，1985 年には 1.42，1992 年までの 10 年近くは 1.3～1.4 と低位

で安定した状況が続いた．その後 1996 年の 1.19 まで再び低下し，1997 年以降わずかに

反転，2001 年には 1.24 と回復の兆しを示している． 
  ポルトガルは，南欧 4 カ国の中では最も出生率が高く，1962 年の 3.23 を戦後のピーク

とし，1971 年までは 3.0 台を維持した．その後の 10 年で置換水準近くまで低下（1981
年 2.13），1981 年以降 1995 年の 1.40 までほぼ一貫して低下，1996 年から反転し 2000
年には 1.55 まで回復したが，2001 年には再び 1.46 へと低下している． 
  ギリシャはポルトガルとは逆に南欧 4 カ国の中ではもともと出生率は低めで，1967 年

の 2.45 がピークとなっている．1967 年から 1982 年（2.02）までのほぼ 15 年間は 2.0 台

の出生率を維持していた．また，ほかの 3 カ国よりやや遅れて 1980 年代に入ってから急

速な出生率低下が始まっている．その後は 1999 年の 1.28 までほぼ一貫して低下し，2001
年には 1.29 となっている． 
  南欧諸国の出生率にみられる特徴は，以下のようにまとめられる．1970 年代後半から始

まった人口置換水準を下回る出生率の低下は，ほぼ 10 年程度で 1960 年代の出生率ピーク

時の半分程度にまで低下するという短期間に極めて急激な出生率低下を経験したことであ
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る．二点目として，イタリア，スペインでは，1.1 台という北西欧諸国も経験したことが

ない超低出生率にまで低下したことである．第三点目として，イタリア，スペイン，ポル

トガルについては，ここ 2～3 年出生率がやや持ち直し，回復の兆しがみられることがあ

げられる． 
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年    次
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出
生
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注）略称は以下の通り．今後掲示する図はすべて同様である． 
E: スペイン    GR: ギリシャ    I: イタリア    JPN: 日本    P: ポルトガル 
出所）Council of Europe (2003). 日本は、国立社会保障・人口問題研究所の算出による． 

 
図１－１  合計出生率の推移  1960～2002 年 

 
 
第２節 年齢別出生率の変化 
 

出生率水準の変化を年齢別の出生率パターンによって観察したのが図１－２である． 
イタリア，スペインの出生力低下が始まった 1970 年代中頃から後半の出生力のピーク

は 20 歳代後半にある．この 2 ヶ国に比べ少し遅れて出生率の低下が始まったギリシャ，

ポルトガルでは，1975～1980 年代前半頃は 20 歳代前半が出生力のピークであった．イタ

リアでは 10 歳代後半の出生率もこの年代としては比較的高い．スペインでは 1970 年代前

半の30歳代前半の出生力は20歳代前半と同程度の高水準にある．1970年代後半から1990
年代前半にかけての急激な出生力低下の過程で，20 歳代前半の出生力は一気に低下し，25
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～29 歳層もピーク時の半分以下に低下した．一方，30 歳代前半の出生力は 1980 年代中葉

を底にして漸増傾向にある．ボトム時の 20～30％程度回復し，スペインでは 20 歳代後半

の出生率を凌ぎ最も高くなっている．30 歳代後半の出生力は 30 歳代前半の数年後を底に

反転，近年増加傾向にありイタリアやスペインでは 20 歳代前半の出生力と拮抗するか，

これを越えている． 
1970 年代後半から 1990 年代前半にかけての人口置換水準を大きく割り込む低下は，20

歳代の出生抑制や出産の開始を遅らせたことなどが大きな要因となっている．1990 年代後

半に最低水準を経験して以降は回復の兆しがみられる．これは 20 歳代の今日まで継続す

る出生力低下に対して 30 歳代の出生力回復傾向が寄与している．しかし，今のところ北

西欧諸国の 30 歳代ほどの出生増加には至っていない．これは，単純に「回復」傾向，あ

るいは出産開始の遅れへの「キャッチアップ」効果（第 2 子以降の出産への）とみるかは

問題のあるところである．たとえば，スペインでは，出生力のピークが 20 歳代後半から

30 歳代前半に移行し，30 歳代後半の出生力が 20 歳代前半のそれを上回っていることを考

えると，依然として「晩産化」が継続している影響と考えた方が妥当かもしれない（日本

の出生力のピークはまだ 20 歳代後半にある）． 
 
 
 

図１－２  女子年齢 5 歳階級別出生率の推移 
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ギリシャ
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注）女子 1,000 人当たりの率． 
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資料）United Nations（各年版）．日本は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）． 

 
図１－２  女子年齢 5 歳階級別出生率の推移（つづき） 

 

３節 出生順位別出生率の推移 

 出生率水準の変化を出生順位別の出生率でみたのが図１－３である（データの制約上，

第 2 子について

 
第

 
 
イタリアの場合は出生率が急激に低下する時期と多少ずれる）．イタリア，スペインの出生

率は 1970 年代後半の水準から 2000 年には半減し，ギリシャ，ポルトガルでも出生率は著

しく低下したが，パリティ別の出生率にその変化をみることができる． 
 イタリアでは，1970 年に第 1 子の出生率全体に占める割合は 38.8％，

は 31.1％，1～2 子の占める割合が 69.9％であった．スペインの場合の 1975 年には第 1
子比率 37.9％，第 2 子 30.1％であり，68.0％を第 2 子までで占めた．イタリア，スペイン
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では出生率の低下し始める時期に，第 3 子以降の高パリティの出生がそれぞれ 30.1％，

32.0％と全出生率の 3 割以上を占めていた． 
  その後の変化を最新の数値でみると，イタリアでは，第 1 子比率は 50.3％，第 2 子も

図１－３  出生順位別合計出生率の推移  1980～1997 年 

37.1％と 2 子までに 87.4％に達している（1997 年）．スペインでも，第 1 子 53.0％，第 2
子 36.3％で，これらの合計は 89.3％を占める（2000 年）．南欧諸国では 3 子以降の高出生

順位の出生が 11～15％程度にまで低下している（日本の場合 2000 年データで，第 1 子比

率は 49.0％，第 2 子 36.5％）．南欧諸国では，高パリティの出生（3 子以上）が激減，1
～2 子に集中したことが出生率低下に大きく影響したことは明らかである． 
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 日  本

注）年次はすべての国のデータがそろう 1980～1997 年にそろえ
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た（日本は除く）． 

資料）Council of Europe (2003) より算出．日本は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）により国立社会保障・人口問

 
図１－３  出生順位別合計出生率の推移  1980～1997 年（つづき） 

 

４節 コーホート完結出生率の推移 

 毎年の出生統計によって出生率を計算し出生力の変化を観察する期間出生力指標として

1941
年

題研究所が算出． 

 
第

 
 
の合計特殊出生率に対し，出生コーホートが示す実際の出生率を観察するのがコーホート

出生力指標である．出生コーホート別の完結出生児数の推移を図１－４に示した． 
1930 年以降の出生コーホート別完結出生率（ギリシャは 1937 年以降，スペイン

以降）をみると，イタリアでは 1933 年出生コーホートの 2.32，ポルトガルは 1931 年

出生コーホートの 2.95 をピークに以降減少している．スペインはデータのある最初の年

1941 年出生コーホートで 2.56 となっているが，以降は減少し続けている．人口置換水準

を割り込むのは，イタリアが 1944 年出生コーホート，スペイン 1953 年出生コーホート，

ポルトガルは 1950 年出生コーホートで，1965 年出生コーホートではイタリアが 1.48，ス

ペインは 1965 年出生コーホートの 1.59，ポルトガルは 1967 年出生コーホートの 1.78 と

なっている．ギリシャについては，データのある 1937 年出生以降では 1940 年出生コーホ

ートの 2.10 が最大で，1956 年出生コーホートが 2.0 を割って以降は漸次低下し，1966 年

出生コーホートでは 1.70 となっている．各国ともすでに低位の水準であるが，期間出生力

指標の水準は上回っている． 
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資料）Council of Europe (2003). 日本は、「平成 14 年 1 月全国人口推計の考え方」．  
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図１－４  出生コーホート別完結出生率の推移  1930～1968 年出生 

 
イタリア，スペイン，ポルトガルなど南欧諸国は北西欧諸国に比べ，過去 40 年間の出

生率の最大と最小の差には大きな開きがあり，激しい出生力変動を短期間に経験

 括 

南欧諸国の出生率にみられる特徴は以下のようにまとめられる．1970 年代後半から始ま

している

（出生率の最大最小の差は 1.2～1.9 程度ある）．南欧諸国の出生コーホート別完結出生率

は，期間でみた合計出生率より安定した出生力傾向を示しているようにみえる．北西欧諸

国の 1965 年出生コーホートの完結出生力が 2.0 程度であるのに対し，南欧諸国の同世代

のコーホート完結出生力は 1.5～1.8 程度とすでに低位であるが，期間出生率とはほぼ 20
～30 年程度のタイムラグがあり，この期間を考慮するとコーホートの完結出生力は今後も

引き続き低下する可能性を示唆している（ギリシャについては，コーホート完結出生率の

動向は比較的安定していたが，1956 年出生コーホート以降は継続的に低下している）． 
 
小

 
 

った人口置換水準を下回る出生率の低下は，ほぼ 10 年程度で 1960 年代の出生率ピーク時

の半分程度にまで低下するという極めて急激な出生率低下を短期間に経験した．二点目は，

イタリア，スペインでは，1.1 台という北西欧諸国も経験したことがない超低出生率にま
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で低下した．第三点目として，イタリア，スペイン，ポルトガルについては，ここ 2～3
年出生率がやや持ち直し，回復の兆しがみられる． 
 1970 年代後半から 1990 年代前半にかけての人口置換水準を大きく割り込む低下は，年

齢別出生率からみると 20 歳代の出生抑制や出産の開始を遅らせたことなどが大きな要因

となっている．また，高パリティの出生（3 子以上）が激減，1～2 子に集中したことが出

生率低下に大きく影響している．コーホートの完結出生率をみると，南欧諸国の 1965 年

出生コーホートの完結出生力は 1.5～1.8 程度とすでに低位であるが，期間出生力指標であ

る合計出生率の水準は大きく上回っており，合計出生率より安定した出生力傾向を示して

いるようにみえる．ただし，期間出生率とはほぼ 20～30 年程度のタイムラグがあり，こ

の期間を考慮するとコーホートの完結出生力は今後も引き続き低下する可能性がある． 
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第２章  出生率の近接要因の変化 

出生率の水準に直接影響を与える「近接要因」のうち結婚・同棲行動，婚外出生など

１節 結婚・出産のタイミング 

女子の婚姻年齢，出産年齢の変化は出生率とも連動している．結婚・出産関係の行動指

１項  合計初婚率と生涯既婚率 

 合計初婚率は，15 歳から 49 歳までの 1 年間の初婚統計によって計算される．ある年次

タリア，スペインでは 1974，75 年，ギリ

シ

シャ，

イ

的行動

が

 
 
 
 

のおもな行動要因について検討する． 
 
 
第

 
 

標からその動向を観察する． 
 
第

 
 
の年齢別初婚発生率を合計したもので，初婚に対する各年次の変動を反映する指標である．

これに対し生涯既婚率（生涯未婚率の余数）はある世代の 50 歳前後の既婚率で，いわば

コーホートの合計初婚率といえる指標である． 
1960 年以降の女子の合計初婚率をみると，イ

ャ，ポルトガルでは 1979 年までは，おおむね 1 以上で推移していたが，1 を切って以

降は各国とも出生率の低下と連動した（図２－１）．スペインは，1981 年には 0.69 となり

20 年近く 0.6 台の水準で低迷している．1990 年に男子 0.68，女子 0.69 であり，1998 年

にはそれぞれ 0.61，0.59 を示し，これは日本より低い水準である（日本の場合男子 0.65，
女子 0.68）．イタリアでも 1984 年の 0.68 以降 2000 年の 0.61 まで 0.6 台で推移している．

ポルトガルでは 1 を下回って以降 2000 年の 0.74 まで漸減傾向にある．ギリシャではほぼ

1 年おきに振幅の大きい数値を示しているが 1990 年代は 0.5～0.7 の幅で推移している．

南欧諸国の場合，北西欧諸国の 0.5 前後に比べると若干高い数値を示している． 
つぎに，女子の生涯既婚率をみると，1930年から 1945年以前の戦前出生ではギリ

タリアについては，いずれも 90％を越えており皆婚に近い状態である（図２－２）．ギ

リシャでは，この状況は戦後出生世代でも維持され，1968 年出生コーホートでは依然 90％
を越えている．イタリアでは戦後出生世代の生涯既婚率は徐々に低下し 1968 年出生コー

ホートでは 77％，スペインは 81％と推計される（スペインのデータは 1955 年出生以降．

1955 年出生では 87％）．イタリア，スペインとも北西欧諸国に比較すると高い（フランス

1967 年出生コーホート 69％，スウェーデン 1967 年出生コーホート 57％など）． 
南欧諸国では北西欧諸国に比べると，結婚・再生産行動は依然として伝統的規範

主である．たとえば，イタリアでは結婚形態の多数が法律婚であり（96％，人口センサ 
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資料）Council of Europe (2003). 
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図２－１  合計初婚率の推移  1960～2002 年 

 

資料）

 
図２－２  出生コーホート別生涯既婚率の推移  1930～1972 年出生 

 

Portugal: The data lead to an over-estimation of ever-married. 
Council of Europe (2003). 
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ス 1991 年 92％）． 

２項  平均初婚年齢とコーホート平均初婚年齢 

 年齢別の初婚発生分布の平均を示すのが平均初婚年齢である（図２－３）．1960 年の女

平均初婚年齢の推移を示したのが図２－４である．1950 年代出生

 
人口問題研究所が年齢別出生率を基に算出したものであり出生数を用いた平均年齢とは異なる． 

 
図２－３  女子平均初婚年齢の推移  1960～2002 年 

），その内 80％はカトリック教の挙式を挙げ，出生は嫡出が大半である（

 
 
第

 
 
子の平均初婚年齢をみると，ギリシャ 24.6 歳，イタリア，ポルトガル 24.8 歳である．1960
年以降徐々に初婚年齢は若年化し，早婚化した．ギリシャでは 1979 年に 23.2 歳，イタリ

アでは 1977 年に 23.6 歳，ポルトガルが 1982～83 年に 23.1 歳，1975 年以降のデータし

かないスペインでは 1979～80 年の 23.4 歳で低年齢化の底を打ち，その後は各国とも反転

し，現在まで初婚年齢の高年齢化が進行している．イタリアでは 1999 年 27.0 歳，スペイ

ンでは 2000 年 27.8 歳と日本の 2000 年 27.0 歳（1999 年 26.8 歳）を上回っており晩婚化

が一層進行している． 
  出生コーホートでみた

コーホートを底にして初婚年齢の高年齢化が始まっている．1968 年出生コーホートの平均

初婚年齢は，ギリシャ 24.7 歳，イタリア 25.7 歳，スペイン 25.9 歳，ポルトガル 23.9 歳

となっており，いずれも各国の最新年次の平均初婚年齢に比べ低い． 
 
 

資料）Council of Europe(2003). 日本は、厚生労働省統計情報部（各年時 b）により国立社会保障・
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1972 年以前は沖縄県を含まない． 
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資料）Council of Europe (2003). 

 
図２－４  コーホート別女子平均初婚年齢の推移  1930～1972 年出生 

 

３項  平均出産年齢とコーホート平均出産年齢 

平均出産年齢は，各国とも 1960 年から 1980 年代前半にかけて低下，若年齢化したが，

そ

トの出産年齢でみると，イタリアでは 1946～53 年出生コーホート

で

1970 年代半ば 
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第

 

の後は上昇し，晩産化の一途をたどっている（図２－５）．初産年齢（第 1 子出産年齢）

では，各国とも平均出産年齢に先んじて，2,3 年程度早く 1970 年代後半より上昇に転じて

いる（図２－６）．各国の 1999 年の数値（かっこ内は第 1 子平均出産年齢）は，ギリシャ

28.9 歳（27.3 歳），イタリア 30.4 歳（28.8 歳，いずれも 1997 年），ポルトガル 28.6 歳（26.4
歳），スペイン 30.7 歳（29.0 歳）である．イタリア，スペインでは極めて晩産化が進行し

ている．スペインの場合は，日本の 29.6 歳（28.0 歳，1999 年）よりも，さらに 1 歳近く

高齢となっている． 
この動きをコーホー

最も低く（若く），ほかの 3 国は 1954～58 年頃に生まれた世代で最も低年齢となってい

る（図７）．1965～67 年出生コーホートの平均出産年齢はギリシャ 27.1 歳（1966 年出生

コーホート），ポルトガル 27.7 歳（1967 年出生コーホート），イタリア 29.1 歳（1965 年

出生コーホート），スペイン 29.0 歳（1965 年出生コーホート）である． 
  南欧諸国では結婚・出産の若年化から上昇へ転じるタイミングの変化は，
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 31.0

資料）図２－３を参照． 
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図２－５  平均出産年齢の推移  1960～2002 年 

 

 
図２－６  第 1 子平均出産年齢の推移  1960～2002 年 

 

資料）図２－３を参照． 
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図２－７  出生コーホート別平均出産年齢の推移  1930～1968 年出生 

 

ら始まった出生率の低下の途中かあるいは後で起きていることは注目される．すなわち，

婚・出産のタイミングを示す指標は，多くが北西欧諸国の後を追う形で

形成ステージとの関係でどのように変化したかをみたのが図

２

をみると，結婚後第 1 子出産までの期間，すなわち夫婦だけの期間は短

縮

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）Council of Europe (2003). 
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か

平均初婚年齢が 1970 年代後半から 1980 年代前半まで早婚化し，それ以降晩婚化という過

程を経ている． 
  南欧諸国では結

推移しているが，イタリア，スペインの指標のいくつかは，すでに北西欧諸国の数値に比

して一段と低下している． 
結婚年齢，出産年齢が家族

－８である．そのなかで，とくにスペイン女性のライフコースをみたのが表２－１であ

る．この表は（1）結婚年齢，（2）初産年齢，（3）平均出産年齢など個別の結婚・出産行

動の指標から，（4）結婚から第 1 子出産までの期間，（5）第 1 子出産から全出産平均年齢

の差，（6）結婚年齢から全出産平均年齢の差を計算し出産間隔など出産タイミングの変化

を示している． 
この表の（4）
する傾向にあるが，日本と比較すると多少長いことがわかる．つぎに，第 1 子出産から

全出産の平均年齢までの期間は経年ごとに短縮され，この四半世紀の間に 3.7 年から 1.6
年と 2.1 年程度も短くなり日本と同程度の水準になっている．結婚から平均出産年齢まで

の期間をみても同様の傾向がみられる．結婚年齢は 1975 年の 23.9 歳から 2000 年の 27.8
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歳へと 3.9 歳晩婚化が進行しているにもかかわらず，全出産の平均年齢は 28.8 歳から 30.7
歳へと 1.9 歳程度しか遅くなっていない．結婚後子どもを産み始めたら短い期間で少ない

子を産み終える，子女出産期の短縮傾向は明らかで，出生行動は大きく変化している．す

なわち結婚行動，出生行動など，スペイン女子のライフコースの前半部分が大きく変化し

ていることがわかる．これは女性の社会進出とも関連しているが，出産の開始時期の遅れ

がその後の出産間隔の縮小によって出生の取り戻し行動には連動していない．コーホート

の完結出生力が置換水準を大幅に下回る水準であることを考えると，出産タイミングの変

化がそのまま最終的な出生力水準に大きく影響している．いずれにしても，南欧諸国では

出産のタイミング，家族形成のタイミングが大きく変化したことは間違いない． 
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資料）Council of Europe (2003). 

図２－８  平均初婚、初産、出産年齢の推移  1960～2002 年 
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表２ 移 
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

婚年齢 初産年齢 出産年齢 （２）-（１） （３）-（２） （３）-（１）

－１  平均初婚年齢、平均初産年齢および平均出産年齢の推

 
 

スペイン 1960 26.0 30.0 - - 4.0
1965 25.4 30.0 - - 4.6
1970 24.9 29.6 - - 4.7
1975 23.9 25.1 28.8 1.2 3.7 5.0
1980 23.4 25.0 28.2 1.6 3.2 4.8
1985 24.2 25.8 28.4 1.5 2.7 4.2
1990 25.3 26.8 28.9 1.5 2.1 3.6
1995 26.8 28.4 30.0 1.6 1.6 3.2
2000 27.8 29.1 30.7 1.2 1.7 2.9

イタリア 1960 24.8 25.7 29.2 1.0 3.4 4.4
1965 24.2 25.3 28.7 1.1 3.4 4.4
1970 23.9 25.0 28.3 1.1 3.3 4.4
1975 23.7 24.7 27.6 1.0 3.0 4.0
1980 23.8 25.0 27.4 1.3 2.4 3.7
1985 24.5 25.9 28.0 1.4 2.2 3.6
1990 25.5 26.9 28.9 1.4 2.0 3.4
1995 26.6 28.0 29.7 1.4 1.7 3.2
2000 27.4 30.3 - - 2.9

ギリシャ 1960 24.6 25.9 28.7 1.3 2.7 4.1
1965 24.1 25.4 28.1 1.3 2.6 4.0
1970 23.5 25.0 27.4 1.5 2.5 3.9
1975 23.6 24.5 26.8 0.9 2.3 3.2
1980 23.3 24.1 26.1 0.8 2.0 2.8
1985 23.7 24.5 26.3 0.8 1.7 2.5
1990 24.6 25.5 27.2 0.9 1.7 2.6
1995 25.6 26.6 28.2 1.0 1.6 2.6
1999 26.6 27.3 28.9 0.7 1.6 2.3

ポルトガル 1960 24.8 29.6 - - 4.8
1965 24.6 29.5 - - 4.9
1970 24.2 29.0 - - 4.8
1975 23.6 28.3 - - 4.7
1980 23.2 24.0 27.2 0.8 3.1 4.0
1985 23.4 24.2 27.2 0.7 3.0 3.7
1990 23.9 24.9 27.3 1.0 2.4 3.4
1995 24.7 25.7 28.0 1.1 2.3 3.4
2000 25.3 26.5 28.6 1.2 2.1 3.3
2001 25.6 26.6 28.7 1.1 2.1 3.2
2002 25.9 26.8 28.8 0.9 2.1 3.0

初
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表２－１  平均初婚年齢、平均初産年齢および平均出産年齢の推移（つづき） 

４項  普通離婚率と合計離婚率 
  

－９である．離婚は出生過程の中断を意味するが，南

国では正式に離婚が認められるようになって日が浅く比較的厳格であったが，近年各

国

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
初婚年齢 初産年齢 出産年齢 （２）-（１） （３）-（２） （３） （１）

1960 24.4 25.6 27.9 1.2 2.3 3.5

 
資料）Council of Europe (2003) より算出. 日本の初婚年齢は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）、初産および出

産年齢は同資料により国立社会保障・人口問題研究所が算出したもの． 

 

日  本
1965 24.5 25.9 27.7 1.4 1.8 3.2
1970 24.2 25.8 27.8 1.6 1.9 3.6
1975 24.7 25.7 27.5 1.0 1.8 2.8
1980 25.2 26.1 27.8 0.9 1.7 2.6
1985 25.5 26.5 28.3 1.0 1.8 2.8
1990 25.9 27.2 29.0 1.3 1.8 3.1
1995 26.3 27.8 29.4 1.5 1.6 3.1
2000 27.0 28.0 29.7 1.0 1.7 2.7
2001 27.2 28.0 29.7 0.8 1.6 2.5
2002 27.4 28.1 29.7 0.7 1.6 2.3

-

 
第

 
普通離婚率の推移をみたのが図２

欧諸

とも徐々に普通離婚率は上昇する傾向にある．2000 年にギリシャ 0.90‰，イタリア

0.65‰，ポルトガル 1.87‰，スペイン 0.98‰である．北西欧諸国より低く日本の 2.10‰
よりも低位である．たとえば，スペインでは 1981 年 6 月に離婚が合法化され，その後半

年のうちに 9,500 組が登録，普通離婚率は 0.3‰，翌年の 1982 年には 2 万組，0.6‰であ

った．1981 年から 1990 年の期間は年平均ほぼ 2 万組の離婚があり普通離婚率は 0.5～
0.6‰で推移した．1998 年には 36,072 組が離婚し，0.91‰と上昇したが日本の半分程度の

離婚率であり比較的安定的な夫婦関係が営まれているといってよい．南欧諸国の初婚率は

高いが，これは離婚が少ないことも要因となっている．また，各国の 1997 年の合計離婚

率は，ギリシャ 15％，イタリア 10％，ポルトガル 19％，スペイン 15％程度であったが近

年増加する傾向にある． 
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資料）Council of Europe (2003) より算出．日本は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）に

1972 年以前は沖縄県を含まない．率は 10 月 1 日現在人口を分母とした 1,000 についての

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000
年    次

普
通
離
婚
率

E I
GR P
JPN

5.0

よる． 
もの． 

1960 2002  

 
２節 有配偶行動の変化 

諸国では，北西欧諸国に比べると婚姻外の出生は少ない．

の意味で婚姻率の動向は出生率に直接影響を及ぼす．表２－２はスペインの有配偶割合

の

1981 年と 2000 年を比較すると，20～24 歳では 39.7％から

6.

後半から 1980 年代にかけて

 
図２－９ 普通離婚率の推移  ～ 年  

 

第

 
イタリア，スペインなど南欧

そ

推移をみたものである． 
1981 年以降の推移をみると，20 歳代の女子有配偶者割合は急速に低下しており，逆に

未婚者割合は増加している．

2％へ，25～29 歳では 75.9％から 32.9％へと有配偶率は急激に低下している．とくに

25～29 歳層では未婚率は 65.4％と，この世代のほぼ 3 人に 2 人が未婚者である．未婚者

が 2000 年に過半数を超えた日本よりもさらに 10％以上も高い状況にある（男子の未婚率

81.3％）．25～29 歳層の有配偶率は 1981 年 75.9％，1991 年 58.8％，2000 年には 32.9％
と，10 年間隔でそれぞれ 20％前後低下している．この 20 年間に 25～29 歳層の有配偶率

は 40％以上も低下し，未婚化，晩婚化が著しく進行した． 
  南欧諸国にとって婚姻水準の変化は出生力水準に直接影響を与えており，婚姻の停滞と

出生力とは密接に関連している．有配偶率の低下が 1970 年代
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の急速な出生率低下と符合し，未婚化，晩婚化という結婚行動の変化が出生変動に大きな

影響を与えたといえる． 
 
 

表２－２  女子有配偶割合の推移（スペイン） 

 

 

３節 同棲・婚外子 

国の同棲率を示したのが図２－１０である．1996 年の 16～29 歳の同棲率

，ギリシャが 15％（1994 年 9％），イタリア 9％（6％），ポルトガル 11％（10％），ス

子どもが生まれるか産

も

1981 1986 1991 1996 2000 2000
(日 本）

 

出所）Instituto Nacional de Estadísticas（INE）． 
日本は、総務省統計局（各年次）． 

15-19 5.3% 3.6% 2.3% 1.2% 1.2% 0.9%
20-24 39.7 28.4 21.6 8.5 6.2 11.3
25-29 75.9 67.9 58.8 42.4 32.9 43.5
30-34 85.1 82.2 78.2 74.3 69.3 68.9
35-39 87.0 85.6 83.3 82.9 79.1 79.2
40-44 86.7 86.2 84.7 85.0 83.4 83.3
45-49 84.4 85.2 84.6 84.8 82.5 83.7

 
 
 
 
 
 

 

 
第

 
第１項  同棲 
 
  1996 年の各

は

ペイン 10％（14％）であり，全年齢では各国とも 1～3％程度である．EU15 ヶ国の 16～
29 歳の平均 31％の同棲率と比較すると，南欧諸国の同棲率はヨーロッパ諸国の中では最

も低い水準にあり，ライフスタイルとしては一般化していない． 
南欧諸国では結婚が通常のパートナーシップの形態である．近年非婚同棲は増加傾向に

あるがほかの北西欧諸国に比べればまだ低く，また大多数の同棲は

うとする場合には早晩結婚に移行していく．同棲の発生の低さは法律的保護の欠如によ

ってもある程度説明される． 
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図２－１０  ヨーロッパ諸国の年齢別同棲率（1994 年，19
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第２項  婚外子 
 

婚姻はもはや出産の開始を示すシグナルではないと言われる．北西欧諸

では婚姻外の出生が多数みられ出生率にも影響を与えている．婚外出生割合の推移を示

し

ヨーロッパ諸国のなかでは，近年婚外子割合が

ても近年増加傾向にある．しかし，フランス 41.7，スウェーデン 55.3，
イ

よる． 
 

  1960 2002  

 

北西欧諸国では

国

たのが図２－１１，２－１２である． 
  1999 年の各国の全出生に対する婚外子割合は，ギリシャ 3.9，イタリア 9.2，ポルトガ

ル 20.9，スペイン 16.3 となっており，南

急増するスペイン，ポルトガルのイベリア半島の国と，イタリア，ギリシャとでは多少地

域差がみられる． 
南欧諸国の結婚や出生力関係の指標は他の北西欧諸国の後追い傾向がみられ，同棲割合

や婚姻外出生につい

ギリス 38.8 の婚外出生割合と比べれば低い水準にある（日本は 1.6 である）．しかし，

スペイン，ポルトガルのイベリア半島の諸国は，イタリア，ギリシャに比べ「ピレネー以

北」の新しい結婚行動，出生行動のパターンが進行していることも伺わせる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）Council of Europe (2003) より算出．日本は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）に
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図２－１１  婚外出生率の推移 ～ 年
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資料）図２－１１参照． 
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外出生率の推移  1960～2002 年 

 
４節 避妊・中絶の動向 

解禁は，スペインで公式に避妊が合法化されたのは 1978 年，イタリ

では 1971 年である．宗教的な事由により避妊行動や避妊法に関する自由化は比較的遅

S 調査では，イタリア 54.3％，スペイン 60.8％であるのに対し，フランス，ドイツ

64％（1994 年），ドイ

ツ

図２－１２  婚
 

第

 
第１項  避妊方法 
 
  南欧諸国の避妊の

ア

い． 
 避妊実行率および避妊方法の内容についてふれる（表２－３）．避妊実行率は，1995 年

の FF
では 75％近くが避妊を実行している（日本は 58.6％の実施率）． 

避妊方法の内訳は，ピル，IUD，および避妊手術などの現代的な避妊方法の組み合わせ

使用は，スペインは 22％，イタリアでは 19％程度と，フランスの

66％（1992 年）程度と比較するとかなり低い（日本は南欧諸国よりさらに低く 7％程

度）．コンドーム，ペッサリーなどの伝統的方法が南欧諸国ではもっともポピュラーな避妊

方法であり，イタリア 35％，スペインでも 38％がこの方法を用いている．フランス，ド

イツでは 10％にも達しない（日本の伝統的避妊方法のトータルは 48％程度）．1995 年 FFS
調査の結果ではフランス，ドイツ以外の EU 諸国に比べても南欧諸国の伝統的方法の利用 
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表２－３  避妊実行率および避妊実行者の避妊方法別内訳 
定  期不妊手術 性  交コンドー

スペイン

1977 51.0 - .. 13.0 1.0 5.0 1.0 22.0 2.0 7.0
1985 59.4 4.3 0.3 15.5 9) 5.7 12.2 .. 9) 15.8 5.7

イタリア

1979 78.0 12) 1.0 0.0 14.0 2.0 13.0 2.0 36.0 .. 10.0
ポルトガル

1979/80 66.3 0.9 0.1 19.1 3.6 5.6 2.0 25.6 .. 8.0
ドイツ

1985 10) 77.9 11) 10.3 2.1 33.7 14.6 5.7 1.2 4.2 .. 4.2
1992 74.7 0.9 .. 58.6 6.0 4.4 1.2 0.3 .. 2.5

オーストリア

1981/82 71.4 1.0 0.3 40.0 8.4 4.0 2.6 5.5 0.6 9.1
スウェーデン

1981 78.0 3.0 23.0 20.0 25.0 7.0
フランス

1972 64.0 0.0 0.0 11.0 1.0 8.0 1.0 33.0 .. 10.0
1978 78.7 4.6 26.6 10.3 6.1 .. 22.2 .. 8.9
1988 81.2 6.7 0.0 29.7 25.9 4.3 .. 9) 6.6 .. 8.0
1994 74.6 8.0 35.6 19.9 5.0 0.8 3.2 .. 2.1

デンマーク

1970 67.0 6) 7) .. .. 25.0 3.0 20.0 6.0 5.0 .. 8.0
1975 63.0 6) 7) .. .. 22.0 9.0 25.0 4.0 1.0 .. 3.0
1988 78.0 5.0 5.0 26.0 11.0 22.0 3.0 5.0 .. 2.0

ベルギー

1966 3) 72.0 2.0 4) 5.0 0.0 3.0 1.0 43.0 5) .. 16.0
1975/76 3) 87.0 6.0 4) 30.0 3.0 8.0 0.0 32.0 .. 7.0
1982/83 3) 81.0 17.0 4) 32.0 8.0 6.0 0.0 13.0 .. 4.0
1982/83 3) 80.0 14.0 4) 36.0 9.0 6.0 0.0 11.0 .. 4.0
1991 3) 79.4 11.4 4) 7.6 4) 46.4 5.0 4.8 0.0 2.0 .. 2.3

ノルウェー

1977 71.0 4.0 2.0 13.0 28.0 16.0 2.0 4.0 .. 3.0
1988/89 73.8 18) 10.4 4.1 17.8 24.1 12.5 0.4 1.8 .. 2.8

オランダ

1969 59.0 6) .. .. 27.0 1.0 14.0 2.0 5.0 .. 12.0
1975 75.0 2.0 2.0 50.0 4.0 10.0 1.0 2.0 0.0 4.0
1977 73.0 12.9 40.0 4.3 8.0 7.8
1982 77.0 8.0 11.0 38.0 15) 10.0 7.0 3.0
1985 76.0 25.0 30.0 15) 9.0 8.0 4.0
1988 76.0 4.0 11.0 41.0 15) 7.0 8.0 4.0
1993 78.5 4.8 10.5 49.0 3.6 7.7 2.9

年  次 実行率 ピル 禁欲法 その他女性 男性 中絶ム ペッサリーIUD 法

2）Marriage cohorts of 1974 and 1977.  3）Flemish population.  4）Including some cases of sterlization for
non-contraceptive reasons.  5）Including those using rhythm plus withdrawal.  6）Excluding sterlization.  7）Used
during the last 2 months. 
8 For all sexally active women.  9 Combined with "other".  10 Through accession of the German Democratic

many". For some statistical data that predate the unification, it has been necessary to refer

） ） ）

Republic to the Federal Republic of Germany with effect from 3 October 1990, the two German states have united to
form one sovereign State. As from the date of unification the Federal Republic of Germany acts in the United Nations
under the designation "Ger
occasionally to the former States of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic.  11）
Women who did not provide an answer (12.7 per cent) are assumed not to be using a method.  12）Used since last
pregnancy (since marriage if no pregnancy).  13）Marriage cohorts of 1958, 1963 and 1968.  14）Marriage cohorts of
1963-1973.  15）Ingluding injectables. 
16）Reinterview in 1985 with women surveyed in 1982.  17）Women currently married or cohabiting who were born in
1945, 1950, 1955, 1960, 1965 or 1968.  18）Figures for methods do not add to the total because methods used in
combination. 

 United Nations (UN) (2000a)資料） ，─（ ）．2000b  
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率は高く，ピルなど現代的避妊方法の実行率は低い． 
  1970 年代後半から始まった急激な出生率低下期に，イタリア，スペインでは宗教的な背

景もあって，現代的な避妊方法はあまり利用されず伝統的な方法がより一般的であった．

したがって，南欧諸国の出生率低下は不完全な「避妊革命」にもかかわらず達せられたこ

とになる．この点は他の北西ヨーロッパと異なり日本の状況と共通の特徴をもっている． 
 
 
第２項  人工妊娠中絶 
 

南欧諸国の人工妊娠中絶が合法化されるのは，宗教上の問題もあって遅くイタリアでは

1978 年，スペインは 1985 年である．イタリアでは 15～49 歳の女性 1000 人に対し 1999
年 9.8，スペインでは 1999 年 5.7，ギリシャでは 4.9 程度（1994 年）と低い．イタリアで

は中絶の自由化直後には 15 程度の数値を示していたが，1990 年代以降はさらに低い水準

にある．南欧諸国では，妊娠中絶が出生力水準に与える影響は比較的小さいと推測される． 
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注）15-49 歳女子人口 1,000 に対する率． 
資料）Council of Europe (2003). United Nations (UN)(2003). 

日本は、厚生労働省大臣官房統計情報部（各年時），厚生労働省統計情報部（各年次 a）． 
1972 年以前は沖縄県を含まない。 

 
図２－１３  人工妊娠中絶実施率の推移  1975～2002 年 
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注および資料）図２－１３を参照． 
 

図２－１４  人工妊娠中絶実施率の推移  1975～2002 年 
 

なお，ポルトガルでは治療的妊娠中絶，優生学的妊娠中絶のような例外的ケースを除い

て，一般には妊娠中絶は禁じられている．しかし，非合法での妊娠中絶は存在しており，

1 年間で 15～44 歳の女性 1000 人中 38 人程度の規模と推計されている．これは，2000 年

のイギリス 14.1，スウェーデン 15.7 を上回っている．しかし，東欧で確認されている 90
程度に比べかなり小さい数値である． 
 
 
第５節 Tempo Index（TI）と Quantum Index（QI） 
 
  合計特殊出生率の水準の変化を，生涯出生力の動きを示す Quantum（カンタム）要因

と出産のタイミングを示す Tempo（テンポ）要因に分けて検討する． 
  Quantum 要因と Tempo 要因に関する検討は，通常用いられる Ryder 指数を計算するに

は長期の年齢各歳別出生率データが必要であり，南ヨーロッパ諸国についてはデータが入

手できない．そこで，ある年次の出生コーホート完結出生率（CTFR）を 29 年後の Quantum 
Index（以下 QI と表記）とし，合計特殊出生率（以下 TFR と表記）を QI で除した値を

Tempo Index（以下 TI）とする簡易な方法を用いた．Ryder 指数との違いも少ない．この

方法で求めた結果をもとに，イタリア，スペインの 1974 年以降の TFR の動きについて観

察したのが図２－１５である． 
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  スペインの 1974 年以降の QI と TI は，ほぼ相似で，幅を縮小させながら単調に減少し

ている．高水準にあった TFR が急激に低下したため，1980 年までは TFR の方が QI より

も上回っている．1980 年以前は TI は 1.0 以上で，QI はすでに低下を始めており，その影

響で TFR は低下する．1981 年以降 TI も 1.0 を割り込み（出生の先送り），QI についても

低下し続ける．両者が相乗効果をもたらし TFR は急激に低下することがわかる．しかし，

出産年齢の上昇によるタイミング効果によって，実際の生涯出生力よりも TFR の低下を

大きくみせているといってよい． 
ここでは，スペインの場合を説明したが，総じて南欧諸国の TFR と，QI，TI の関係は

似通った動きをしている．南欧諸国の場合いずれも一時期 TFR が QI の水準を上回り，時

期の違いはあるが交差する形で，TFR が QI の水準を一気に割り込む．これは，TI が 1.0
以上であることから QI の低下が TFR の低下を引き出し，その後 TI も 1.0 を割り込み，

両者が連動する形で TFR は低下したと考えられる．TI の動きはおおむね単調で南欧諸国

では家族政策などの影響があまりないことの結果であろう．いずれにしても晩婚化，晩産

化などによるタイミング効果，生涯出生力低下の要因の両者の影響を受けて TFR は低下

している（ただし，ギリシャでは TFR に対し QI の動きはあまり影響を与えず晩産化など

タイミング要因による影響が大きい．1990 年代には QI の影響もみられる．ポルトガルに

ついてはギリシャに相似しているがタイミング要因による影響がより強くみられた）．ギリ

シャ，ポルトガルでは QI は 1.7～1.8 程度にまでしか低下しておらず，タイミング効果が

落ち着けば，現在 1.5 を割り込んでいる合計特殊出生率は 1.7 程度にまでは水準を切り上

げる可能性がある． 
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図２－１５  Tempo と Quantum  1974～1997 年 
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注）ただしここでは、出生年に 29 を加えた年が合計特殊出生率 (TFR） の年と交差する完結出生率 （CTFR） を
Quantum (QI) 、TFR/QI を Tempo (TI）として計算してあるので、正確な Ryder 指数とは微少な誤差がある． 
資料）Council of Europe (2003)．日本は、国立社会保障・人口問題研究所の算出による． 
 

図２－１５  Tempo と Quantum  1974～1997 年（つづき） 
 
 
小 括 
 

1970 年代後半以降の出生率低下を近接要因からみると，他の先進諸国同様，結婚・出

産年齢の上昇（晩婚化・晩産化）によって生起し，イタリア，スペインについては 1980
年頃からの 20 年間で平均初婚年齢，出産年齢が 3～4 歳上昇している．南欧諸国は，同棲・

婚外子の拡がりが北西ヨーロッパに比べ相対的に少ないため，未婚率の上昇，晩婚化・晩
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産化は出生率の低下に直結した．高パリティの出生（3 子以上）がこの時期激減し 1～2
子に集中したことも出生率低下に影響を及ぼした． 

期間出生率の水準の低さは，単に出産タイミングの変化（晩産化）だけではなく，コー

ホート完結出生率そのものも低下しているためである．また，南欧諸国では，近代的避妊

方法の普及率は他の北西欧諸国に比べて低く伝統的方法がなお中心であることも日本との

類似点であり，十分な避妊革命を経験せずして出生転換をなし得た点でも共通している． 
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第３章  社会経済的変化と出生率 

 
 
 
第１節  高学歴化 
 
  南ヨーロッパ諸国では女子の高学歴化が著しく進行している．中等教育についてはいず

れの国も 1990 年代に入ると 90％を越え，1996 年のデータでは 95％以上の進学率となっ

ている．高等教育については，男女全体では 1980 年にイタリア 27％，スペイン 24％，ギ

リシャ 17％，ポルトガル 11％程度であったが，1990 年にはそれぞれ，30％，37％，26％，

23％へと上昇し，1996 年のデータでは，それぞれ 47％，51％，47％，39％（1995 年）

へと飛躍的に高等教育への進学率は伸張している．高等教育への進学率を男女別にみると，

ギリシャでは 1983 年以降男女ほぼ均衡しており，イタリア，スペイン，ポルトガルでは，

1980 年代前半から 1990 年初めには女子の進学率が男子を上回り逆転している．1996 年

にはイタリアでは男子 42％，女子 52％，スペイン男子 47％に対し女子 56％，ポルトガル

（1995 年）でも 33％，44％と各国とも 10％程度女子の方が上回っており女子の高学歴化

が一段と進行している（図３－１）．こうした高学歴化は若者の離家の遅れや，家族形成の

遅延化とは連動したと考えられる． 
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図３－１  高等教育入学率の推移  1960～1996 年 
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注）日本は、短期大学と大学への進学率の合計． 
資料）UNESCO（各年次）. 日本は、文部科学省統計調査企画課（各年次）． 

 
図３－１  高等教育入学率の推移  1960～1996 年（つづき） 

 
 
第２節 女性の年齢別労働力率の変化 
 
  1960 年以降の女子の年齢別経済活動率を検討する．全体の傾向をみると，南欧諸国では

他の西欧諸国に比べ低位であった女子労働力率の水準を上げている（図３－２）．とくに，

イタリア，ポルトガルでは 1970 年から 1980 年，ギリシャ，スペインでは 1980 年から 1990
年にかけて急速に労働力率は上昇している．しかし，年齢別労働力率の形状は，日本に代
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表的なＭ字型，あるいはスウェーデンのような男性のそれに近い台形型ではなく，20 歳代

後半（ポルトガルは 30 歳代前半）をピークとして，年齢の上昇とともに低下する右肩下

がりの形状を描いている． 
つぎに労働力率を年齢別にみる．南欧諸国の 15～19 歳の労働力率は 30～40％程度であ

ったが，高学歴化によって低下し，ここ数年は 10～20％程度と低位で推移している．1960，
1970 年代最も高い労働力率を示した 20～24 歳は高学歴化の影響で，1995 年以降ほぼ 50
～60％台で安定している．一方で 25～29 歳の 1990 年代の労働力率は，各国とも 20～24
歳層を上回り，30～34 歳と拮抗しながらも年齢別のピークとなっている．2000 年の 25
～29 歳の労働力率はイタリア，スペインで 70％台，ギリシャでは若干低く 60％後半，ポ

ルトガルは南欧諸国のなかで最も高く 80％を越えている．各国とも 35 歳以上の年齢層で

は徐々に低下している．しかし，ポルトガルの 40～44 歳層では，ほかの 3 国が 50～60％
程度であるのに対し 75％ 
  1960 年から 2000 年までの年齢別女子労働力率をみると，この 40 年間余に女子労働力

率全体では 15％程度しか上昇していない．しかし，スペインの例でみると，25 歳以上女

子の経済活動率は飛躍的に拡大している．とくに 25～29 歳層では 22％から 73％，すなわ

ちこの世代の 5 人に 1 人から 4 人に 3 人程度の女性が労働市場に参入したことになる．30
～34 歳層，35～39 歳層でもこの 40 年間に 3 倍強の規模で社会進出している．スペインの

場合日本のようにＭ字型の労働力率は描かない．すなわち結婚，あるいは出産による退職，

子育て後社会復帰といったライフコースは明示的ではない．南欧諸国の労働力率の右肩下

がりの形状は，一度退職すると職場復帰の保障がなく，また，失業率も高く子育て後に女

子の中高年者が職に就けるほど労働市場に余裕がないことなども理由であろう．子育てと

女子就業のトレンドとが相容れないことを示唆している． 
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図３－２  女子年齢別経済活動率の推移 
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ギリシャ ポルトガル
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資料）LABORSTA（2004） 

図３－２  女子年齢別経済活動率の推移（つづき） 
 

 
ぎに，全就業者とパートタイム就業者に占める女子就業者割合をみる．全就業者に占

め

拡大をもたらしたが，と

く

 

つ

る女子割合をみると，イタリア，スペイン，ギリシャが 37％程度で，ポルトガルがやや

高くて 45.5％である（2001 年，表３－１）．パートタイム就業者に占める女子割合は，ギ

リシャが 66.7％，ポルトガルが 69.9％，他の 2 国は 70％代と高い．女子就業者中のパー

トタイマーの割合は，ギリシャ，ポルトガルがそれぞれ 8.5％，14.2％，スペイン 16.6％，

もっとも高いイタリアでも 23.7％で，フルタイム就労が主流となっている（2001 年．日

本の場合，女子就業者中のパートタイム割合は 41％と高い）． 
女子の経済活動人口の伸びは，全就業者中に占める女子割合の

に女子就業者のなかで有配偶者の占める割合が増加し，30 年間に既婚者の方が多数を占

 37



めるまでになっている（表３－２）．有配偶で，かつ就業する女子の割合は，1970 年の 7.6％
から 2002 年の 40.6％まで上昇している．このことは働く妻の割合が拡大し，共働きのカ

ップルが増加していることを示す． 
  一般に南ヨーロッパでは，産業構造の変化は女子の労働市場への大規模な参入を引き起

表３－１  全就業者とパートタイム就業者に占める女子割合 
             の推移 

者の

こした．しかし，その参入過程の速度が急であった一方で，労働環境の整備，保育サービ

スなど子育てをめぐる社会的サービス，通勤輸送や住宅の問題などさまざまな問題が未整

備であった．さらに性別役割分業など伝統的な家族観が根強く家庭内の家事，育児分担の

調整など社会通念から派生する問題も生じている．非農業部門でも労働力としての長い歴

史を持つ他の西欧諸国以上にスペインの女性にとって就業と子育ての両立はより大きな負

荷を生み出したといえる． 
 
 

              および女子就業者におけるパートタイマー割合

 

全就業者
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
就業者

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ割合 全就業者
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
就業者

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ割合

スペイン イタリア
1970 25.0 - - 28.3 - -
1975 27.5 - - 29.3 - -
1980 29.0 - - 32.2 - -
1985 29.1 - - 33.3 68.2 16.0
1990 31.6 79.4 11.5 35.1 70.8 18.2
1995 34.3 77.1 15.9 35.3 70.8 21.1
1996 34.8 75.1 16.2 35.7 71.5 20.9
1997 35.2 74.8 16.8 35.9 71.1 22.2
1998 35.2 75.9 16.6 36.3 71.9 22.4
1999 35.9 77.0 16.8 36.8 71.5 23.2
2000 36.8 78.6 16.5 37.2 70.5 23.4
2001 37.3 78.9 16.6 37.8 72.6 23.7

ポルトガル ギリシャ
1970 .. .. - -
1975 38.8 .. - -
1980 38.1 29.6 - -
1985 40.6 33.9 63.1 10.8
1990 42.4 74.1 11.8 35.2 61.4 11.6
1995 44.9 75.5 14.6 35.9 61.4 13.2
1996 45.0 72.9 15.1 36.2 62.3 13.7
1997 45.2 72.5 16.5 36.7 63.1 14.1
1998 44.8 71.2 15.8 36.9 63.1 15.4
1999 45.3 70.8 14.6 37.4 64.4 13.5
2000 45.4 71.8 14.7 37.7 65.6 9.4
2001 45.5 69.9 14.2 37.9 66.7 8.5

女子比率 （％） 女子就業者の 女子比率 （％） 女子就業
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表３－１  全就業者とパートタイム就業者に占める女子割合 
推移（つづき） 

さす． 
資料）1970-1980： OECD（1992），1981-2001： OECD（2002a）

 

表３－２  有配偶関係別女子経済活動人口割合（スペイン） 

 

３節 失業率の推移 

生活の基底にある経済的安定を損なう失業の程度は，出生行動にも影響する．南欧諸国

の

合女

            および女子就業者におけるパートタイマー割合の

 女子比率 （％） 女子就業者の

注）パートタイマーとは通常の労働時間が週 30 時間未満の者を

全就業者
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
就業者

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ割合

日    本
1970 39.3
1975 37.4
1980 38.7
1985 39.7 71.7 30.0
1990 40.6 70.5 33.4
1995 40.5 70.2 34.9
1996 40.5 68.2 36.7
1997 40.6 67.0 38.3
1998 40.8 67.5 39.0
1999 40.7 67.0 39.7
2000 40.8 69.7 39.4
2001 41.0 67.5 41.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

資料）Instituto Nacional de Estadísticas（INE）. 

未　婚 有配偶 総　数 未　婚 有配偶

1970 19.2% 68.6% 24.3% 20.3% 47.5% 7.6%
1975 20.9 61.1 32.6 22.7 50.5 11.1
1981 24.7 53.5 40.2 26.8 52.9 16.1
1986 28.1 49.0 45.0 30.8 51.1 21.4
1991 35.2 40.7 52.9 34.7 52.7 31.2
1996 38.4 38.1 55.1 38.2 52.1 36.8
2000 39.7 38.0 54.7 41.3 56.4 39.7
2001 39.2 37.5 55.1 40.3 54.8 39.0
2002 39.8 37.0 55.3 41.8 56.7 40.6

全就業者比
年　次

女子就業者にしめる割合 経済活動人口割子就業者の

 
第

 

失業率の状況を示したのが図３－３である．南ヨーロッパ諸国の場合，ポルトガル以外

は高水準の失業率が長期間継続している．男女全体では，ギリシャでは 1980 年代から 4
～9％で推移し 1995 年から 10％を越える．イタリアでも 1980 年代より 10％程度の失業
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率が 2000 年まで続いている．とくにスペインでは，1982 年頃から近年まで 15～23％超

の高水準の失業率が続いている．ただ，1994 年の 24.2％をピークに低下傾向にあり 2001
年には 10.5％である．男女別にみると，1990 年以降の傾向は女子の方が男子よりも 10％
程度失業率は上回っている．イタリア女子の失業率は 15％を越える状態が続いており，ス

ペイン女子の場合 1994 年の 31.4％をピークに低下している．それでも 2001 年には 15.2％
を越えている． 

2000 年の失業率を年齢別に示したのが表３－３である．男女とも 20 歳代で高く，とく

に

 

20 歳代前半では男子 20％，女子 30％前後ときわめて高率である．20 歳代後半でも男

子 10％超，女子でも 20％を越えており，こうした高水準の失業率は若年世代の家族形成，

再生産行動に大きく影響していることは間違いない． 
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図３－３  失業率の推移  1969～2003 年 
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図３－３  失業率の推移  1969～2003 年（つづき） 

 

表３－３  男女の年齢別失業率 

女    子
 

資料）LABORSTA（2004）. 
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1990年

 

男  性 女  性

20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1) 20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1)

イタリア 23.1% 11.9% 5.3% 3.2% 6.0% 34.3% 23.3% 15.1% 10.2% 14.5%
スペイン 24.4 15.6 9.9 7.7 12.1 38.3 29.8 23.0 18.0 24.4
ギリシャ 13.2 7.1 3.5 2.5 4.7 30.5 15.7 12.6 8.5 14.8
ポルトガル 7.4 3.6 2.3 2.0 3.3 12.6 8.8 7.0 5.1 6.7
日  本 3.7 2.0 1.6 1.3 2.1 3.7 3.7 2.5 2.1 2.3

1995年

 

男  性 女  性

20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1) 20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1)

イタリア 27.3% 13.9% 8.4% 5.0% 9.1% 35.4% 21.1% 15.1% 11.3% 16.1%
スペイン 33.5 28.0 19.6 13.5 19.0 47.1 41.5 33.2 27.8 32.0
ギリシャ 19.8 11.7 6.5 4.0 6.9 37.9 22.5 12.8 10.3 15.7
ポルトガル 13.9 7.9 6.2 3.8 6.6 16.8 10.7 9.6 6.3 8.3
日  本 5.5 3.7 2.3 1.8 3.1 5.8 5.2 4.7 3.0 3.4
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表３－３  男女の年齢別失業率（つづき） 

より算出．日本は、総務省統計局（各年次 b）． 
 

４節 若者の離家遅滞 

 若年世代の未婚率上昇の背景について述べる．30 歳未満層の未婚率の拡大と成人子が親

り，南ヨーロッパの学校教育では男女間で進学率の逆転が起きている．

同様家族形成のタイミングの遅れが顕著である．結婚・出

2000年

注）1990 年：ギリシャは 1991 年のデータ． 
１） ンは 16-64 歳． 

男  性 女  性

20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1) 20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1)

イタリア 23.8% 14.4% 7.8% 4.9% 8.2% 33.2% 21.2% 14.1% 11.4% 14.6%
スペイン 17.8 14.8 10.4 8.0 10.3 30.0 26.3 24.1 20.6 21.6
ギリシャ 21.4 12.4 7.6 4.5 7.5 34.2 24.9 17.7 13.2 16.9
ポルトガル 5.8 2.7 2.7 2.9 3.3 9.7 6.1 5.0 3.5 5.3
日  本 9.6 5.8 4.2 3.0 5.1 7.5 6.7 6.0 4.1 4.7

スペイ

 
資料）LABORSTA （2004）

 
 
第

 
 
に扶養される期間の長期化は大いに関係がある．南欧諸国では他の西欧諸国と同じかそれ

以上に教育期間が長期化，そのための労働市場への参入は遅れ，さらに最近の堅調な経済

成長にもかかわらず若者世代のいまだに高い失業率は，親に依存する期間を拡大させてい

る．結婚後は新居制が原則であるスペインでは，都市地域，大都市圏で急騰する住宅の賃

貸，購入コストなど住宅市場の問題も影響している．親への経済的依存は長期化し親から

の離家（巣立ち）の遅れは家族形成行動，すなわち結婚行動，出生行動にマイナスの影響

を与えている． 
 既に述べたとお

高等教育を受けた若い女性の数が男性を上回っており，女性の労働市場への積極的な参加

と，一方で失業率が高く若者の労働市場への参加の遅れ，困難さが大きな特徴となってい

る．また，若者がより平等な夫婦の役割を選択するのは，単なる｢イデオロギー｣ではなく

男性の「所得」がなくなり，「物質的な」影響を被ることになるための「リスク回避」とし

ての意味もある．若者の労働市場への参加の困難さは，不況による労働市場の変化により

大部分はもたらされているが，こうした経済状況においては，親から独立して生活するこ

との利点はあまりなく，逆にコストが高くつくとの意識が強い．若者にとって家族が社会

との緩衝領域となっている． 
 イタリアの場合も，スペイン

産だけでなく，働き始めたり親からの独立時期も以前より遅くなっている．例えば，25～
34 歳の若者が親元で暮らす割合は 1990 年の 26％から 1998 年には 38％に上昇したとさ

れる．その背景には高い失業率，教育期間の延長や「イタリアの母」の存在があり，若者

が家に留まってなお快適であり，自分の家を持つ困難さ，経済的束縛から逃れられるなど
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の理由があげられる．いずれにしても，成人期への移行の遅れ，家族形成の遅延化は人口

再生産行動にも大きな変化をもたらした． 
 
 

表３－４  1960 年前後出生コーホートの 
   ） 

 

 
01）． 

 

 
図３－４  1960 年前後生まれコーホートの離家年齢の中央値（FFS データ） 

 

          離家年齢の中央値（FFS データ

男 子 女 子
 

注）日本は 1960-64 年出生コーホート． 
資料）Billari, F.C., Philipov, D., Baizán, P. (2001)，

スペイン 25.7 22.9
イタリア 26.7 23.6
ポルトガル 24.3 21.8
日  本 21.1 21.9

 
 
 

国立社会保障・人口問題研究所（20

 
 
 
 

注）表３－４に同じ． 
資料）表３－４に同じ． 

JPN
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S

N

NL

F

B

A

I
E

P
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表３－５  欧州諸国における親と住む若者の割合 （年齢階級別、1986，1994 年） 
 

 

５節 社会経済的変化と出生率 

女子の高学歴化，雇用労働力化，賃金水準の上昇，これは同時に女子の子育ての機会費

用

低出生率化が急速に進行し始めた1977年，1985年の出産力調査（INE，

国

合民主化への移行期（1975 年～1986 年）に，独裁政権と結びついた古い

価

た．

性別役割分業観が根強く家庭内

の

 
 
 
 
 
 

資料）Cordon, J.A.F. (1997)． 

15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29
男      性

スペイン 95.6 88.1 53.2 95.6 91.5 64.8
イタリア 97.4 87.8 49.6 97.3 92.2 66.0
ギリシャ 94.6 76.5 53.8 95.2 79.3 62.6

女      性

スペイン 93.9 76.1 35.3 94.6 84.3 47.6
イタリア 95.7 70.4 25.5 95.3 82.4 44.1
ギリシャ 89.2 52.3 23.8 92.5 62.3 32.1

1986 1994

 
第

 

の上昇を意味し，仕事と家庭の二者択一を迫ることが，結果として出生力を抑制する要

因となりやすい． 
スペインの場合，

立統計院）による分析では，すでに女性の労働力参加が出生タイミングや希望子ども数

に重要な役割を果たしたとする報告がある．イタリアの調査分析（1983 年）結果でも女子

の雇用労働力化が出産に影響を与えたとの指摘がある．こうした例を引くまでもなく，一

般に女子の就業行動と出生行動の関係は相反する方向（トレード・オフの関係）に作用す

るとされる． 
スペインの場

値基準は，独裁制における価値観，あるいはその時期に社会主義化された世代の価値観

への疑問から，その正当性を失い，急速に新しい価値観を取入れ始めた．また，民主化へ

の政治的変化過程で，スペインでは性別役割分業型家族から夫婦平等主義家族への移行期

を迎えた．政治的移行および家族の変化過程は，伝統的価値観の変容にも結びつき，個人

を優先させる価値意識が重視され始めたがこのことも出生率低下の要因になった． 
  南ヨーロッパの産業構造の変化は，女子の労働市場への大規模な参入を引き起こし

しかし，その参入過程の速度があまりにも急であったため，労働環境の整備，公的保育サ

ービス，さらに通勤手段や住宅の問題なども含めて，仕事と家庭（育児）の両立が可能と

なるためのシステムが未整備であった．また，景気後退にも連動しており，政府による制

度上の対策，支援策などもほとんど実施されなかった． 
同時に伝統的な家族観が変容したとはいえ，男子の側で

家事，育児分担の調整が容易ではないといった問題は依然として存在した．先述したよ

うに非農業セクターでの雇用労働力としての経験が長い他の西欧諸国以上に南欧諸国の女
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子にとって就業と子育ての両立はより大きな負荷を生み出した．広い意味での女性の社会

進出から必然的に生じるさまざまな変化に対して，国家のみならず家族も含めた社会の受

入体制が十分でなかったことが出生力低下の重要な要因となった． 
一般に，女子の場合子どもの人数や子どもの年齢と就業率，フルタイムかパートタイム

か

表３－６  子どもの数，子どもの年齢別，女子活動人口割合 

 

６節  ジェンダー要因と出生率 

１項 家庭内役割の男女分担 

南欧諸国の場合，性別役割分業など伝統的家族観が他の西欧諸国に比して根強く，女性

といった女子の働き方とは密接に関連していることが多い（表３－６）．ギリシャ，イタ

リアでは子どもがいる女子のそれぞれ 47％，43％が就労している．スペインでは少し低く

36％，これに対しポルトガルでは 69％が働いている．子どもの人数別の就労率は，各国と

も 2 人目，3 人目で 10％前後の開きがあるが，フルタイム就労が中心である．フランス，

ドイツではパートタイムの就業割合が南欧諸国に比べると高い．南欧諸国では子育て後に

再就職しやすいパート形態の労働市場が限られている．こうした労働市場は二者択一型の

キャリアを促す要因でもあり，結果として出生力を抑制する要因ともなっている．  
 

出所）González Quiñones, Fernando R.（2002）より引用． 

合計 １人 ２人 ３人 合計 0-2歳 3-9歳 10-16歳

スペイン

総数 36 38 35 26 36 33 37 35
フルタイム 29 31 28 20 29 26 30 29
パートタイム 6 6 6 6 6 5 7 7

イタリア

総数 43 47 40 30 43 43 43 43
フルタイム 36 39 33 23 36 31 37 38
パートタイム 6 6 6 6 6 7 6 5

ギリシャ

総数 47 49 46 40 47 42 48 49
フルタイム 43 45 42 37 43 36 44 46
パートタイム 4 4 4 3 4 5 3 3

ポルトガル

総数 69 71 70 58 69 65 70 71
フルタイム 62 65 62 45 62 65 70 71
パートタイム 7 6 7 11 7 4 7 7

子どもの数 子どもの年齢

 
第

 
第

 
 

の就労増大にもかかわらず，家庭内の男女間における家事・育児分担が再調整されなかっ

たことも女性の仕事と家庭の両立を難しくした． 
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表３－７は，1990 年前後のイタリア，スペイン，スウェーデンおよび日本の男女別就

業

諸国における家庭内役割の男女分担については，原則として女性の責務との考えが

女子の社会的役割観，家庭役割観の変化がみられ，社会に広く存

在

表３－７  男女別週平均就業時間と家庭内労働時間， 
担割合 

注）就業時間および家庭内労働時間は、週あたり．家庭内労働における割合は、男女計を 100 とする． 
 

２項  ジェンダー要因と出生率 

まず、国連開発計画（UNDP）による「人間開発報告（Human Development Report）」
で

就業時間 ）

時間，家庭内労働時間，および家庭内労働における男性の分担割合を示している．イタ

リア，スペインでは，男性の家事分担割合がそれぞれ 25％，19％とスウェーデンの 39％
よりも低く，ヨーロッパの内でその水準は低い．しかし，日本の 9％よりは高い水準にあ

る． 
 南欧

根強い．男性の家事および育児への参加は依然として低く，女性の役割は子育てのみなら

ず若年および老年の家族成員に対するケアに対しても重大である．したがって，女性の役

割がしばしば「義務的利他主義」となることがあり，家族役割を内面的に受け入れ，家族

をまとめる絆の役割を担うことが多い．その結果として，女性は労働力に参入しないか，

あるいは扶養家族に対する私的なケアのために退職を選択することが多い．先述のように，

南欧諸国では日本ほどパート職は一般的ではなく，子育て後の再就職は難しく，結果とし

て女性に対し仕事か家庭かの二者択一を迫るケースが多く，家庭役割の固定化は両立を難

しくする要因となっている．家庭生活と仕事の調整を支援する有効なプログラム・施策が

必要とされている． 
近年、南欧社会でも

するジェンダーギャップへの認識もそれが前提とされた社会から障害となる社会へと

変化している． 
 
 

および家庭内労働における男性の分

 
1)  1987 年のデータは平日のみに基づく． 

男性 女性 男性 女性 家事 育児 合計

スペイン 1991 29.4 11.4 11.2 52.4 19 13 18
イタリア 1988-89 27.9 10.6 7.6 32.8 25 19 19
日本 1976 42.4 23.5 0.9 23.1 4 -- 4

1981 42.5 22.3 0.9 23.7 4 -- 4
1986 41.8 21.2 1.3 24.3 5 6 5
1991 40.8 19.5 2.8 27.1 9 13 9

家庭内労働時間 男性の分担 （％

資料）United Nations (1991); ─ (1995).. 

 
 
第

 

扱われているジェンダーギャップの総合的指標ともいえる各国の GDI（ジェンダー開 
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図３－５  GDI 指数と合計出生率 
 

発指数）、GEM（ジェンダー・エンパワーメント指数）の 2 つのジェンダー指標と出

生

平均寿命、教育水準（成人識字率と就学率）、国民所得の指

標

は、具体的には女子所得、専門職・技術職に占める女子割合、行政

職

A: オーストリア    B: ベルギー    D: ドイツ    DK: デンマーク     
GR: ギリシャ    I: イタリア     

資料 人

口問 発指数（GDI）は、United Nations

 

率の関係を検討する。 
ジェンダー開発指数とは、

を用い、基本的な人間の能力の達成度・生活水準を測定するものであるが、その際、

女性と男性の間でみられる達成度の不平等に注目し、その不平等を調整した指数である。

この指標と出生率の関係を各国別に示したのが図３－５である。この図では、GDI と出

生率の関係はあまりみられない。GDI 指数はジェンダーギャップを調整しているとはい

え基本的にここの能力達成度・生活水準についての指標であり西欧諸国間の格差は小さ

いため差が出にくい。ただ、南欧諸国は北欧・西欧諸国と比して GDI 指数は低く出生率

も低いといえる。 
一方、GEM 指標

・管理職に占める女子割合、国会議員に占める女子割合から算出している。女子の能 
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注） 略称については以下の通り． 

P

DK

GR

JPN
A

B

F

D

I

NL

N

E

S
UK

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

0.880 0.900 0.920 0.940 0.960
ジェンダー開発指数 (GDI）

合
計
出
生
率

E: スペイン    F: フランス    
JPN: 日本  N: ノルウェー    NL: オランダ    P: ポルトガル 
S: スウェーデン  UK: イギリス． 
）合計出生率は Council of Europe（2003）， 日本は、国立社会保障・

題研究所の算出による．ジェンダー開

Development Programme (UNDP)（2001）． 

2001



 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図３－６  GEM 指数と合計出生率 
 

がそれぞれの分野でどの程度反映、活用されているかを測定し、女子の機会活用が社

ッ

す図３－７については，女子の稼得所得割合

が

資料）合計出生率は図３－５を参照．ジェンダー・エンパワーメント指数（GEM）

me (UNDP)（2001）． 

 
力

会的にどの程度開かれているかを測定する指数といってよい。この GEM 指数と出生率

の関係を示したのが図３－６である。GEM 指数は GDI 指数に比し数値にばらつきがみ

られる。数値が高い国々には北欧諸国が含まれ、南欧 4 ヵ国はすべて数値が全体の平均

値よりも低い水準にある。総じて高い数値を示す国は出生率も高く低い国は出生率も低

いが、南欧諸国は後者に相応し、日本も含まれる。前者は男女共同参画型の社会をある

程度達成している国々といえる。ジェンダーギャップの改善・解消は出生率ともプラス

の関係をもつことが理解される。ただ、フランス、ドイツの場合をみると、ジェンダー

要因限りの影響ではなく、その他政策要因等も関連があるだろうことは明らかである。 
つぎに，各国の男女の稼得所得割合，及び直接男女格差ではないが，ジェンダーギャ

プにも結びつく社会規範に対する寛容さの度合を測る指標として婚姻外出生を取り上

げ，これらと出生率の関係を検討する。 
男女の稼得所得割合と出生率の関係を示

低く，かつ出生率も低い国々が含まれる第 3 象限には，イタリア，スペイン，ギリシ
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注） 略称については図３－５を参照． 

P
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JPN

A

B

F

D

I
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S
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1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90
ジェンダー・エンパワーメント指数 (GEM）

合
計
出
生
率

は、United Nations Development Program



ャ，ドイツ，日本などが含まれ，ポルトガルもこれら諸国と近い数値を示している．逆

に男女の賃金格差が小さく女子の稼得比率が高く，出生率も高い第 1 象限には，ノルウ

ェー，フランス，イギリスなどが含まれている．これらの国は女子の経済活動率が高く，

社会で女性の活用や，男女の共同参画が進み，機会費用コストの上昇を軽減することに

成果をあげた国々である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－７  男女稼得所得割合と合計出生率 
 

婚外出生割合と出生率の関係（図３－８）については，婚外出生割合が低く，出生率

も

 

低い第 3 象限に属する国に，やはりイタリア，スペイン，ギリシャ，ドイツ，日本な

どが含まれ，ポルトガルもこのなかに含まれる．逆に婚外出生割合が高く出生率も高い

第 1 象限には，図３－７で第 1 象限に含まれた国々がほぼ相応する．婚姻出生規範が緩

やかである国の方が出生率も高い．同棲や婚外出生の少ないことが低出生力国の特色と

注1）略称は図３－５を参照． 
注2）稼得所得割合の計算方法は、UNDP（2001）を参照．女子の稼得割合が

P

DK

GR
JPN A

B

F

D

I

NL

N

E

S

UK

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

1.90

2.00

25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
女子稼得所得割合 （男女計を100とする） ％

合
計
出
生
率

男女等しければ50％を示す． 

資料） 1），合計出生率は、Council of Europe
る. 

注3）グラフ中の破線は、グラフ中の国の平均値を表している． 
稼得所得割合は、UNDP（200
（2003）．日本は国立社会保障・人口問題研究所の算出によ
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なっている．経済的要因以外にも役割分業観，伝統的家族観などの価値観が出生行動に

も影響を及ぼしていると推測される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）ベルギーは1997年のデータ． 
注2）図中の略称は図３－５を参照． 
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図３－８  婚外出生割合と合計出生率 
 

 括 

南欧諸国の未婚化・晩婚化・晩産化の背景には以下の社会経済的要因が上げられる．女

性

国の平均値を表している． 
pe（2003）．出生児数に対する割合．

生率は図

注3） グラフ中の破線は、グラフ中の

資料）婚外出生率は、Council of Euro
日本は、厚生労働省統計情報部（各年次 d）による．合計出

３－７を参照． 

 
小

 

の高学歴化は進学率の男女逆転現象を引き起こすほどであり，同時に産業構造の急激な

変化にともない女性の労働力化が進み，1980 年頃から，女性の就業率の上昇が続いた（例

えばスペインでは 25～29 歳の女性の労働力率は 1960～2000 年で，5 人に 1 人から 4 人

に 3 人程度まで上昇した）．著しい女性の社会進出が続いた反面，労働環境，保育サービ

ス，通勤問題や住宅問題など女性の就業をサポートするシステムの整備が遅れたことも少

子化を促進させる要因となった． 
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若い世代では，教育期間の伸張，そのため就職年齢が遅くなり，また，高失業率，大都

市

役割分業など伝統的な家族観が他の北西欧諸国に比べ根強く，女

性

の住宅難などの理由で親元からの離家が遅れ，家族形成期が遅滞化し，人口の再生産行

動にも影響を与えた． 
南欧諸国の場合，性別

の就労増大にもかかわらず，家庭内の男女間における役割分業は再調整され難く固定的

であったことも女性の仕事と家庭の両立困難を増幅した．多くの女子にとって仕事と出

産・子育てが分断され，両者の選択的行動を余儀なくしたことが南欧社会の出生率低下に

直結し拍車をかけた．   
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第４章  出生力パターンと家族構造の比較分析 

  家族形成，世代間関係，パートナー関係のありようは欧米諸国で大きく変化している．

時点での先進諸国の出生率は，全ての国で人口置換水準を下回っている．しかし，

そ

諸国で急激な出生率低下が始まる前の 1960年と 1980年のEU諸国の合計出生率を

比

出生率の年次推移をみると、超低出生力状態にある国は、おお

む

.29 まで低下し、「1.29 ショック」として国民の大

き

 
 
 
 
これらの変化は，一定方向に収斂するのではなく，逆に多様化している．同様に先進諸国

の少子化の進行が合計出生率 1.0 を割り込むような超少子化段階へとすべての国が進む，

すなわち収斂するものとは考えにくい．出生力水準の程度と家族形成行動のパターンを併

せて観察することによって，少子化の分析に有効なフレームを与えてくれるものと認識し

ている． 
2000 年

れらは，合計出生率 1.5 を境にして 1.3 前後の超低出段階にあり深刻な少子化が進行す

る国々（lowest low fertility countries），これらの国々よりは幾分高い 1.6～1.7 程度の水

準にあり，比較的緩やかな少子化の水準にある国々（low fertility countries）に大別でき

る． 
南欧

較すると、ほとんどの国で数値は低下しいる（図４－１）．1960 年にはほぼどの国も人

口置換水準を超えていたが、1980 年には、ギリシャ、スペイン、ポルトガルの南欧諸国の

みしか人口置換水準に達していない．それが、2000 年には、いずれの国も置換水準以下に

低下し、とりわけ比較的高位の水準を維持していたスペインやギリシャなど南欧諸国は、

出生率の水準を半分程度にまで低下させ、最も出生率の低い国々を構成する。一方で、フ

ランス、デンマーク、フィンランドは、ここ 20 年間ほどの出生率の低下は緩やかか、む

しろ上昇すらしている． 
これら二グループの合計

ね 1970 年代から急激な出生率低下が始まり、近年では多少の反転はあるものの、低位

の水準に下げ止まっている．一方で、後者の国では少子化の進行は緩やかで前者に対して

比較的高位の水準を維持している．また、これらのグループ間には出生力水準に影響を与

える結婚や出産タイミング、また結婚、出産パターンなどの結婚行動、出生行動を含む家

族形成の態様にも差異が認められる． 
日本では、2003 年の合計出生率が 1
な関心を呼んだように、出生力水準は極めて低位にある．先の区分で言えば世界有数の

超低出生国グループに属する．本章では、合計出生率の水準によって大別した２グループ

の出生パターンを出生コーホート別年齢別累積出生率、および合計出生率の変動をテンポ

要因とカンタム要因に分けてより詳細に検討することからその特徴を日本の場合と比較し

ながら人口学的に分析する．また、両者の出生パターンに差異が生じている背景を家族 
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図４－１  期間合計出生率の推移 
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注）略称は以下の通り． 
D: ドイツ    DK: デンマーク   E: スペイン    F: フランス    FIN: フィンランド     
GR: ギリシャ    I: イタリア    NL: オランダ    P: ポルトガル    S: スウェーデン     
資料）Council of Europe (2003). 日本は国立社会保障・人口問題研究所の算出． 

 
図４－１  期間合計出生率の推移（つづき） 

 
 

形成行動の視点から言及する１）。 
 
 
第１節  コーホート別にみた年齢別累積出生率パターンの比較 
 
  出生パターンをコーホート別に年齢別累積出生率でみたのが表 4-1、図 4-2、参考表 8、
参考図 21-1，21-2 である．ここでは、第二次世界大戦直後に出生した 1945-49 年出生コ

ーホートを基準にして年齢ごとの累積出生率を出生コーホート間で比較している（出生コ

ーホートは 1965-69 年までの 5 つのコーホート）。1998 年時点では 1.16 と欧州連合（EU）

                                                  
１）福田（2004），西岡（2004）は共に参加する『「世代とジェンダー」の視点から見た少子高齢社会に関

する国際比較研究』プロジェクトで「先進諸国のデモグラフィック・レジームは合計出生率の水準によ

って大きく二つのタイプ別に、家族形成と関連付けて分析することが可能」とする研究フレームを共有す

る．本稿では、年齢別累積出生率パターンで、福田が対象とした国以外のスペイン、オーストリア、ス

ウェーデン、デンマーク、フランスおよび日本を対象とした．また、新たに、合計出生率をテンポ要因

とカンタム要因とに分けて出生パターン変動を人口学的に検討した．結婚、出産タイミングなど家族形

成の検討についても、さらに内容を付加した． 
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中最も低いスペイン、オーストリアなどの超低出生率の国、スウェーデン、デンマーク、

フランスなどの少子化が比較的緩やかな国について検討する． 
  これらの国々の中で、２グループの年齢別累積出生率パターンの形状を比較的特徴的に

示しているのが、前者のグループではスペイン、後者ではスウェーデンであろう． 
  まず、スペインの場合をみる．1945-49 年出生コーホートの出生率を基準にしているが、

1950-54 年出生コーホートとの比較では、両コーホート間の年齢別の累積出生率は大差な

く、完結出生率もそれぞれ 2.42、2.22 である。15-19 歳の出生率は最近の出生コーホート

までコーホート間の差はみられない．20-24 歳の累積出生率では、1960-64 年コーホート

までむしろ基準コーホートを上回っている．しかし、1965-69 年コーホートでは基準コー

ホートとは 0.17 ポイントの差が生じ、これが 25-29 歳時点での累積出生率は 1955-59 年

出生コーホート以降、基準コーホートとは 0.13、0.39、0.67 ポイントと、若いコーホート

ほどその差は大きく拡大していく．基準コーホートとの差は、30-34 歳時点で 1955-59 年

コーホートとは 0.19，1960-64 年コーホートとは 0.45 を示し、25-29 歳時点での各コーホ

ートとの累積出生率の差はさらに拡大している．35-39 歳時点でも 1655-59 年コーホート

とは 0.22 の差が生じ、同コーホートが 30-34 歳時点で 0.19 ポイントであった差から縮小

傾向はみられず、図示された形状からは逆にコーホート間の格差が広がる様子がうかがえ

る．若い出生コーホートほど出産のタイミングは遅くなる傾向がみられ、累積出生率も低

下している．第二の出生転換の特徴といわれる 30 歳代に入ってからの出生率の回復、す

なわちキャッチアップ現象はあまりみられない状態となっている．逆に、出生率格差は広

がり、コーホート間の完結出生率は 1945-49 年出生コーホートでは 2.42 と高く、1950-54
年出生コーホートの 2.22 まで人口置換水準を維持しているが、1955-59 年出生コーホート

1.99、1960-64 年コーホート 1.76 と、若いコーホートほど急激に低下していることがわか

る． 
  これに対して、少子化が比較的緩やかであるスウェーデン、デンマーク、フランスなど

では、コーホート別年齢別累積出生率の格差の傾向に差異があることがわかる．フランス

でも 15-19 歳から 25-29 歳にかけて若い出生コーホートほど格差が拡大する．1960-64 年

出生コーホートでは、基準コーホートに対して 25-29 歳で 0.31 ポイント程度低下してい

る．しかし、30-34 歳では 1950-54 年の出生コーホートから、格差拡大の傾向はわずかで

あるが反転して縮小傾向に転じている．1960-64 年コーホートでは 0.26 ポイントまで格差

が縮小している．これは若い出生世代ほど出産のタイミングが遅れているため累積出生率

の格差は大きくなるが、30-34 歳代に入ると遅れていた出産が開始されるため先行世代へ

のキャッチアップが始まり、回復効果がみられる．コーホートの完結出生率も、1950-54
年、1955-59 年出生コーホートがともに 2.07 と変化がない．スウェーデンやデンマークで

は、さらに 25-29 歳と早い段階から先行するコーホートの累積出生率にキャッチアップす

る傾向がみられる． 
日本の場合もやはり 25-29 歳までは累積出生率の差は若いコーホートほど拡大する傾向

がはっきりしており、スペインとその傾向は似通っている．しかし、30 歳代以降もスペイ
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ンではいまだに差が縮小しないのに対し、日本の場合は出産の遅れを取り戻す動きがみら

れる．ただ、その回復傾向もフランスほどには先行するコーホートに対し出生率の格差を

縮小するには至っていない． 
 
 

表４－１  出生コーホート別の年齢別累積出生率，合計出生率 

出  生 年齢別出生率 コーホート
コーホート 15-19 15-24 15-29 15-34 15-39 出生率

スペイン
1945-49 --- --- --- --- --- 2.42
1950-54 0.01 0.09 0.04 -0.02 -0.04 2.22
1955-59 0.03 0.18 -0.13 -0.20 -0.22 1.99
1960-64 0.08 0.04 -0.39 -0.45 1.76
1965-69 0.07 -0.17 -0.67 1.51

イタリア
1945-49 --- --- --- --- --- 2.10
1950-54 0.03 0.01 -0.06 -0.07 -0.08 1.94
1955-59 0.04 0.01 -0.20 -0.19 -0.20 1.83
1960-64 0.07 -0.11 -0.36 -0.33 1.72
1965-69 0.01 -0.30 -0.57 1.51

ギリシャ
1946-50 --- --- --- --- --- 2.04
1951-55 0.05 0.12 0.11 0.07 0.06 2.04
1956-60 0.10 0.14 0.01 -0.03 -0.04 1.90
1961-65 0.12 0.27 -0.01 -0.03 1.89
1966-70 0.18 0.14 -0.18 1.78

ポルトガル
1945-49 --- --- --- --- --- 2.28
1950-54 -0.01 -0.03 -0.10 -0.14 -0.15 2.05
1955-59 0.02 0.02 -0.13 -0.19 -0.20 1.93
1960-64 0.05 0.05 -0.22 -0.32 1.85
1965-69 0.07 -0.11 -0.36 1.75

日  本
1945 --- --- --- --- --- 2.10
1950 0.00 -0.01 -0.12 -0.11 -0.08 2.03
1955 0.00 -0.08 -0.28 -0.19 -0.14 1.98
1960 0.00 -0.14 -0.45 -0.37 1.84
1965 0.00 -0.18 -0.71 -

国 名

資料）United Nations（UN）（2002c）, 日本は、国立社会保障・人口問題研究所の算出による． 

 
 
  以上から、合計出生率が 1.3 を切る程度にまで低出生が進行している国々では、若いコ

ーホートほど、また、年齢が上がるほど、累積出生率の基準コーホートとの格差は拡大す

る傾向がある．逆に緩やかな少子化を示している国では、20 歳代後半あるいは 30 歳代に

は、いったん開いた先行するコーホートとの格差は縮小、取り戻しの傾向が明示的である．

次節では、合計出生率の内容をテンポ要因とカンタム要因に分けて検討する． 
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注）凡例の出生コーホートの後の（ ）内の数値は、そのコーホートの TFR である。 
資料）  表４－１に同じ。 

 
図４－２  コーホート別年齢別累積出生率 
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第２節  テンポ要因とカンタム要因による合計出生率の検討 

 出生タイミングの変動パターンを理解するために、合計出生率の水準の変化を、より詳

国々の

年以降の QI と TI の２つのインデックスは 1980 年代半ば

は幅を

保

含めた南欧諸国の TFR

                                                 

 
 
細に出産のタイミングを示すテンポ（Tempo）要因と生涯出生力の動きを示すカンタム

（Quantum）要因とに分けて検討する 2）．第 2 章第 5 節でもテンポ要因、カンタム要因に

ついて検討したが、本章では、南欧諸国以外のＥＵ諸国も含めて比較検討する． 
 スペイン、イタリア、ドイツ、スウェーデン、デンマーク、フランス、日本等の

合計出生率（TFR）の動きについて、テンポ要因とカンタム要因に分けて観察したのが図

４－３，４－４，参考図 16 である．1960 年以降長期的に観察したのが図４－３であり、

この節では、おもに合計出生率の低下が始まる1970年代半ば以降の推移を見た図４－４，

参考図 16 を用いて検討する． 
  イタリアのケースでは、1974
以降、幅を縮小させながら低下している．高位の水準にあった TFR が急激に低下したた

め、1970 年代後半までは TFR の方が QI よりも上回っている．1977 年以前は TI は 1.0
以上であるが、QI も同時に低下を始めており、両方の影響で TFR は低下する．1978 年以

降 TI も 1.0 を割り込み（出生の先送り）、QI については低下し続け、両要因が相乗的に作

用し TFR は急激に低下したことがわかる．しかし、1980 年代半ば以降、TI に下げ止まり

の傾向がみられ持ち直した分、その後の TFR の低下を抑制する傾向がみられる． 
スペインの場合は、1974 年以降の QI と TI はほぼ相似形で２つのインデックス

ちながら単調に低下している．しかし詳細に見ると、高水準にあった TFR が急激に低

下したため 1980 年までは TFR の方が QI を上回っており、1980 年以前は TI は 1.0 以上

を保持する一方で、QI はすでに低下を始めており、その影響で TFR は低下する．しかし、

1981 年以降は TI も 1.0 を割り込み、QI についても低下し続ける．すなわち、生涯出生力

の低下と出生の先送りが同時に進行して相乗効果をもたらし、TFR は急激に低下したこと

がわかる．イタリアの場合に比べると一段の出生率の低下を経験したことが、両インデッ

クスの軌跡からもわかる（スペインでは 1998 年に TFR1.16）． 
 イタリア、スペインの例を掲示したが、ポルトガル、ギリシャを

と、QI、TI の関係は似通った動きをしている．いずれも一時期 TFR が QI の水準を上回

り、時期の違いはあるが交差する形で、TFR が QI の水準を一気に割り込む．これは、TI
が 1.0 以上であることから QI の低下が TFR の低下を引き出し、その後 TI も 1.0 を割り

込み、両者が連動する形で TFR は低下したと考えられる．TI の動きはおおむね単調で南

欧諸国では家族政策などの影響があまりないことの結果であろう．晩婚化、晩産化などに

 
2） テンポ要因とカンタム要因に関する検討は、通常用いられる Ryder 指数を計算するには長期の年齢各

歳別出生率データが必要であり、国によってはデータが入手できない．そこで、ある年次の出生コーホ

ート完結出生率（CTFR）を 29 年後のカンタム・インデックス（Quantum Index,「QI」と表記）とし、

合計出生率（「TFR」）を QI で除した値をテンポ・インデックス（Tempo Index,「TI」と表記）とする簡

易な方法を用いた．Ryder 指数との違いも少ないことがわかっている（原 2002）． 
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よるタイミング効果、生涯出生力低下要因の両者の影響を受けて TFR は低下している． 
  スウェーデンの場合、TI と TFR の動きは連動しており相似性がみられる．1970 年代後

半から 1980 年代初めの TFR の低下・停滞は、QI が 1974 年の 1.98 からほぼ一貫して 2.0
前後で推移し生涯出生力は一定で安定しており、TI は 0.8 程度にまで下がり 1.0 を割り込

んでいるところから、テンポ要因による影響とみることができる．すなわち、この時期の

TFR の低下は晩婚、晩産化によるタイミング効果の影響が大きかった．また、同様の見方

から、1980 年代半ば以降の TFR2.13 にまで回復する上昇変動は、TI も 1.0 以上となって

おり、家族政策、労働政策を含む出生促進政策が効果をもたらし、出生の前倒し現象・効

果があったと考えることができる．いったん上昇した TFR が実際の生涯出生力よりも大

きくみせていたといえる．しかし、1990 年以降の TFR の低下傾向は、TI の動きとも連動

していることから政策的効果が収束しつつあることをうかがわせ、逆に、1994 年以降は

TI が 1.0 を割り込んだことから出生の先送りがはじまり、今度は TFR の低下が実際の生

涯出生力よりも大きくみせているといえる．デンマークも TFR、QI、TI の動きは、スウ

ェーデンと同じような軌跡を描いており、QI が 1.92 程度であること、フランスは形状こ

そ違え、やはり QI は 2.0 程度で推移しており、生涯出生力は安定している． 
  それでは、日本の場合はどうか。QI の変動幅は小さく、2.0 を切る年次もあるが、総じ

と④がスウェーデン、

デ

 

て安定した完結出生力を維持しているといえる．一方で、出産タイミングの変動をテンポ

要因でみると、1976 年の 0.91 から 1995 年には 0.70 へと 23 パーセント程度も水準を大

きく切り下げている．この間、TFR は 1.85 から 1.42 へと低下したが、これはかなりの程

度各コーホートの出生タイミングの変化、すなわち平均初婚年齢、出産年齢の上昇による

ものであり、TFR の低下をコーホートの生涯出生力よりも大きくみせていることがわかる．

タイミング効果が落ち着けば、あるいは自律的な反発だけではなく政策的な効果が現れれ

ば、現在 1.5 を割り込んでいる合計出生率は水準を切り上げ、回復に向かう可能性はある． 
  各国の出生パターン変動を理解するために、合計出生率を、コーホートの生涯出生力を

示すカンタム要因と出生のタイミングからみるテンポ要因に分けて分析した．その結果、

各国の出生パターンは以下の 4 類型に集約できる．①スペインを典型とする、TI、QI と

も大きく低下し相乗的に TFR が急速に低下した国、②日本のように比較的 QI は安定して

いるが出生タイミング遅れの影響による TI の低下のために TFR は低下し続けている国、

③QI が 2.0 前後で維持され、TI も出生タイミングの遅れを政策的効果もあって取り戻し、

TI 自体の変動はかなり大きいものの TFR は 1.5 以上の水準を維持しているスウェーデン、

デンマークなど、④フランスは TI が 1.0 を下回る状態が続いているが、一方で一貫した出

生促進政策の効果・影響もあって常に QI が 2.0 以上を維持しており、結果 TFR は 1.7～
1.8 程度の比較的高位な水準で推移している国等に類型できる． 

①と②が合計出生率 1.3 前後の少子化が深刻な超低出生国、③

ンマーク、フランスなど北西欧諸国で人口置換水準を割り込むが合計出生率 1.6～1.7
前後の比較的緩やかな少子化段階の国々である．次節では、ある程度の出生力水準を維

持する国とそうでない国にみられる出生力パターンの差異の背景にある要因を検討する．
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スペイン イタリア

資料）Council of Europe (2003). 日本は国立社会保障・人口問題研究所の算出；―（2002）. 
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図４－３  Tempo と Quantum  1960～2002 年 
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スペイン イタリア

注）日本について，Ryder の方法で TI と QI を計算するにはすべてのコーホートの完結出生力を知る必要があるが，

現在まだ出産可能年齢を終了していない若いコーホートの完結出生力は未知である．そのためこれらのコーホートの
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完結出生力には国立社会保 いて，この２つのインデ障・人口問題研究所（資料欄 2002）による中位仮定の推計値を用

ックスを計算した． 

図４－４  Tempo と Quantum  1974～1997 年 



第３節  各国の出生力パターンにみられる差異の背景 
 

パターンの変動には出生率

準を同じくする国家間で差異が認められた．同じグループ内国家間の類似点やグル

ープ間の差異にみられる背景を、結婚・出産など家族形成行動の視点から検討する． 
まず、各国の平均結婚年齢、平均出産年齢（第１子出産年齢、全出産年齢）の時系列変

化をみた．これによって、結婚、出産のパターン、ひいては家族形成のパターンがどう変

化  
  
化、出産の高齢化が進行していること、子女出産期が大幅に短縮されていることなど女子

イフスタイルが大きく変化している．すなわち、結婚、出生行動など女子のライフコ

ースの前半部分が大きく変化していることがわかる． 
平均初婚年齢では、1970 年以降でも 5 歳前後上昇し、スウェーデン、デンマークでは

30 しているが、EU 諸国の半分程度

の 2 1970
0 EU 7.7 5.1 6.4

低下している． 
した 行動の変化は、同時 率の推移とも連動してき 従来 年齢

や結婚する人の割合が高率であるほど出生率水準を維持するとの認識があった．すなわち、

指標で表すと、合計初婚率と合計出生率は互いに正相関の関係にあると考えられてきた．

1960 1970
2000

ずしも明示的ではなくなっている．スペインやイタリアよりも合計初婚率が低いスウェー

デン、オランダでは合計出生率では、より高位の水準に位置している．

これは、子どもをもつ単位に対する考え方がこの 3～40 年間に大きく変化したことと関

係がある．従来のように子どもは婚姻制度のもとでと考える婚姻、出生規範が強い国では、

結婚年齢、出産年齢の上昇による晩婚化、晩産化の影響を直接受けて合計出生率の低下が

1980  
  スウェーデン、デンマークなど北欧諸国では、それ以外の国が初婚年齢、第１子出産年

齢の順で年齢を上昇させているのに対し、出産のタイミングが結婚のタイミングよりも先

ている．フランスでは 1990 年代前半までは明示的ではないが、1990 年代後半から同

様の傾向が見られ 2000 年以降には逆転し始めている．これは、制度としての結婚が意味

 
  
じた婚姻と出生関係の多くの人口学的知見を揺らがせることとなった．そこにはパートナ

 前節まで出生率の推移・変動パターンを検討した．出生力

水

したかを観察している（表４－２，図４－５）．

この結果をみると、時期の違いはあるがいずれの国も結婚、出産とも右肩上がりの晩婚

のラ

歳程度にまで達している．日本の場合も晩婚化は進行

上昇幅で、年齢も 7 歳程度に収まっている．結婚する人の割合についても、 年→

200 年の 諸国の普通婚姻率は ‰→ ‰へ、日本では同時期に 10.0‰→ ‰へと

こう 結婚 に合計出生 た． 婚姻

合計初婚率と合計出生率の関係を示した図４－５をみると、 年、 年では合計初

婚率の高い国では比較的合計出生率も高い数値を示している．しかし、 年になると必

 

著しい．逆に、結婚、出産に制度としての意味が希薄である国々では、結婚や出産年齢の

上昇の影響をあまり受けておらず、合計出生率は 年前後から下げ止まっている．

に来

をなさなくなっていることを示している．すなわち、「結婚は出産のシグナル」といった婚

姻出生規範は北西欧社会では成立しなくなっている．

北欧でみられる婚姻、出生行動の関係は、「婚姻＝生殖・出産」を前提とし、そこから生
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ー関係および生殖の単位が婚姻という制度によらない同棲、（婚姻関係の外で生まれる）婚

の単位が必ずしも婚姻制度によらない婚外

少子化の段階

外子の増加にその特徴をみることができる． 
  このうち、まず婚姻外出生についてみる．従来は、結婚年齢が若いほど、また結婚割合

が高いほど出生力水準の程度は高くなる、とされてきた．しかし、近年、こうした関係は

明示的ではなくなっている．その要因は、生殖

子の増加である（図４－６）．1960 年代は多くの国で婚外出生率は低く平均して数％程度

であり、婚姻内の出生が多数を占めている．ところが、最新年次では全体で 25％程度にま

で上昇し、そのなかでも、合計出生率が比較的高いスウェーデン、デンマーク、フランス

などは 45％を超える状況であり、出生児の半数近くが婚外子である．出生に婚姻制度その

ものの持つ意味が希薄になっている．一方で、南欧諸国、日本などは増加傾向にあるもの

の先の国々に比較すると低位な水準にある．とくに、日本は堅固に「婚姻内出生」規範が

維持されている（婚外出生率 1.87%，2002 年）．したがって、超低出生段階にある国では

婚姻と出生力水準はいまだに密接な関係が保持されているといってよい． 
  婚外子の増加は当然パートナー関係の変化とも関連がある．1998 年次の同棲割合をみた

のが表４－３である．現在の同棲は法律婚前段階、あるいは法律婚の代替形態としてとら

えられている．ここでも、フランス、ベルギー、オランダ、デンマークなど

が緩やかである国々では同棲率が高い．北欧諸国では1960年以降同棲の広まりがみられ、

16-29 歳の若年層についてみるとデンマークでは 6 割近い同棲率を示し、フランスでも 4
割程度が同棲している．これに対し、スペイン、イタリア、ギリシャなどの南欧諸国では

10%前後であり、日本の場合も徐々に増加しているが南欧諸国と同程度といってよい．ま

た、北西欧社会の同棲は子どもの誕生後も同棲形態にとどまるのに対し、南欧諸国、日本

ではたとえ同棲をしていても子どもの誕生とともに同棲を解消し、婚姻関係に進む場合が

多数となっている．逆に、北西欧諸国では同棲カップルにも子どもを持つものが多いのに

対し、南欧社会では同棲形態を取り、かつ、子持ちであるものは少数派である．このこと

は同時に、比較的少子化の段階が緩やかである国々では、同棲形態の割合、婚外出生率が

ともに高く、逆に、超低出生国の国々では同棲、婚外子の広がりが少なく低いという結果

になっている．こうしてみると、日本は明らかに南欧型、あるいは南欧諸国以上に「婚姻

＝生殖・出産」型の非同棲、非婚外子、超低出生率の国といえる． 
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注）略称は図４－１を参照． 
). 日本は、国立釈迦保証・人口問題研究所の算出． 

 
図４－５  期間合計出生率と合計初婚率の関係 

 

表４－２  女子の平均初婚年齢と出産年齢の推移 

資料）Council of Europe (2003
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

初婚年齢 初産年齢 出産年齢 （２）-（１） （３）-（２） （３）-（１）

ス ペ イ ン
1960 26.0 - 30.0 - - 4.0
1970 24.9 - 29.6 - - 4.7
1980 23.4 25.0 28.2 1.6 3.2 4.8
1990 25.3 26.8 28.9 1.5 2.1 3.6
2000 27.8 29.1 30.7 1.2 1.7 2.9

イ タ リ ア
1960 24.8 25.7 29.2 1.0 3.4 4.4
1970 23.9 25.0 28.3 1.1 3.3 4.4
1980 23.8 25.0 27.4 1.3 2.4 3.7
1990 25.5 26.9 28.9 1.4 2.0 3.4
2000 27.4 30.3 - - 2.9

ド イ ツ
1960 23.5 25.0 27.5 1.5 2.5 4.0
1970 22.5 24.0 26.6 1.5 2.6 4.1
1980 22.9 25.0 26.4 2.1 1.4 3.5
1990 25.2 26.6 27.6 1.4 1.0 2.4
2000 27.0 28.2 28.7 1.2 0.6 1.8

フ ラ ン ス

1960 23.0 24.8 27.6 1.7 2.8 4.6
1970 22.6 24.4 27.2 1.8 2.8 4.5
1980 23.0 25.0 26.8 2.0 1.8 3.8
1990 25.6 27.0 28.3 1.5 1.3 2.8
2000 28.0 27.9 29.4 -0.1 1.5 1.4

スウェーデン

1960 24.0 25.5 27.5 1.5 2.0 3.5
1970 23.9 25.9 27.0 2.0 1.1 3.1
1980 26.0 25.3 27.6 -0.8 2.3 1.5
1990 27.5 26.3 28.6 -1.2 2.3 1.1
2000 30.2 27.9 29.9 -2.3 2.0 -0.3

デンマーク

1960 22.8 23.1 26.9 0.3 3.8 4.1
1970 22.8 23.9 26.8 1.1 2.8 3.9
1980 24.6 24.6 26.8 0.0 2.2 2.2
1990 27.6 26.4 28.5 -1.2 2.0 0.9
2000 29.5 29.7 - - 0.2

日      本

1960 24.4 25.6 27.9 1.2 2.3 3.5
1970 24.2 25.8 27.8 1.6 1.9 3.6
1980 25.2 26.1 27.8 0.9 1.7 2.6
1990 25.9 27.2 29.0 1.3 1.8 3.1
2000 27.0 28.0 29.7 1.0 1.7 2.7
資料）Council of Europe (2003)より算出．日本の初婚年齢は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）、 

初産および出産年齢は、同資料により国立社会保障・人口問題研究所が算出したもの． 

 

 65



スペイン

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

年    次

平
均
年
齢

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

合
計
特
殊
出
生
率

出産年齢

第1子
出産年齢

初婚年齢

TFR

フランス

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

年    次

平
均
年
齢

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

合
計
特
殊
出
生
率

出産年齢

第1子
出産年齢

初婚年齢

TFR

日    本

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

年    次

平
均
年
齢

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

合
計
特
殊
出
生
率

出産年齢

第1子
出産年齢

初婚年齢

TFR

デンマーク

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

年    次

平
均
年
齢

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

合
計
特
殊
出
生
率

出産年齢

第1子
出産年齢

初婚年齢

TFR

イタリア

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

年    次

平
均
年
齢

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

合
計
特
殊
出
生
率

出産年齢

第1子
出産年齢

初婚年齢

TFR

スウェーデン

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

年    次

平
均
年
齢

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

合
計
特
殊
出
生
率

出産年齢

第1子
出産年齢

初婚年齢 TFR

資料）表４－２に同じ． 

 
図４－６  初婚年齢と出産年齢の推移 （1960～2002 年） 

 

 66



0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

ス
ペ

イ
ン

イ
タ
リア

ギ
リシ

ャ
ドイ

ツ

日
  本

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン

フ
ラ
ン
ス

デ
ン
マ

ー
ク

婚
外
出
生
率
 

％

 
図４－７  婚外出生率の推移（1960 年，最新年次） 

 
 

表４－３  同棲率（1998 年） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

注  1）ギリシャの 1960 年は 1961 年の数値． 
2) 最新年次について、2000 年：スペイン，イタリア， 2001 年：ギリシャ， ドイツ， 

2002 年：スウェーデン，デンマーク，フランス， 日本． 
資料 Council of Europe (2003)。日本は，厚生労働省統計情報部（1960,2002）『人口動態統計』 

1960年

最新年次

最新年次の平均値（25.43）

1960年の平均値（4.98）

総数（16歳以上） 16～29歳 1)

スペイン 3% 12%
イタリア 2 11
ギリシャ 1 8
フランス 10 41
ベルギー 9 35
デンマーク 17 57
オランダ 15 56
EU15ヶ国 9 33
日本 5 12
注1）日本は18-29歳で、1997年のデータ（「過去に同棲

経験あり」と「現在同棲している」の合計）． 
資料）The Clearinghouse at COLUMBIA UNIVERSITY
（2002）．日本は，国立社会保障・人口問題研究所（1999）． 

 

 67



小 括   
 
  本章では、先進諸国の少子化の進行を合計出生率 1.3 前後の深刻な超低出生段階にある

国々、合計出生率が 1.6～1.7 程度の水準にあり、少子化の段階が比較的緩やかな国々に大

別して、出生力水準と関連づけて結婚や出産タイミング、また結婚、出産パターンを含む

家族形成の態様について検討した． 
 主に出産のタイミングとコーホートの完結出生率からみた出生パターンは以下の 4 類型

に集約できる．①スペインを典型とする、出産のタイミング、完結出生率とも大きく低下

し、相乗的に合計出生率が急激に低下した国、②日本のように完結出生率は比較的安定し

ているが出産タイミング遅れの影響でテンポ要因低下のために合計出生率が低下し続けて

いる国、③完結出生率は 2.0 前後で維持され、テンポ要因も出産タイミングの遅れを取り

戻し、テンポ要因の変動幅はかなり大きいものの合計出生率は 1.5 以上の水準を維持して

いる国、④テンポ要因は 1.0 を下回る状態で推移しているが、一方で一貫した出生促進政

策の効果・影響もあって常にコーホート完結出生率が 2.0 以上を維持しており、その結果、

合計出生率 .7～1.8 程度の比較的高位の水準を維持している国に類型される． 
①と 1.6～1.7
度の比較的緩やかな少子化段階にある国々の合計出生率を、コーホートの完結出生率、

出産タイミングか

こうした特徴が生じた背景を結婚、出生行動など家族形成行動と関連付けて検討した．

生力水準には結婚や出産のタイミングが直接間接に作用を及ぼすが、その他の近接要因、

社会経済的要因とともに、パートナー関係・生殖の単位が婚姻制度によらない同棲、婚外

の問題は、近年の出生力水準の決定因としても影響力を持つ．少子化の段階が比較的緩

かな国々では、同棲、婚外子の増加に広がりがみられる．これに対し、超低出生段階に

る諸国は、同棲や婚外子割合が低く、前者の諸国に比べて非許容の家族価値を保持する

であることが改めて確認された．パートナー関係や家族形成のあり方が多様化する中で、

生力パターンもこうした結婚行動、出生行動の変動とも連動しながら二極化していくの

．それとも、あくまで変容過程のなかでそれぞれが一ステージにすぎないのか．今後の

討課題である． 
日本は、こうした同棲や婚外子に対する価値観が若い層では変容しつつあるが、総じて

寛容である国といってもよい．法律的な保護も含めて、社会的経済的な偏見、区別を排

し、多様性の受容を可 ある． 

 

は 1
②は合計出生率 1.3 前後の超低出生段階にある国々、③と④が合計出生率

程

らみた特徴である． 

出

子

や

あ

国

出

か

検

不

除 能にする社会意識をはぐくむことも重要で
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第５章 出生力の国内地域間格差 

 

 

 

図５－１  スペインの自治州境界 

 
 
 
第１節  はじめに 

 
 前章までは，南欧圏諸国の出生力について，人口学的要因，社会経済低要因などの側面

から検討した．本章では，南欧諸国国内の地域出生力格差の状況について，スペインの例

で検討する．地域単位が小さくなるほど入手可能なデータは限られてくる．また，人口移

動の影響など地域人口の分析については困難さが伴う．本稿では自治州を単位とした 17
州のデータで分析する（図５－１）． 

地域出生力を分析するには，どのような分析指標を用い，どのように結果を解釈するか

が問題となる．指標については，出生力指標自体と地域間格差を知る指標が必要となる．

出生力の指標については，期間出生率(合計出生率／TFR) ，コーホート出生率等の指標が 
 

 
 ② 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑯ 

⑩ 

⑨ 

① 

⑬ 

⑫ 

⑭ 

⑤ 

 
 ① ガリシア マドリード ⑬ バレンシア

⑮ 

⑪ 

⑦ 

⑧ 

⑥ 
④ ③ 

⑰ 

カンタブリア沿岸 ⑦ アラゴン ⑫ カタルーニャ

② アストゥリアス ⑧ マドリード ⑭ バレアレス

③ カンタブリア 内陸部 南  部
北  部 ⑨ カスティーリャ・レオン ⑮ アンダルシア

④ バスク ⑩ カスティーリャ･ﾗ･ﾏﾝﾁｬ ⑯ ムルシア

⑤ ナバラ ⑪ エストレマドゥラ 島  部
⑥ リオハ 地中海沿岸 ⑰ カナリア
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ある．世代間の格差の影響を受けないコーホート指標の優位性が認められているが，長期

のコーホートデータが必要となり，残念ながら自治州単位でのコーホート単位の累積出

率データは存在していないので合計出生率を用いる．他の北西欧諸国に比べ婚外出生が

ないため結婚年齢が出生力に影響を持つと考えられる．そこで晩婚化，晩産化の程度を

出産の平均年齢，30 歳以上の出産割合の指標について検討する． 
 地域間格差を知る指標としては，標準偏差を平均で除した数値で，突出した数値の影響

 

な地域的傾向が観察される（図５－２，５－３，５－４）．合計出生率では，カンタブリ

沿岸，バスクなど北部，内陸部の諸州で低い．初婚年齢，出産年齢では合計出生率の低

地域に加えて，マドリードやスペイン第二の都市バルセロナを含むカタルーニャ州で晩

化，晩産化が進んでいる．まず， 計出生 から個別の指標毎に検討する． 
合計出生率の自治州平均値は，1975 年の 2.68 か 年の 1.15 まで低下した（図５

５）。変動係数は 1975 年から 1991 年 上昇したが， 97 は低下している．とく

，1975 年から 1981 年にかけて大きく上昇している． それぞれの指標が平行間隔で同

ように減少しているようにみえるが，詳細にみれば，TFR の低い地域である最小や下位

州の平均値の下げ幅が最大や上位 州の低下よりもわずかに大きかったためといえる．

来出生率の低い地域（先述した北部、内陸部）に加え，わずか 6 に 2.85→1.95 へ低

したマドリード，2.72→1.61 へ激減したバルセロナの位置するカタルーニャなど大都市

域の出生率低下が変動係数の拡大に繋が たと考えられる． 
平均初婚年齢については，1975 年の全自治州平均 24.9 歳，1997 年 27.4 歳まで上

している（図５－６）．1975 年から 1986 年までの変動係数はほぼ差がなく，格差を伴

ず晩婚化が全土で進行したと考えられる．しかし，1986 年から 1991 年の変動係数の拡

は，上位 5 州（とくに最大値を示したバスク州）の上昇が下位 5 州の平均を大きく上回

たことが関係している．1991 年から 1996 年の変動係数の縮小では，下位 5 州の平均の

昇が大きく影響しており，晩婚化は再び地域格差が縮小している．大都市地域ばかりで

く，北部，内陸部でも進行している． 

間

生

少

示す平均初婚年齢，全

 
を受けにくい変動係数を用いる．また，各指標の最大値，最小値，平均値，上位・下位 5
州の平均値も掲示する．対象年次は，大きく出生率の低下が始まる 1975 年から入手でき

た年次のデータをほぼ 5 年ごとに利用した． 
 
第２節 地域間の出生力格差 

自治州別の合計出生率，、平均初婚年齢，全出産平均年齢の経年でみた変化をマップして

みると，出生率指標では出生力低下，初婚年齢では晩婚化，出産年齢では晩産化のおおま
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図５－２ スペイン自治州別合計出生率 － 年
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図５－３  スペインの地域別、平均初婚年齢の推移  1975～1997 年 
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図５－４  スペインの地域別、平均出産年齢の推移 1975～1997 年 
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資料）INE, Spanish Registers and Censuses. 

 
図５－５  スペイン自治州別、合計出生率の推移 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）INE, Spanish Nupitality Registers and Census data 

 
図５－６  スペイン自治州別、妻の平均初婚年齢の推移 
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  上昇しているが，

動係数はほ 非大

市地域に関

 

 

資料）INE, Spanish Registers and Censuses. 

図５－７  スペイン自治州別、出産年齢の推移 

 母親の年齢 30 歳以上の出産が出生数全体に占める割合をみると，自治州全体の平均で

1975 年に 35.0%，1991 年 39.7%，1997 年には 55.0%にまで増加し，1990 年代に 30
以上の出産が過半数を占めており、明らかに晩産化が進行している（図５－８）。変動係

は，1975 年から 1981 年にかけて縮小するが，その後 1991 年まで拡大する．地域差が

大したのは晩産割合が高い地域の平均がより急速に上昇したためである．1991 年から

997 年には変動係数が低下している．この時期の低下は晩産割合の低い地域の平均値が，

産割合の高い地域よりも速く上昇したため格差が縮小したと思われる．順位別に並べて

ると，平均初婚年齢、平均出産年齢などと同じく，必ずしも大都市をもつ自治州が晩婚，

産を示す上位に位置するわけではなく，順位の変動もある．北部や南部の諸州による特

もみられる． 
 

 

平均出産年齢については，1975 年 28.9 歳から 1997 年 30.5 歳にまで

ぼ変化せず一貫している（図５－７）．地域格差を保持しながら大都市，

わらず晩産化が広く進行している． 
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資料）INE（2004b）より算出． 

８  スペイン自治州別、母親の年齢が 30 歳以上の出生割合の
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図５－ 推移 

 
節  社会経済指標の地域間格差 

 
 出生率に影響を持つ女子の経済活動率と婚外出生率ついても地域間格差について検討す

． 

る．全自治州の婚外出生率の平均は1975年1.8%から1986年7.4%，1997
には 12.4%へと上昇した（図５－１０）．変動係数については，1981 年，1986 年，1991
と順次低下させ，地域格差を縮小させ，婚姻外出生は全土に広まった．しかし，1997

 

第３

 
る

  まず，女子の経済活動率（25～54 歳）の変化からみる（図５－９）．全自治州の平均は

1976 年 29.4%から 1997 年には 58.3%（2000 年には 62.4%）へとこの 20 年間に大幅に伸

張し倍増した．その結果働く女性の方が多数を占めることとなった．とくに，1980 年代後

半以降の変化が大きい．変動係数は 1976 年の 0.235 以降 1997 年の 0.080 まで一貫して縮

小している．人口学的指標では変動係数が 1997 年以降一貫して縮小する指標はみられな

かった．人口学的指標には地域格差が保持される側面がみうけられるのに対し，女性の社

会進出は全土的に格差を縮小しながらが進んだことを示している．女性の社会進出の現象

は明らかに出生率の低下に直結した． 
婚外出生率についても，北欧西欧諸国に比べると低位であるものの，この 20 年間で大

きく変化させてい

年

年
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年には変動係数は反転し拡大した．これは，婚姻外出生割合の下位の地域は停滞気味であ

のに対し， ．

大と最小の  
全体的にみると， を示

初婚年齢， すなわち，

ずしも少子 をうかがわ

，地域間の

 計出生率

1980 化の

張にもかか 年の出生率はスペイ

平均よりも 1.33、カタル

ニャ 1.20
あり，また， ば

上位の高割 歳代での出

割合，婚外 る．この行

の変化は て出生率

が低下し続けた州があるにもかかわらず，この２州が反転した要因を文化的行動的要因な

さらに複合的要因から検討する必要がある． 

 

 

 
 
 
 

 
図５－９  スペイン自治州別、25～54 歳女子経済活動率の推移 

る 一方で上位の州がこの 5 年間でさらに一気に伸張させたことが影響している

差もこの 6 年間で 24.8%と 7.5%と 3 倍以上になり格差が拡大している．

4 指標で地域格差の傾向は異なり，合計出生率と晩婚化，晩産化

出産年齢，晩産割合を示す指標では変動係数に差異がみられる．

化，晩婚化，晩産化の地域的展開が画一的に進行していないこと

格差縮小を必ずしもともなってはいない． 

首都やスペイン第２の都市を包摂するマドリッド，カタルーニャ両州では，合

年代にはスペインの全国平均よりも低位であったが，その後の晩婚化，晩産

わらず，1997 年前後を底にして回復基調にある．2000
逆に 0.1 程度上回っている（マドリッド 1997 年 1.17→2000 年

→1.31）．この 2 州は，30 歳以上の出産割合，女子の経済活動率でも全国上位

2000 年の婚外出生率はそれぞれ 20.0%，20.3%と島嶼部の自治州を除け

合を示す 2 州となっている．先進 2 地域での女性の社会進出，30
出生率をみると，北西欧の国々の結婚，出生行動に近づきつつあ

スペイン他州にも拡大・伝播するのかどうか．1997－2000 年にかけ

最

す
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図５－１０  スペイン自治州別、婚外出生率の推移 
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地域出生力を分析する指標として，出生力の指標については，期間出生率

出産の平均年齢，母の年齢が 30 歳以上の出産割合を用い，地域間格差を

は変動係数を用いた．本章ではスペインの全自治州を対象に，各

平均値，上位・下位 5 州の平均値で検討した．結果を要約すると，

向は異なり，合計出生率と初婚年齢，出産年齢，30 歳以上の出産割合で

がみられた．すなわち，必ずしも少子化，晩婚化，晩産化の地域

ておらず，地域間の格差縮小を必ずしもともなっていない．また，

生率が低下し続けている州があるにもかかわらず、マドリッド、

大都市を含む２州が反転した要因については，文化的行動的要因などさ

ら検討する必要がある． 

初

る

値

地

動

一

年

の

複
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南欧諸国の低出生率と子育て支援策の展開 
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６章  少子化と社会保障給付－南欧諸国における家族関係給付支出の水準 

 
 
 
  本章では，出産や子育てに家族だけが対処するのではなく，国家が積極的に福祉負担

を担っているかどうか，財政支出の面から検討する．予算規模の多寡だけでは判断でき

ない面もあるが，対象が子どもなのか，高齢者なのか，どの政策分野の公的支援に重点

を置き，子どもの場合であれば直接的な現金給付なのか，サービスといった現物給付で

あるのか，どの程度の財政投入を行っているのか，国民福祉への姿勢を示す目安になる． 
 育児休業給付，児童手当，児童扶養手当等の経済的支援，公的保育サービスなど子育

て環境を改善するための児童福祉サービスなどの水準は，子どもを持つ・持とうとする

世帯にとって多大の影響を及ぼす．本章では，児童・家族関係給付費が国内総生産に占

める割合，社会保障給付費に占める割合，家族支援給付の内訳（現金給付・現物給付）

などについてマクロレベルの統計データを利用し，南欧諸国における家族支援に対する

財政投入の規模と内容の水準を比較検討する．家族関係給付費といった場合，ILO では

「子どもその他の被扶養者がいる家族（世帯）を支援するために提供される給付が対象」

（社人研(2004)pp.33）と定義し，先に挙げた雇用保険等の育児休業給付，児童手当，児

童扶養手当，児童福祉サービス等が含まれる． 
 
 
第１節  家族関係給付費の国内総生産比 
 
  社会保障関係費全体，あるいは子どもをもつ家族や子どもに対する社会保障給付費の

国民総生産に対する割合をみることは，社会支出額の多寡だけでは判断できないものの，

各国の社会保障に対する重点の置き方をみる指標になる（表６－１）． 
  社会支出，家族支援関係支出の GDP 比を 1980，1985，1990，1995，1998 年の 5 時

点で示したのが表６－１である．まず，社会支出経費をみると，1980 年以降多数の国で

対 GDP 比を増加させている．しかし，データのある最新年次 1998 年の数値でみると，

南欧諸国のうち最も GDP 比が高いイタリアで 26.4%，それ以外の国で最も低いフィンラ

ンド 27.5%と上位と下位が同じ程度であり，フランス(29.5%)，スウェーデン(34.2%)，
デンマーク(30.9%)は 30%程度を占めている．何よりも，1980 年時点でみると南欧諸国

では 11～19%程度であったのに対し，北西欧諸国では 19～31%と当時から高支出を継続

していることが理解される． 
  つぎに、家族関係給付費をみる．1980 年時点の南欧諸国の GDP 比はギリシャの 0.35%
～イタリアの 1.10%程度であるのに対し北西欧諸国は 1.89～4.10%であり，この差はか

なり大きい．1980 年，1998 年の比較では，フランス 2.54→2.81%，デンマーク 2.84→
2.77%，フィンランド 1.89→3.38%へとそれぞれ上昇し，スウェーデンは 4.10→3.51%

第
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へと低下したが，それでも高位の水準を維持している．南欧諸国に比べより手厚い子育

支援がなされていることが財政的な面でも明示的である．一方で，南欧諸国の場合，

ルトガルは 0.81→1.02%，ギリシャも 0.35→1.91%へと比較的水準を切り上げている．

かし，南欧の中心国であるスペイン，イタリアではそれぞれ 0.53→0.41%，1.10→0.87%
と，その比率は低下しており，ギリシャ，ポルトガルよりも低く，子どもをもつ家族・

ども向けの給付費の少なさが目立ち，財政支出の面では後退気味である． 

表６－１  GDP に対する社会支出，家族支援支出の規模の推移 

資料）EUROSTAT（2001）（国立社会保障・人口問題研究所、社会保障給付費 HP にて公表されている 
数値を使用）．日本は、OECD（2001）；―（2002b） 

日本の場合はどうか．社会支出の GDP 比は 1980 年 10.38%から 1998 年の 15.02%へ

逓増する傾向にある．しかし，前段でみた EU 諸国の最低値が 19%程度であり，それ

りも低く抑制されていることがわかる．家族支援支出は，1980 年 0.48%→1998 年

.47%へとほとんど変化がなく，南欧諸国のなかで最低水準あったスペインと同程度で

り，他の EU 諸国に比べると公的経済支援の少なさが明示的である．1980 年から 1990
には 0.37%へといったん低下し，少子化の問題が政府レベルでも本格的に議論される

1980 1985 1990 1995 1998

スペイン 会支出 16.50% 18.70% 19.64% 20.98% 19.71%

族支援支出 0.53 0.30 0.32 0.37 0.41

イタリア 社会支出 19.19 22.32 25.04 25.19 26.42

家族支援支出 1.10 0.93 1.11 0.76 0.87

ポルトガル 社会支出 12.41 13.30 14.37 18.33 19.31

家族支援支出 0.81 0.79 0.93 1.03 1.02

ギリ

家族支援支出 0.35 0.36 1.62 1.90 1.91

ドイツ 社会支出 26.00 26.64 25.31 29.08 29.32

家族支援支出 2.45 1.90 1.84 2.11 2.85

フランス 社会支出 21.88 27.31 26.50 29.64 29.52

家族支援支出 2.54 2.83 2.43 2.82 2.81

スウェーデン 社会支出 30.98 32.29 33.47 35.80 34.15

家族支援支出 4.10 4.32 4.70 3.84 3.51

フィンランド 社会支出 19.33 23.80 25.70 32.30 27.53

家族支援支出 1.89 2.59 3.27 4.13 3.38

デンマーク 社会支出 29.29 28.18 30.26 33.55 30.87

家族支援支出 2.84 2.66 3.31 3.87 3.77

オランダ 社会支出 30.02 30.63 32.13 29.65 28.43

家族支援支出 2.63 2.23 1.74 1.34 1.20

日  本 社会支出 10.38 11.21 11.14 13.82 15.02

家族支援支出 0.48 0.45 0.37 0.43 0.47

て

ポ

し

へ

子

 
 

社

家

シャ 社会支出 11.47 17.90 21.64 21.15 22.73

 
 

と

よ

0
あ

年
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1990 年代に入って，若干持ち直したがそれでも 1980 年の時点と大差ない状況であり，

社会支出の若干の増加を考えれば，むしろ後退傾向にある． 

ると格段に低い．1980 年、1998 年の比

でみると，南欧諸国では，スペインが 3. 2.1%，イタリア 5.7→3.3%へと少子化対策

必要性が叫ばれることとは逆に，構成比は低下している．ポルトガル 6.6→5.3%，ギリ

出の傾向，量とも健闘している．南欧諸国は

ずれも低出生率であり，そのなかでもスペイン，イタリアが一段と低く，二カ国は社会

，13.2→10.3% 

DP 比で微増傾向にあったが，家族関係支出は停滞してい

 
 
第２節  社会支出における政策分野機能別の構成比 
 
  南欧諸国・日本における社会支出の増加にもかかわらず，家族関係経費の停滞はなぜか．

社会保障経費の機能別構成比をみるとどの分野に手厚いかが一目瞭然である．各国とも，

年金給付，高齢者の医療を含む「高齢」「保健医療」が二大機能となっている．南欧諸国で

は，「高齢」（年金給付、老人福祉サービスなど）に割かれる支出が最大で，いずれの国も

増加傾向にある．ポルトガル（36.9%）以外の 3 国は 40%を超え，イタリアでは 49.2%と

社会支出のほぼ半分近くを占めている．医療費がその中心である「保健医療」も 20%を超

え，この二項目で南欧諸国はいずれも 6 割を超える．スペイン，イタリアでは，それぞれ

69.9，70.1 と 7 割にも達している．フランスや北欧諸国でも「高齢」項目が最大であるが，

いずれも 30%台で，「保健医療」とのトータルでもフランスの 63%が最大であり，北欧諸

国は 50%台に留まっている． 
  それでは，「子どものいる家族（世帯）等を支援するために提供される給付が対象」であ

る「家族支援」分野の支出は，先の二項目に比べ

2→較

の

シャ 3.0→8.4%と先の二カ国に比べると，支

い

支出や家族関係経費への支出比が，ポルトガル，ギリシャよりもさらに低い． 
  これに対し，その他の北西欧諸国の場合は南欧諸国とは多少状況が異なる．フランス，

スウェーデンでは 1998 年には 1980 年と比べると，それぞれ 11.6→9.5%
と一時から水準は低下しているものの 1 割前後の構成比は確保している．フィンランド，

デンマークでは，9.8→12.2%，9.7→12.2%へと公的支援の程度を切り上げており，2～3%
程度であるスペイン，イタリアなどとは明らかに格差があり，政府の公的支援分野の重点

の置き方が異なる．このなかでは，オランダが 4.2%とやや低いが，正規とパートの賃金，

労働条件の均等待遇を条件にパート雇用を増やし「ワークシェアリング」を進めてきてお

り，「失業」分野での規模の増加がみられる．家族関係経費の低下を経済活動によって補完

している． 
  先に，日本の社会支出は対 G
ることをみた．やはり EU 諸国と同様に高齢者関係の給付費が大幅に伸張しており，社会

支出の伸張分を高齢者関係にシフトしている．「高齢」分野だけをみると，スペインとほぼ

同様の構成比であるが，さらに日本の場合は「医療」費が 1998 年では 37.6%を占め，両

分野で 79.9%とほぼ 8 割を占めている．残ったわずかのパイのなかで，子どもを支援（「家 
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表６－２  社会支出に占める機能別給付の構成比 

スペイン 1980 29.6% 10.8% 15.2% 27.2% 1.1% 12.6% - 0.3% 3.2% 100.0%
1985 32.6 10.2 13.7 24.4 1.8 15.3 0.1 0.2 1.6 100.0
1990 38.1 4.5 11.7 27.0 4.3 11.9 0.6 0.3 1.7 100.0

1998 42.7 4.3 11.6 27.2 3.3 7.9 0.3 0.7 2.1

保健
医療

労働
災害

生活

その他

1995 40.2 4.3 11.9 26.1 4.0 10.9 0.4 0.4 1.8 100.0
100.0

イタリア 1980 39.3 8.8 9.4 29.4 0.0 7.4 0.0 0.0 5.7 100.0
1985 42.1 10.0 9.0 24.5 0.0 10.3 0.0 0.0 4.2 100.0
1990 44.7 9.7 7.9 25.2 0.0 8.0 0.0 0.0 4.5 100.0
1995 49.0 10.3 7.3 21.2 0.0 9.1 0.0 0.0 3.0 100.0

100.0

ポルトガル 1980 30.1 6.3 24.4 29.8 0.0 2.5 0.0 0.4 6.6 100.0
1985 30.2 7.5 27.6 25.7 0.0 2.3 0.0 0.8 5.9 100.0
1990 32.9 6.9 18.5 28.2 4.2 2.5 0.0 0.3 6.5 100.0
1995 35.8 7.2 14.4 27.3 4.3 4.9 0.0 0.4 5.6 100.0
1998 36.9 7.3 14.3 26.6 3.8 4.2 0.0 1.5 5.3 100.0

ギリシャ 1980 44.8 7.8 9.7 31.9 0.0 2.2 0.6 0.0 3.0 100.0
1985 45.0 9.1 11.4 28.5 0.9 1.9 1.2 0.0 2.0 100.0
1990 43.1 9.2 11.3 21.8 1.7 2.1 2.4 1.0 7.5 100.0
1995 43.5 8.3 9.0 22.9 1.5 2.0 2.7 1.2 9.0 100.0
1998 46.2 9.1 8.5 20.7 0.8 2.1 3.2 1.1 8.4 100.0

ドイツ 1980 41.7 3.5 15.1 26.7 0.0 2.0 0.5 1.1 9.4 100.0
1985 41.8 2.8 12.5 26.9 3.0 3.7 0.5 1.5 7.1 100.0
1990 42.1 2.2 12.6 26.3 4.1 2.9 0.6 2.0 7.3 100.0
1995 39.2 1.8 11.8 27.4 4.6 5.2 0.6 2.2 7.3 100.0
1998 40.5 1.7 9.9 26.7 4.3 4.5 0.6 2.1 9.7 100.0

フランス 1980 39.2 9.1 10.9 27.2 0.0 0.0 2.0 0.0 11.6 100.0
1985 35.1 8.0 8.8 23.8 2.5 8.8 2.6 0.0 10.4 100.0
1990 37.1 6.7 7.6 25.4 3.0 6.9 2.8 1.2 9.2 100.0
1995 38.0 6.1 6.5 25.2 4.4 6.0 3.2 1.2 9.5 100.0
1998 38.6 6.0 6.4 24.6 4.4 6.1 3.1 1.3 9.5 100.0

スウェーデン 1980 31.6 2.0 14.7 28.0 4.0 1.2 3.7 1.4 13.2 100.0
1985 32.0 2.1 13.5 25.2 6.8 2.8 2.1 2.1 13.4 100.0
1990 32.4 2.1 16.2 23.5 5.2 2.7 2.0 1.6 14.0 100.0
1995 36.7 2.3 12.2 19.3 6.4 6.2 3.2 2.9 10.7 100.0
1998 39.1 2.2 12.4 19.4 5.7 5.6 2.4 2.9 10.3 100.0

フィンランド 1980 29.1 4.5 20.2 26.1 5.1 3.4 1.1 0.8 9.8 100.0
1985 31.5 4.2 18.4 23.6 3.8 5.5 0.7 1.4 10.9 100.0
1990 29.7 3.9 18.2 24.7 3.9 4.3 0.7 1.8 12.7 100.0
1995 30.0 3.7 15.7 17.6 4.8 12.0 1.4 2.0 12.8 100.0
1998 31.9 3.9 15.1 19.2 5.1 9.2 1.4 2.1 12.2 100.0

デンマーク 1980 29.7 0.5 13.4 27.3 1.5 16.6 1.3 0.0 9.7 100.0

14.1 2.2 3.3 10.9 100.0
1995 33.4 0.1 9.7 20.2 5.6 13.2 2.3 4.1 11.5 100.0
1998 34.2 0.1 9.4 22.0 5.4 10.9 2.3 3.5 12.2 100.0

オランダ 1980 26.9 4.9 26.7 19.2 2.3 5.9 0.9 4.5 8.8 100.0

1985 35.1 9.2 4.9 41.9 0.0 3.0 0.0 1.9 4.0 100.0

1998 42.3 7.2 3.8 37.6 1.7 3.3 0.0 1.0 1 100.0

高  齢 遺  族 障  害 家  族 合  計失  業 住  宅 保護、

1998 49.2 9.8 6.4 20.9 2.5 7.8 0.0 0.0 3.3

1985 30.9 0.1 10.4 26.4 3.0 15.4 1.7 2.8 9.4 100.0
1990 32.4 0.1 10.1 23.2 3.6

1985 27.8 4.6 22.3 18.9 3.3 11.6 1.0 3.2 7.3 100.0
1990 30.9 5.3 24.5 18.6 3.4 8.2 1.1 2.7 5.4 100.0
1995 31.5 5.2 20.4 21.6 3.6 9.9 1.1 2.2 4.5 100.0
1998 35.9 5.1 16.1 20.9 4.6 9.1 1.5 2.6 4.2 100.0

日  本 1980 29.7 9.9 5.2 44.2 0.0 4.3 0.0 2.1 4.6 100.0

1990 38.1 8.4 4.7 41.2 1.1 1.9 0.0 1.3 3.3 100.0
1995 39.4 7.7 4.2 39.6 2.0 2.8 0.0 1.3 3.1 100.0

3.

資料）OECD（2001）より算出. 
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族」関係分野）するために給付される支出は限られてくる．1980 年 4.6%から 1998 年の.1%
へと低下している．この水準は，超低出生率国であるイタリアとほぼ同水準である．年金

付，老人医療，老人福祉サービス・高年齢雇用継続給付など高齢者関係給付費が社会保

給付費の大半を占める．とくに，介護の社会化が進むなど国の高齢者関係の給付費は増

る家族関係給付は，北西欧諸国に

べるとその少なさが目立つ．日本の社会保障給付費は，高齢者に手厚く若い世代にはに

，具体的には保育サービスの充実のためなどに財政投入さ

っている

の控除，3 人以上子どもを持てば年金額の 10%加算などである．これは婚姻

給

障

大している．一方で次世代を担う子どもや家族を支援す

比

は手薄い構造になっている．スウェーデンでは，「子どもが保育を受ける権利」をもち，子

育ての社会化を進めており，こうした福祉理念のもとに制度の整備，充実を計っている．

フランスでも多様な特別給付制度や多種多様な経済支援が行われており，いずれも社会保

険料，税金を財源とする公的保障の枠組みのなかで家族向けの支援が手厚く行われている． 
 
 
第３節  家族関係給付費における現金給付・現物給付 
 
  家族関係支援費は，現金給付・現物給付とに大別される．児童手当，児童扶養手当など

の現金給付，児童福祉サービス

れる現物給付とである．まず，家族関係給付の内容を検討する（表６－３－１，６－３－

２、図６－１，６－２）． 
 南欧諸国は北西欧諸国に比べ家族関係給付費への財政投入が相対的に小さいなかで，ギ

リシャ以外は現金給付に偏っている．とくに，スペイン，イタリアでは現物給付・家族支

援サービスへの給付が小さく，保育施設が手薄で女性が働きにくい状況となっている．ス

ウェーデン，デンマークは，現金給付でも南欧諸国に比べると手厚いが保育サービスを典

型とする現物給付の割合の方が高い．フィンランドは現金給付が現物給付を上回

が現物給付の水準も高い．北欧諸国では保育施設の充実とその利用率も高く，女性が働き

続けられるための公的支援策が明示的にとられている．スウェーデンでは，父親も公的支

援の対象となっており，1995 年以降は育児休業期間の一定期間は男性しか取得できない制

度（父親割当制度）も導入されており，育児休業給付も出産後一年間所得の 80%支給など，

現金，現物両面の給付が充実している．しかし，1990 年代には財政難などの影響で所得保

障の圧縮による現金給付や現物給付の比率は低下している．フランスでは，1980 年代，

1990 年代へと多様な特別給付制度の整備が進み，現金給付に特化した政策が具体化されて

いる．一例は所得と子ども数に応じて支給される家族手当，就業中断への所得保障，子ど

も数による税

形態や家族が多様化するなかで未婚カップル，シングルマザーにも適用されるなど対象と

なる範囲が幅広く柔軟に対応している．近年では，家族支援サービス・現物給付へシフト

した財政投入も目立つようになっている．EU 諸国では，国の事情に応じ福祉理念の目的

に適った，あるいは特性を生かした大胆な公的支援策が進められている． 
  日本の場合は，家族支援給付が社会支出に占める割合自体が少ないなかで現物給付の方
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が上回っている．現金給付の低下は年々対象となる子ども数が減少していることとも関係

している．女性の両立を支援するためにも 2000-04年の新エンゼルプランでも示された「待

機児童ゼロ計画」のように施設保育サービスの整備・充実など現物給付サービスによる家

族支援給付にさらに力点を置くなどニーズに適った施策が必要になってくる． 
南欧諸国では，国家予算の枠組みのなかで社会保障関係への支出枠，さらに高齢者関係

給付への定型的高配分があり，家族関係給付支出への予算配分は限定的となっている．し

かも，現物給付サービスへの立ち遅れは明らかであり，まだまだ女性の働きやすさを確保

するための両立への支援が整っているとはいえない． 
 

表６－３－１  GDP に対する家族支援支出の規模の推移 

資料）OECD（2001）より算出． 

 
 
 
 

1980 1985 1990 1995 1998

スペイン 現金給付 0.50% 0.27% 0.24% 0.30% 0.29%

現物給付 0.03 0.03 0.08 0.08 0.11

イタリア 現金給付 0.98 0.81 0.72 0.45 0.58

現物給付 0.12 0.12 0.39 0.31 0.30

ポルトガル 現金給付 0.72 0.68 0.67 0.69 0.68

現物給付 0.09 0.11 0.26 0.35 0.35

ギリシャ 現金給付 0.34 0.34 0.84 1.26 1.18

現物給付 0.01 0.02 0.78 0.64 0.73

ドイツ 現金給付 1.94 1.42 1.34 1.33 2.04

現物給付 0.51 0.48 0.50 0.79 0.80

フランス 現金給付 2.24 2.46 2.10 1.55 1.55

現物給付 0.30 0.37 0.33 1.27 1.26

スウェーデン 現金給付 1.79 1.86 2.23 2.05 1.63

現物給付 2.31 2.46 2.47 1.79 1.87

フィンランド 現金給付 1.07 1.49 1.90 2.62 1.94

現物給付 0.81 1.11 1.37 1.50 1.44

デンマーク 現金給付 1.09 0.91 1.44 1.86 1.54

現物給付 1.76 1.75 1.88 2.02 2.23

オランダ 現金給付 2.09 1.80 1.22 0.99 0.81

現物給付 0.54 0.43 0.52 0.35 0.39

日  本 現金給付 0.23 0.24 0.17 0.21 0.21

現物給付 0.25 0.21 0.20 0.23 0.26
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表６－３－２  社会支出に対する家族支援支出の規模の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1980 1985 1990 1995 1998

スペイン 現金給付 3.00% 1.45% 1.24% 1.42% 1.50%

現物給付 0.60 0.52 1.56 1.24 1.13

ポルトガル 現金給付 5.80 5.11 4.66 3.74 3.50

現物給付 0.75 0.84 1.84 1.89 1.80

現物給付 0.07 0.09 3.60 3.04 3.21

ドイツ 現金給付 7.47 5.33 5.30 4.56 6.97

現物給付 1.96 1.80 1.98 2.70 2.74

 
 
 現物給付 7.44 7.62 7.

 
 
 
 
 

現物給付 5.99 6.20 6.20 6.01 7.22

オランダ 現金給付 6.95 5.88 3.79 3.33 2.85

資料）OECD（2001）より算出． 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

現物給付 0.19 0.15 0.41 0.37 0.56

イタリア 現金給付 5.13 3.65 2.89 1.80 2.18

ギリシャ 現金給付 2.96 1.93 3.89 5.95 5.19

フランス 現金給付 10.23 9.00 7.92 5.24 5.25

現物給付 1.37 1.37 1.25 4.28 4.28

スウェーデン 現金給付 5.79 5.77 6.67 5.73 4.78

37 5.01 5.49

フィンランド 現金給付 5.56 6.24 7.39 8.11 7.04

現物給付 4.19 4.66 5.34 4.66 5.23

デンマーク 現金給付 3.71 3.22 4.74 5.54 5.00

現物給付 1.81 1.39 1.62 1.18 1.39

日  本 現金給付 2.19 2.10 1.52 1.50 1.39

 

現物給付 2.41 1.90 1.80 1.63 1.73
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注）D: ドイツ    DK: デンマーク    E: スペイン    F: フランス    GR: ギリシャ 
I: イタリア    JPN: 日 本    P: ポルトガル    S: スウェーデン 

資料）EUROSTAT（2001）（注：国立社会保障・人口問題研究所、社会保障給付費 HP にて公表の数値）． 
日本は、OECD（2001）；―（2002b）． 

 
図６－１  現金給付と現物給付の対 GDP 比の比較（1980，1990，1998 年） 
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料）図６－１を参照． 

図６－２  家族支援給付  現金給付と現物給付の比較（各国別，５時点） 

資

 

 
 



小 括 

南欧諸国では，国家予算の枠組みのなかで社会保障関係への支出枠，さらに高齢者関係

付への定型的な高配分があり，家族関係給付支出への予算配分は限定的となっている．

かも，現物給付サービスへの立ち遅れは明らかであり，女性の働きやすさを確保するた

の両立への支援が国家予算規模の面でも整っているとはいえない．デンマーク，スウェ

デン，フランスなど北西欧諸国の家族関係経費への財政投入規模と比較するとかなり見

りする．出生率の改善を経済支援面から企図するのであれば中途半端な財政投入では難

いといえる． 
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第７章  南欧諸国の子育て支援策 

 
 
 
第１節  はじめに 
 
近年，日本との比較で地中海沿岸に位置する南欧諸国の低出生率について注目される

機会が増えている．しかし，この地域の子育て支援策についてはイタリア以外ほとんど

紹介されることはなかった．日本と同様，あるいはそれ以上に低出生率状態にあるイタ

リア，スペインなど南欧諸国の家族・労働政策をはじめとする子育て支援策の基本的考

え方，子育てと仕事の両立支援策，子育ての経済的支援などの状況，具体的には出産・

育児休暇，児童手当等の経済的支援策，公的保育サービスなどの動向について検討し，

日本の低出生率と子育て支援策との関連を考える一助としたい．本章では，イタリア，

スペイン，ポルトガルを中心に，ギリシャを含めたヨーロッパ連合（EU）４カ国の子育

てに対する支援政策について検討する． 
 
 
第２節  子育て支援策に対する基本的な考え方 
 
  南欧諸国では，人口置換水準を大きく下回る低出生力の状態が長期に亘って続いている．

しかし，明確な出生促進政策を公式には持たない．各国政府の出生率水準に対する認識と 
 
 

表７－１  出生率に対する認識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1976 1978 1986 1990 1993
政策 認識 政策 認識 政策 認識 政策 認識 政策 認識

イタリア × ○ × ○ × ○ ↑ low ↑ low
スペイン × ○ × ○ × ○ × ○ × ○

ポルトガル × ○ × ○ × ○ × ○ × ○

ギリシャ ↑ low ↑ low ↑ low ↑ low ↑ low

出　　所

1996 1998 2000 2001
政策 認識 政策 認識 政策 認識 政策 認識

イタリア × ○ × ○ × ○ × low
スペイン × ○ × ○ × ○ × low
ポルトガル × low × low × low × low

出　　所

凡例

政策（↑…増加、↓…低下、→…維持、×…不介入）

認識（○…満足、high…too high、low…too low）

UN (2002b).UN (1998). UN (2000d),
pp.121-122.

UN (2001a),
pp.174.

国 　　名

UN (1996), pp.115.

国 　　名

UN (1992), pp.95-
96.UN (1998).UN (1980), pp.101.UN (1998).

ギリシャ ↑ low ↑ low ↑ low × low
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政策対応について，公式見解の推移を示すのが表７－１である．長期に亘ってギリシャ，

ルトガル 2 国は出生率水準が「低い」と認識し，ギリシャのみが出生を奨励する政策を

実

． 
 
第１項  イタリアの家族・労働政策の社会的背景 

イタリアには出生を促進する明示的な政策はない．次にその理由をいくつか挙げる． 
）1922～1943 年のファシスト時代にイデオロギー上の理由による出産奨励策を経験した

め，ムッソリーニ以降は出産奨励策が受け入れられなくなっている． 
）つい最近まで，イタリアに人口問題があるとすれば，それは人口が多すぎるという認

であった． 
）例えばフランスにみられるような強い国民感情というものがなく，むしろ国内に様々

地域への帰属意識がある．政治的には中央政府に対抗し，地方分権を支持する流れがあ

，思想面では共産党が常に根強く，一方ローマ教皇が支援するカトリック勢力も強い．

って，「家族を形成する」という個人的事柄に国家がどれほど関わるかについて多様な見

がある．さらに，第二次世界大戦後は経済再建が優先されたこともあって，出生に関す

議論はできる限り避けられてきた． 
しかし，ファシスト時代から時を経て，近年では長期に亘る低出生率の問題が人口分野

みではなく社会的な問題として認識され始め，政治レベルでも議論されている．戦後，

くの社会的・経済的変化がみられ，法整備が進んだことも影響している．たとえば，1975
の「新家族法」以来，家族内での法的男性優位は存在しないし，1971 年の避妊法により，

妊について自由な広告が可能になり，1977 年には妊娠中絶が合法化された．また，1971
には離婚法が成立している． 
女子の社会進出を背景として，出産・子育てに関わる家族・労働政策に対して多様な要

を持つようになっている．イタリア人口調査機関（IRP）が 1997 年に実施した意識調

では，出生が抑制されている要因は子どもを持つ家族に対する経済的支援，保育サービ

などの不足にあるとする意見が上位を占めている． 
この調査によれば，希望の多い支援施策は，幼い子どもを持つ家族への減税であり（回

者の 16％），乳幼児を持つ両親へパートタイム労働の機会を増やすという労働政策であ

（12％），さらに 1～6 歳の子どもを対象とした公的な保育サービスを充実させる（10％）

となどである．逆に，出産奨励策ととられるためか，第 3 子を対象とした手当にはわず

ポ

施していると回答している（2001 年には解消）．ギリシャ，ポルトガルに比して出生率

が一段と低いイタリア，スペインは，政策介入はおろか出生率水準について低いとの認識

を公式には 2000 年まで持っていない（両国とも 2001 年には低いと認識）．しかし，近年

では明示的ではないにせよ子育てと仕事の両立を支援するための，出産・育児休暇の整備・

充実などを積極的に実施するようになってきている．家族・労働政策に対する考え方，そ

うした考え方が生まれた背景について各国別に簡潔にまとめた（章末の南欧諸国家族政策

関連年表を参照）
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か 3％の回答者しか賛成していない．子どもを持つ家族に対する手当の配分は，子どもの

齢とは無関係に家族収入に準じた基準を適用することを回答者の大半は望んでいる． 

２項  スペインの家族・労働政策に対する社会的背景 

スペインの合計特殊出生率は（2001 年 1.26）西欧諸国で最低水準にある．そのため，

多

う側面がある． 
民主化への移行期（1975 年～1986 年）には，フランコ政権の影響が依然強く，家族政

は独裁的な過去の政策と同一視され，容易に受け入れられ難かった．この時期は，広い

，重要なものは避妊の解禁（1978 年），

出子，非嫡出子の法律的平等の認可（1981 年），離婚法（1981 年），中絶の部分認可（1985

治体（自治州）の自治権が強まり，社会や家族の問題に対し独自の政策を実施する地方

府が出現した． 
 1980 年代後半以降，家族・ されるようになる．家族と

統的価値観の間のシンボリックな結びつきは少なくなり，さらに，家族が社会不安の緩

的役割を果たしているという認識（失業率の高さによって喚起）により，社会保障制度

肩代わりとしての家族に関する議論が復活した．また，自治権を持つようになった地方

府とそうでない地方では，家族支援施策の進展に地域格差が生じた． 

３項  ポルトガルの家族・労働政策に対する社会的背景 

サラザールの長期独裁政権（首相在任期間 1932 年～1968 年，実質的には 1974 年まで）

続いたポルトガルでは，戦前から 1974 年までは家族をサポートする法の整備が充分で

かった．独裁体制下では男性を優位とした男女観が踏襲され，家庭役割は原則として女

の責務との考えが根強く，女性の役割がしばしば「義務的利他主義」となることが多か

た．ただし，児童に対する手当は独裁政権下でも存在したが非常に少額の手当でありイ

フレ等の影響もあって，1970 年代には手当とは言い難い程度の少額であった．  

年

 
第

 

 

くの研究者が国家の出生への介入の是非と方法について指摘している．しかし，明示的

な国家の政策介入はフランコ政権（1939 年～1975 年）以降今日まで存在しなかった．ス

ペインでは家族を対象とした政策がフランコ政権の超保守的立場と同一視され，非難され

てきた歴史的背景がある．しかし，1970 年代後半以降著しく出生率が低下し，その水準が

極めて低いレベルにあることは認識されており，家族・労働政策に対する一方的な考え方

は急速に変化している．以下，家族・労働政策に関する考え方の推移を簡潔に示す． 
 長期に亘ったフランコ政権下では，家族政策がカトリック教義およびファシスト・コー

ポラティズムと結びつき，出生促進や厳格な性別役割分業に基づく家庭の伝統的価値観が

賞賛され，男性の役割を強化してきたとい

 

策

意味で家族関係に影響をおよぼす法整備が優先され

嫡

年）などであった．その他種々の分野（住宅，教育，労働市場）に部分介入をすることで，

間接的に家族に影響を及ぼすとの配慮で実施された政策もある．また，この時期には地方

自

政

労働政策を実施する必要性が認識

伝

衝

の

政

 
第

 

が

な

性

っ

ン
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民主主義革命後の 1974 年以降は，家族関係に影響をおよぼす立法整備が優先され，離

婚法（1975 年），嫡出子，非嫡出子の法律的平等の認可（1981 年），中絶の部分認可（1984
年）などの法が成立した．この時期は独裁政権下で抑圧されてきた女性の地位向上に関す

る多くの法的な整備が積極的に押し進められた． 
また，子育てを支援する施策については，近年まで総合的に実施されることはなかった

が，家族関係の規制を緩和する多くの法律と同時に，1976 年には 90 日の出産休暇が認め

られている（1999 年には 120 日に延長された）．ポルトガルは，EU 諸国のなかで，乳幼

児を持つ母親の労働時間が最も多いが，近年急速に家庭と仕事の両立支援策や子育ての経

済的支援にオプションを設定するなど工夫をこらした家族政策が導入され始めている． 

３節  出産・育児休暇制度について 

ふれる． 

 

が取得すること）．    3) 最初の 6 取得すること．    4) 両親の合計（それぞれ 6 ヶ月まで）．

父親が 5 ヶ月以上の休暇を取る場合、合計 11 ヶ月になることもある．

5) 子が 3～8 歳までは低所得家庭のみ支給. 

Symeonidou, H.（2002）；U.S. Social Security Adminis （20 谷典子（2002）；原俊

休暇期間 5ヶ月 16週 120日 5ヶ月 14週

賃金補償 80% 100% 100% 100% 60%

休暇期間 5日 2日 なし

育児休暇

パートタイム形

 
 
第

 
表７－２に南欧 4 カ国の出産休暇と育児休暇をまとめてある．図７－１では出産・育児

休業制度上の最長期間について図示した．以下に各国個別の状況について

 
 

表７－２  出産休暇と育児休暇 

イタリア スペイン ポルトガル ギリシャ 日 本

出産休暇
1)

父親の取得 不可能 可能 2) 可能 3) 不可能 可能

父親休暇

1)公共セクターの場合．民間セクターの場合は，17 週（部分支給）．    2) 10 週まで（最初の 6 週は母親

週は母親が

ただし、父親休暇取得推奨のために、

休暇期間 10ヶ月 4) 3年 6～24ヶ月 7ヶ月 1年

現金給付 30% 5) なし なし なし 40～80％

態での休暇 なし あり あり あり あり

 

 
出所）Santis, G.D., Testa, M.R.（2002）；Cabré A., Domingo A., Treviňo R., Miret P., Houle R.（2000）；

tration 02）；津

彦（2002）；小島宏（2002）；労働省女性局（1999）；労働省（2000）. 
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注） 法律で認められた出産・育児休暇の最長期間 （出産休暇

も含む．ポルトガルについては、有給の期間のみ．ただし、199

年  次

 
 
 
 

図７－１  出産・育児休業制度の最長期間 
 
 
第１項  イタリアの

 
Social rity Ad

COLUMBIA UNIVERSITY（2002）；松原亘子（1995）；労働省女性局（各年版）；労働

出産休暇・育児休暇制度 

イタリアにおいて出産休暇は，仕事を持つ母親のための 5 ヶ月間の義務休暇である．

っているが，近年，一部改正

れた法が導入されている（Law 53/2000，2001 年 3 月 26 日 Dlgs No.151）．子どもの

健

  ＋育児休暇）．無給の期間

9年は無給の期間も含む．

資料） U.S. Secu ministration （各年次）； The Clearinghouse at

省労働基準局（1975） 

 
 イタリアでは 5 カ月（産前 2 カ月，産後 3 カ月）の強制出産休暇により母親となる女性

は休業する．雇用されている勤労者の場合，休暇前の給与の 80％がこの期間中支払われる．

その後，母親には出産後 1 年以内に 6 カ月の育児休暇を取る権利があり，この期間には給

与の 30％が支払われる． 

標準的には，出産前 2 ヶ月，出産後 3 ヶ月の振り分けとな

さ

康に危険を及ぼさないという医師の証明があれば，出産前 1 ヶ月，そして出産後 4 ヶ

月の振り分けを選択できることが可能となった．早産の場合も休暇が減ぜられることは

なく，出産後休暇に割り当てられ，5 ヵ月の休暇は常に保証される．母親が死亡，また

は病気になった時，または養育を放棄した場合は，この 5 ヶ月間の休暇の残りを父親が

取得することができる．全てのケースにおいて，この出産休暇を利用している人は，自
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分

る． 

２項  スペインの出産休暇・育児休暇制度 

スペインの出産休暇については，近年整備が進んでいる．1989 年以降，期間およびその

質

険料

払い義務あり）．この法では女性の職場復帰の保証だけでなく父親にも同様の権利が与え

れた（最高 4 週間）． 
 1994 年，休職中の手当は母 額され，手当を受け取るの

に必要な保険料支払い期間は 1 年から 180 日に短縮された．手当は社会保障基金から直接

支払われる．1995 年には，最低 1 年間育児休暇を取得する従業員を新規採用する会社に

対して税控除の制度が整備されている． 
 1999年11月に成立した39/1999法（para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadores）によって父親の出産休暇権が付加された． 

1）母親の 16 週間の出産休暇のうち 10 週間を父親が替わって取得することができる（前

法律では 4 週間であった）．最初の 6 週間は母親に義務づけられている． 
2）母親と父親が同時に育児休暇を取得することが可能である．ただし両者合わせて有給

休暇が 16 週を超えないこと． 
3）母 暇

を取

4）子どもおよび養子のための育児休暇も認められるようになり，期間は子どもの年齢に

応じ き

るようにな

）妊娠時に必要がある場合には休暇を取得することが認められた．その場合基本給の 75％
支給される． 

                                               

の仕事を継続する権利を持ち，取得期間中は給与の 80％が支給される 1）． 
その後，子どもが 8 歳になるまで，両親は付加休暇を得ることができる．通常この休

暇の継続期間は 6ヶ月 2）であり，子どもが 3歳未満であるなら給与の 30％が支払われる．

ただし貧困家庭にのみこの後も引き続き支払われ

また，子どもの病気時には，どちらの親（一緒にとることはできない）でも病気休暇

を取得できる．ただしこの休暇は無給であり，子どもが 2 歳になるまでの間は無制限に

取れるが，3～8 歳の間は年間最大 5 日間である．また，すべての労働者は年間 3 日まで

の家族介護休暇（100％支給）を得ることができる．この対象には 9 歳以上の子どもを含

む． 
 
第

  

に関して，種々の法改正が行われてきた．1989 年，出産休暇の期間が 14 週間から 16
週間に延長され，1 年間は職場復帰が保証されるようになった（ただし，1 年間は保

支

ら

親の所得の 75％から 100％に増

親死亡の場合は，新法では父親が 16 週間まで，または母親死亡後の残りの出産休

得することができる．前法では 6 週間であった． 

て段階があったが，7 歳以下の子どもを持つ場合，一律 16 週間の有給休暇を取得で

った． 
5
が

   
 勤労者は最大給与の 100％が支給される．前 2 年間の平均所得に基づいて支払われる． 
 両親の休暇の合計が 10 ヵ月を超えないこと．ただし，父親がこの休暇をとるのを奨励するために，父

が 5 ヵ月以上の休暇を取るならば，合計は 11 ヵ月になることもある． 

1）

2）

親
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 この新法では，家族や親戚が加齢，事故，障害により自己のケアができなくなった二等

までの親類縁者の家庭介護が可能になり，その内容が拡大した．前法では幼児の世話を

る場合に限られていた．介護休暇は無給であるが，仕事は保証される（親族の介護の場

は 1 年間，出産の場合は 3 年間）．休暇または仕事量の軽減は，男性と女性それぞれに

与されている． 

３項  ポルトガルの出産休暇・育児休暇制度 
 
ポルトガルの出産休暇は，妊婦と家族保護のため，1976年にはじめて 90日間認められ，

暇前の給与の 100％がこの期間中支払われることになった．出産休暇期間はその後 1995
に 98 日（14 週）に延長され，1999 年からは 120 日間取得できるようになっている．  

 さらに，親休暇と父親休暇，家族の個人的理由による休暇がある．育児休暇は，6～24
月までとることができるがこの休暇は無給である．家族を理由とする休暇は，10 歳未満

子どもが病気をしたとき，年間 30 日まで取得できるがこれも無給である．  
また，1995 6 2 父親休暇

父親と母 が共 された．19 決めにい

つかの変 れる父親

暇が 2 日から 5 日間に増えた．子どもが 1 歳になるまで，１日につき 2 時間の休暇（時

）が母親の権利として認められた（この権利は両親（母親か父親）のどちらか１人が取

得できる）．新法では， はならない 6 週間以降

，父親に割り当てる事を可能にした（以前は，母親が病気か死亡した場合のみ可能であ

た）．また，父親が 120 日の休暇直後に 2 週間の育児休暇をとることも可能となった

 1999 年の同法は，無給育児休暇（出産休暇の後に続く）に関して，両親は 6 歳未満の

，柔軟な労働時間（フレックス制）で働くことが可能となった． 
 

 

親

す

合

付

 
第

休

年

 
ヵ

の

年には母親の出産休暇（母親の義務的な最初の 週間）と 日の

親 有するというオプションが制定 99 年には休暇の取り

更がみられる．有給の出産休暇が 120 日間に延長され，100％支払わ

を

く

休

短

100％有給の 120 日間を，母親がとらなくて

は

っ

（100％支払われる）． 
 
子どもの育児に 3 ヵ月の無給の育児休暇をとるか，代わりに 6 ヵ月間のパートタイムの仕

事にするか，またはこの両方のパターンを組み合わせた休暇をとることができるよう拡充

された（以前は，無給の育児休暇は 3 歳未満の子どもの育児に 6 ヵ月間）．ほかにも 12 歳

未満の子どもを持つ両親は

 
第４節  子育ての経済的支援について 
  
表７－３，７－４にそれぞれ 4 カ国の世帯特性（子ども数）からみた児童手当の月間支

給額，児童手当制度の特徴，図７－２では各国の製造業の平均賃金に占める手当の割合（子

どもの出生順位別）についてまとめてある．各国別に子育てに対する経済的支援状況につ

いてふれていく． 
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表７－３  世帯の特徴からみた児童手当の月間支給額（単位：ユーロ） 

 

 
１項  イタリアの児童手当等の経済的支援制度 

  
イタリアにおける子どもに対する経済的支援についてふれる．イタリアでは，所得基準

（厳しい収入調査による）と子ども数に応じて家族手当が支払われる．家族手当が認めら

れるには，家族の総収入が 3 人家族では 1 万 8000 ユーロ以下，4 人家族では 2 万 2000
ーロ以下，5 人家族では 2 万 5000 ユーロ以下という基準が設けられている（表７－５

したがって，収入基準と子ども数による支給手当は，10.33～965.26 ユーロまで幅がある．

1999 年の財政法で 3 人以上の子どもを持ち経済的に負担がかかる家族に対して特別援助

が導入された．しかし，以上の措置は基本的にすべて低所得者に対する貧困対策であり，

産祝い金として一括で支払われる．その他複産手当あり．    ギリシャ：子ども３人. 
の程度により支給額は異なる． 

2)家族の収入により、支給額が４つの段階に分けられ、さらに子の年齢により２つに区分されている．表の数

値は、第１段階（国の最低賃金の1～1.5倍）、子の年齢は１歳以上のもの． 

資料 ial Security Administration (2002) ；健康保険組合連合会（編）（2002）. 

、障

25歳未満．    5)6歳到達後初めての年度末まで 

資料）Soc ecurity Administration (2002 生労働省（2002a）． 

子ども１人 24.25 .24 5.80 5,000
子ども２人 48.50 .48 17.40 10,000

以降子１人につき 24.25 39.36 7.97 10,000

*)イタリア：大家族手当として子１人につき．さらに手当の10％増額．     スペイン：第３子以上の子に出

1)子の障害

子ども３人 72.75 91.84 39.15 20,000
子ども４人 97.00 131.20 47.56 30,000

特別手当 *) 53.72 450.76 2.90

収入により、

まで変動．

イタリア スペイン 1) ポルトガル 2) ギリシャ 日 本

ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ 円

26
52

家族の数（子ども
７人まで）および

10.33～965.26

 
）Soc

 
表７－４  児童手当制度の特徴 

イタリア スペイン ギリシャ ポルトガル 日 本

対象児童

1)障害児は無制限．    2)重度の障害児（65％以上）は無制限．    3)児童が就学している場合は22歳まで

害児は無制限．    4)就学児童および障害児は

ひとり親家庭への付加手当 - - ● - ●

全員 全員 全員 全員 全員

所得制限 ● ● - - ●

親の所得による支給額差 ● ● - ● -

- ● - -

受給対象年齢 18歳未満 1) 18歳未満 2) 18歳未満 3) 16歳未満 4) 6歳まで 5)

児童年齢による支給額差 - - - ● -

多子加算 ●

 
ial S )；厚

 

第

ユ ）．

出生を促進するものではない． 
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 ポルトガル（給料雇用

 

 
図７－２  製造業の平均賃金に占める手当の割合の推移 

 

出所）ILO（各年次）; U.S. Department of Health, Education, and Welfare（各

ギリシャ（賃金雇用者） ギリシャ（給料雇用者）
イタリア ポルトガル（賃金雇用者）

者） スペイン
日本

注）1ヶ月は30日，4週として計算した． 

年次）. 
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 税の控 までは

266 ユーロ，収入調査あり），扶養の配偶者（516 ユーロ），その他の扶養家族（非就労）

のいる場合は減税が実施される．さらに，以上の被扶養者のために負担する教育費，医療

費などの費用は税控除の対象になる．税控除も家族手当と同様に収入基準がある．子ども

数に応じて，1 人の場合 3 万 6000 ユーロ，2 人では 4 万ユーロ，3 人になると 5 万ユーロ

に増加する（表７－５）． 
 
 

おける公的扶助を受けるための条件 
 
 
 

 
 
 
 
 
第２項  スペインの児童手当等の経済的支援制度 
 

スペインの児童手当はフランコ政権時に始まっている（Statutory Order 2945/66 on 
So 年か

ら 990 1990 に大幅に改 ．1966 年から 1971 年の間，子

ども 1 人に対する手当は 200 ペセタで，1971 年から 1990 年の間は 250 ペセタでほぼ 20
年間固定されていた．20 年の間にインフレが進み賃金が実質増加したため，家族所得に対

する手当の価値は大幅に下がった．児童手当の額は 1970 年には最低賃金の 5.6％，1980
年には 1.1％，1990 年には 0.5％相当であった（各国の製造業平均賃金に対する手当の割

合の推移は図７－２）．同時に支給された配偶者手当は，1966 年から 1971 年の間は月 300
ペセタ，1971 年から 1985 年の間は 375 ペセタ，1985 年以降は削減された．一回に限り，

結婚手当も支給されており，1966 年から 1971 年の間は 5000 ペセタ，それ以降は 6000
ペセタであった． 
第 1 子誕生手当もあり， 96 年から 1971 年の間は 2500 ペセタ，それ以降は 3000 ペ

なった（表７ ６）． 
 1990 年の法改正（Law 26/1990 on non-contributory benefits）で，児童手当と一般的

な貧困者政策が統合された．同改正による大きな変化は以下に示したが今日もなお有効で

ある． 

収入

家族の数 子どもの数

3人 1万8000ユーロ以下 １人 3万6000ユーロ以下

4人 2万2000ユーロ以下 ２人 4万ユーロ

5人 2万5000ユーロ以 ３人 5万ユーロ
規制なし

除については，2002 年には扶養の子ども 1 人につき 516 ユーロ（2001 年

表７－５  イタリアに

家族手当 税の払い戻し

家族の総収入 家族の総

 
 

下
４人以上

出所）Santis, G.D., Testa, M.R.（2002） 

cial Security Family Protection Economic Benefits）．手当の額は開始時の 1966
1 年の間はほぼ一定で， 年 正された

1 6
セタと －
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1）非課税の児童手当の創設 
改正が実施される以前は，受益者は所得レベルには関係なく，社会保障に加入している

働者に限られていた． 
）児童手当の一般支給は廃止となり，所得水準によって低所得者だけ手当を受け取る権

を有する（ただし，子どもに障害がある場合は例外）． 
）手当に関しては，雇用主ではなく社会保障基金から直接支給される．1990 年には月額

000 ペセタで，この場合の最低所得は 53250 ペセタ，最低所得の 5.6％であった． 
2000 年 1 月の新法までは給付金の新たな貨幣価値見直し，および改正は実施されなか

た．2000 年 1 月に新しい法律（1 月 14 日 Real Decreto-Ley 1/2000）が採択され，手当

増額された．また，貨幣価値の見直しが 18 歳未満の子どもおよび 18 歳未満の障害者に

する手当に対し行われた．18 歳未満の子どもの場合，支給額は年 216.4 ユーロ（月 18.0
ーロ）から 291.0 ユーロ（月 24.3 ユーロ）になり，最低所得（2000 年では月収 42.5 ユ

ロ）の 4.2％から 5.7％に増えた．障害を持った子どもへの手当は障害のレベルによって，

額 432.7 ユーロから 581.7 ユーロ，最低所得の 8.5％から 11.4％に増額された． 
さらに，以下の 2 つの新しい手当が導入された． 
）複産に対する割増し手当 
）第 3 子からは一人につき 450.8 ユーロの手当を支給 
この 2 つの手当は子どもの誕生月に支給される．a）に関しては所得制限を実施しない

，b）に関しては所得制限がある．また健常児への手当についても所得制限がある．（手

の受給資格が認められる最高所得額を毎年具体的に示し，第 3 子からは子ども 1 人に対

て 15％ずつ増加する．） 

表７－６  スペインの児童手当額（単位：ペセタ） 

出所）Gonzales Q., Fernando R.（2002） 

 
 

３項  ポルトガルの児童手当等の経済的支援制度 

ポルトガルの児童手当の支給の対象は 16 歳までであるが，教育，職業訓練を受ける子

どもは 25 歳まで手当の受給資格がある．児童手当の額は収入によって異なる．2001 年ま

は，家族の収入により 3 つのレベルに分けられていた．しかし，第 2 レベルの収入枠（最

1966～1971年 1972～1985年 1986～1990年

児童手当（子ども１人） 200
配偶者手当 300 375 削減

結婚手当 5,000
第1子誕生手当 2,500

250

6,000
3,000

 

労

2
利

3
3

っ

が

対

ユ

ー

年

 

a
b
 

が

当

し

 

 

 
 
 
 
 

第

 

で
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低賃金の 1.5～8 倍の間）は，広範囲であったため，2001 年 9 月より，第 2 レベルをさら

に二つに区分（最低賃金の 1.5～4 倍のレベルと最低賃金の 4～8 倍のレベル）し，収入基

準を 4 つのレベルにする制度へ切り替えられた（表７－７）． 
  児童手当については，子どもの出生順位と年齢に対応している．たとえば，第１レベル

の収入家族（最高で，最低賃金の 1.5 倍の収入）は，12 歳未満の子ども１人について，1
ヶ月につき 87.29 ユーロの児童手当を受ける．子どもが第 3 子またはそれ以上なら，131.03

ーロを受け取る．1 歳以上の子ども１人につき，同じ家族は 26.24 ユーロを受け取り，

3 子またはそれ以上の子どもの場合は 39.36 ユーロを受け取る．家族の収入が上がるに

つれて，受け取 上の子どもに

いては，所得に関係なくすべての家族に受給資格がある（以前なら，低収入の家族だけ

受給）．また，収入に関係なく障害を持つ子どものために支給される手当もあり，受給額

年齢によって変わる． 

表７－７  ポルトガルにおける児童手当額（単位：ユーロ） 

第１項

り，需要も均一ではなく実際にはサービスが集中している地域・都市に限って保

第1子，第2子
への給付金

第3子以降
への給付金

第1子，第2子
への給付金

第3子以降
への給付金

最低賃金の

1.5倍まで 87.29 131.03 26.24 39.36
20.45 29.98

4～8倍 65.19 87.64 17.51 23.74
8倍以上 40.35 52.52

子どもが1歳未満 子どもが1歳以上

ユ

第

る手当は累進的に減っていく．しかし，第 3 子またはこれ以

つ

が

は

 
 

 
 
 
 
 1.5～4倍 76.22 110.53
 

出所）Social Security Administration（2002） 

 
 
第５節  公的保育サービスについて 
 
一般に南欧諸国における公的保育サービスは未整備である．伝統的な家族観がベースに

あって，乳幼児期の子育ては母親保育という価値観が根強かったためである．表７－８に

4 カ国の公的保育サービス・初等教育の状況を示した．以下，各国の公的保育サービスに

ついて簡単にふれる． 
 

15.41 20.05

  イタリアの公的保育サービス 
 
イタリアの 3 歳未満の子どもに対する保育サービスは未整備の状況にある．保育施設は

この年齢の子どもの 5～6％しか利用できず，イタリアの中部や北部，あるいは大都市に偏

在してお
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育施設は不足している．両親が収入に応じて支払う保育料で経費の 80～90％を賄い，不足

きく依存している（働いていない母親に保育を依頼し，所得移

ことが多いとさえいわれる． 

 

0 歳

れている．教育に関する法的権限は

では乳幼児教育の必要性を認めているが義務づけられてはい

同様未整備である．この年齢の

３項  ポルトガルの公的保育サービス 

ポルトガルにおけ よってはじめて制

された．1979 年に，幼稚園は労働・社会保障省と文部省両方の管轄となった．この政策

主たる目標は，子どもの自立と教育を支持することにあり，同時に学校へ入学する機会

平等を保証した． 
 1995 年の新政権では就学前教育の充実が最優先事項とされ，1996 年と 1997 年の法で

就学前サービスの目標値が設定された．2000 年までに就学前教育にある 5 歳児の 90%，

4 歳児の 75%，3 歳児 した．1998/99 のデータでは，3 歳から 5
歳層の 60%が就学前サービス（1994/95 では 55%）を利用している．  
 しかし，3 歳未満の子どものための保育サービスは他のイタリア，スペインと同じく未

整備で，とくに都市部で不足している． 
 
 
 
 

分は地方自治体が補っている．民間の保育施設は稀であり料金も高く，幼い子どものいる

働く母親は親族の助けに大

転を行うケースもある）．イタリアでは結婚する夫婦は親の支援をあてにして夫，あるいは

妻，または両方の両親の家から 1 キロ以内に新居を構える

3～5 歳の子どものための保育施設は，対象となる子どもの 90％に行き渡っている．この

サービスは行政の義務ではないものの，公費負担で保育料は安い． 

第２項  スペインの公的保育サービス 

  
スペインの就学前教育（0 歳児から 6 歳児まで）の大部分が，1970 年の教育一般法（Ley 

General de Education）により教育制度に導入されたが同規定には強制力がない．スペイ

ンにおける教育改革の最新の法は 1990 年に制定されている（Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo-LOGSE）．就学前教育は LOGSE に定められており，幼児教育は

児から 3 歳児と，3 歳児から 6 歳児の 2 段階に分けら

自治州政府にある．LOGSE
ない．3 歳未満の子どもに対する保育サービスはイタリア

子どもの 5％しか利用していない．3 歳児はつぎのステップへの過渡期であるが 3 分の 1
は保育園・幼稚園に行かない．4 歳児と 5 歳児が保育園・幼稚園における中心的存在であ

る． 
 
第

 
る公的保育サービスのシステムは，1975 年の法律に

定

の

の

 
は

の 60%を目標値として設定
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表７－８  公的保育サービス・初等教育 
３歳未満 ３歳から６歳 初等教育

帯が対象．地方自治体の補助+自 省．国が全額保障しており無料．

 資料）The Clearinghouse at COLUMBIA UNIVERSITY（2002）；UNESCO（1999）Statistical Yearbook；
Symeonidou, H. (2002)；文部科学省 HP（2004） 

第６節  その他の子育てに対する支援環境 
 
第１項  イタリアの状況 

イタ は，一般的に家族は持ち家に住み（70％以上），税控除などの施策により長

に亘り持ち家指向が支援されてきた．賃貸料を抑制して「貧困者を保護する」政策が

1970 年代初期に実施され，結果的に賃貸住宅の市場メカニズムを阻害し，持ち家指向を助

長した．したがって，若者を対象にした廉価な賃貸住宅が不足している．イタリアでは，

こうした状況も若者の失業率の高さと相俟って，親からの離家，家族形成の遅れを増幅さ

せる要因となっている． 

第２項 況 

  
スペインでも若者 らの独立の遅滞が，結婚の遅れや出生率低下の要因となってい

る．また成人期における家族形成行動の遅滞要因の一つにイタリア同様住宅問題がある．

イタリア 政策主体は地方福祉局．共働き世

児童の0～3歳児の割合は6％．

通園率は95％．政策主体は文部
ス

義務教育開始年齢は6歳．

小学校  8：00-12：30の週6日制

と、8：00-12：30+14：00-16：30の

6日制の場合はほとんどなし，週5

年間授業： 810時間 （7

ス
助+自己負担 最大20％．保育所 教 が全額保障している

：

00  給食サービスは増加中

ギ
13：15-19：30  給食サービスはな

年間授業： 846時間 （7歳）， 846
時間 （10歳）

ポルトガル 保育所に通う児童の0～3歳児の割

合は12％．

通園率は48％．

義務教育開始年齢は6歳．

小学校  9：00-15：00  給食サービ
スはあり
年間授業： 788時間 （7歳）， 875

日本 保育所入所待機児童は約21千
人，入所児童数に対する待機児童
数の割合を示す待機率は4.8％
（2001年）．

政策主体は文部科学省．義務教
育開始年齢は6歳．

2002年度より完全週5日制．総授

業時数は，第1学年：782，第2学

年：840，第3学年：910，第4学年

～第6学年：945時間．給食サービ
スあり．

己負担 12％-20％．保育所に通う タッフと子どもの割合は3：25． 週5日制がある．給食サービスは週

日制はあり．
歳）， 810

時間 （10歳）

ペイン 政策主体は州の教育局．政府の補

に通う児童の0～3歳児の割合は

5％．

通園率は84％．政策主体は州の
育局．政府

ものと、政府の補助+自己負担のも
のがある．
義務教育開始年齢は6歳．

小学校  9：00-12：00+15：00-17

年間授業： 854時間 （7歳）， 854
時間 （10歳）

リシャ 児童の公的ケア利用率は3％． 義務教育開始年齢は6歳． 小学校  8：30-13：00 あるいは

し

時間 （10歳）

 
 

 
リアで

期

 
  スペインの状

の親か
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住宅の市場価格とスペイン中産階級の所得との間に大きな不均衡が生じていることが影響

している．同国の住宅市場では，イタリアや他の南欧諸国同様，国民の持ち家率は高く，

賃貸住宅は若者にとって高価であるか，廉価な物件は不足気味であり，公営住宅も少ない． 
 1975 年～1986 年の経済危機では就業に影響をおよぼしたが，景気回復後（1986 年～

1991 年）も若者を対象とした労働市場は冷え込み，就業の場合でも多くは労働契約が暫定

的なもので，住宅購入のためのローンを組むことは難しく，住宅所得の状況はさらに悪化

した．その後も1992年から1995年にかけての新たな経済不況で，若者の失業率は上昇し，

っそう住宅取得は困難となっており，若者対象の賃貸住宅も不足気味である． 

項  ギリシャの状況 

税控除を受ける． 
しかし，ギリシャでも少子化に対する関心が増しているにもかかわらず，家族給付の

ガルとともに，EU 諸国の中では最も低い状況

ある． GNP 比でみると，スペインと同様ギリシャは，国家予算に占める社会保障費

の

ービス，およびその他の関連施策などによる家庭生活と仕事と

の育児休暇が 1

働く女性は出産休暇に続いて，2 時間ずつ 1
間あるいは 1 時間ずつ 2 年間の労働時間を短縮する権利を有している．公的保育サー

スの領域においては，とくに 3 歳未満の子どもに対する公的ケア施設が非常に少なく，

た質も劣っている（利用率は 3％）． 

い

 
第３

 
ギリシャについては，ここまでふれてこなかったが，最後に子育て支援環境の概略に

ついて紹介しておく． 
ギリシャでも，子どもを持つ親に対し経済支援（給付金，児童手当，税控除等）や保

育サービス（保育園，幼稚園，相談サービス等）が提供されている．また，失業，障害，

離婚等の影響により窮状にある家族に対しては，通常の場合より優遇施策がとられてい

る．大家族は多くの方法で厚く手当てされている（1926 年憲法より）．児童手当など手

当による経済的支援では，子どもの数に応じて手当の額は増加し 3 番目の子どもが最も

優遇される．3 人を超える子どもを持つ母親は年金でも優遇され，住宅施策によっても

特別な

レベルは非常に低い．イギリス，ポルト

に

配分は EU 諸国中最低レベルにあり，家族給付に対する社会的支出では最下位に位置

する． 
ギリシャでも女性の経済活動への進出にともなって，出産・育児休暇，手当等による

経済的支援，公的保育サ

の両立支援策が重要度を高めているが，出産休暇は，公共セクター就業者において 5 ヶ

月（全額支給），民間セクター就業者において 17 週間（部分支給）が認められている．

公共部門においては，育児休暇（各親に対し 3.5 ヶ月），および 6 歳未満の子どもに対す

る 2 年間の付加育児休暇があり，さらに第二子以降の子どもに対してこ

年ずつ増える．しかし，休暇期間中は無給であり，この制度の取得率は非常に低く，ほ

とんど利用されていない．公共セクターで

年

ビ

ま
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小 括 
 

イタリア，スペインの出生率は長期に亘って人口置換水準を大きく下回り，欧米諸国中

最も低い水準にあるものの，これに対する明示的な出生促進政策は持たない．従来，出生

に対する政策はスペインではフランコ政権の立場と同一視され，イタリアではムッソリー

ニ政権のそれと同一視されることなどの要因が，出生政策忌避の背景にある．近年では，

南欧諸国でも家族政策の必要性が認識されているが，立ち遅れていることは明らかである． 
子育てと仕事の両立を支援する施策のうち出産休暇と育児休業については，スペインの

場合，前者が 16 週間あるのみで，これについては 100%の所得補償がある．イタリアでは

5 ヶ月の強制出産休暇があり，80%の所得が補償される．その他，両親合計 10 ヶ月（それ

ぞれ 6 ヶ月まで）の育児休暇の権利があり，30%の所得が支払われる．ただし，父親が 5
ヶ月以上取得の場合には合計 11 ヶ月になることもある．子育ての経済的支援については，

イタリア，スペインでは家族手当を受け取るためには厳しい収入制限がある．両国とも，

基本的には出生を促進するほどの十分な経済的支援とはなっておらず，低所得者に対する

貧困対策の性格を色濃く持っている．保育サービスについても南欧諸国は各国とも 3 歳未

満児の公的保育サービスは不足しており，3 歳未満児の保育所在籍率は 3～12%にとどま

っている． 
その他に，南欧諸国における成人期への移行遅滞（結婚・出産の遅れ）の要因のひとつ

宅市場が極端に未整備であり，失業率の高さとともに若者が独立して世帯を構えること

阻害要因となっており成人期への移行を遅らせている． 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

は住宅政策の不備である．イタリア，スペインともに持ち家が中心で，若年層向けの賃貸

住

の
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参考表  南欧圏主要国の家族政策関連年表 

2.41 2.77 3.16 2.21 2.00

日  本ギリシャイタリア ポルトガルスペイン

TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表

1960

1961

1962

1963

1964 2.70 3.00 3.21 2.24 初の戦後教育改革

育が導入される．

2.05

1965
学研究所による出
生力調査の実施．

1966 2.63 2.93 3.16 2.32 1.58

1967 3.16 新民法の発効（す
べての意志決定権
を夫がもつとす
る

2.41 2.75 3.20 2.12 1.96

2.46 2.79 3.23 2.16 アテネ大学生物医
学研究所による出
生力調査の実施．

1.98

2.55 2.87 3.12 売春行為の禁止 2.13 2.01

が行われ、自由教

2.66 2.94 3.15 2.24 アテネ大学生物医 2.14

2.53 2.98

）

2.45 軍によるクーデ
ターが起こる．

2.22

1968 2.
管轄になる を問わず、男女の

政治的権利の平等
が認められる（地

は不平等が存続）
1969

1970 2.43 2.88 3.01 2.40 2.14

1971
るファシスト政権

律の撤廃，障害者

保育所設立5カ年

の保護，避妊法に

由化，離婚法の導

49 幼稚園が文部省の 2.92 3.12 婚姻の身分の如何 2.42 2.13

方参政権に関して

2.51 年金制度大改革 2.91 3.12 2.35 2.13

2.41 産児制限を禁止す

下のほとんどの法

援助法，コムーネ

計画，母親労働者

ついての広告の自

2.88 3.00 2.32 2.16

入
36 2.86 2.86 2.32 2.14 児童手当制

月額3000円

2.34 2.84 2.77 2.26 2.14

る独裁体勢の終
焉．

2.21 家族

 

事業団の解散と地

家族法の改正によ

化

行われる．

よりカトリック教

離婚が認められ
る．
育児公益事業（公
共の学校就学前教
育システム）が設
立．

（本部長・

2.11 2.79 2.82 新共和国憲法発
布．すべての分野
に於ける男女平等
が定められる．90

れる．

2.35 9年間の義務教育
制度実施

1.85 「育児休業
行

1.98 労働に関する男女
の待遇の均等化
法，妊娠中絶の合
法化

2.66 世界出産力調査
（WFS）の実施

2.69 市民法（Civil
Code）発布．

2.26 1955年からこの年
までの間に、120
万人の失業者が移
民となった．

1.80

1972 2. 度の開
始（第3子以降，

支給）

1973

1974 2.33 2.89 2.69 社会主義革命によ 2.37 2.05

1975 相談員の設
置，全国母子保護

方行政への移管，

る男女平等の徹底

2.80 フランコ政権の終
焉（1939～）

2.75 初の自由かつ民主
的国会議員選挙が

政教条約の変更に

会婚姻者に対する

2.32 憲法発布 1.91 総理府に「婦人問
題企画推進本部」

内閣総
理大臣）を設置

1976

日の産休が認めら

法」施

1977
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参考表  南欧圏主要国の家族政策関連年表（つづき） 

TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表

1978 1.
国民保健サービス る（No.303378）

1979 1.76 世界出産力調査 2.35 2.32 幼稚園が文部省お

とされる．

2.26 E.E.C.のメンバー 1.77 婦人問題企画推進
問題推

進地域会議を開始
り男女

共同参画推進地域

1980 1.64 2.20 2.25 内務省管轄の家族

（a state

the family）が設

産力調査（WFS）

2.23 1.75

1981 1.59 2.04 嫡出子 嫡出子

可，離婚法の制定

2.13 2.09 EU加盟 1.74

1982
Code）の改革が行

り、父親が外国人

ン人の母親をもつ

の市民権が与えら
れる）．

法の一
部改正法」の施行

1983 1.51 未成年者の養子縁

の導入

1.80 不妊治療が許可さ

人工妊娠中絶が一

1.95 1.94 新家族法（a new

定．ギリシャ社会

による出生力調査

1.80

1984

に、避妊に関する
調査を実施．

leave）制度が初
めて導入される．

1985 .42 1.64 中絶法の改正
（Ley Organica
9/1985）．出産力
調査（国立統計研
究所）が全国規模
で実施される．家
族に焦点をあて
た、貧困政策の実

87 人工妊娠中絶法，

法

2.53 避妊が合法化され 2.45 2.27 1.79

（WFS）の実施 よび厚生省の管轄 国になる． 本部は婦人

（1994年よ

会議に改称）

に対する国家機関

department for

立される．世界出

の実施．

、非
の法律的平等の認

1.56 1.94 民法典（Civil

われる（それによ

であるが、スペイ

子どもにスペイン

2.08 2.02 1.77 「母子福祉

組と養育委託制度 れる．

部認可される．

family law）の制

保障研究所(EKKE)

の実施．
1.46 障害者年金制度の

改正，労働不能年
金導入

1.73 国際健康財団
（IHF）が15-44歳
までの女性を対象

1.90 中絶法（法律第
6/84号）が発効さ
れる

1.82 親休暇（Parental 1.81

1

施．

1.72 1.67 1.76 「男女雇用機会均
等法」成立

1986 .35 1.56 EU加盟 1.67 EU加盟 1.60 1.72 「男女雇用機会均
等法」施行
児童手当の対象が
第2子以降（小学
校入学まで）にな

1

る1987 .33 1.50 1.63 1.50 1.69

1988 .36 新少年法，家族手
当給付制度の導入

1.45 1.62 1.50 親休暇が民間部門
にまで拡張され
る．

1.66 「男女雇用機会均
等法施行規則及び
女子労働基準規則
の一部改正」公布
（H元.4.1施行）

1989 .33 1.40 出産休暇期間中の
賃金補償が100％
となる．

1.58 1.40 1.57

1990 .33 1.36 国連子どもの権利
条約を批准する．

1.57 1.39 兵役についている
3人以上子どもの
いる父親に対し、
15日の特別休暇
（L.1911/90）が
導入される

1.54

日  本ギリシャイタリア ポルトガルスペイン

1

1

1

1
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参考表 き） 

資料）合計出生率（TFR）は Council of Europe (2003). 日本は国立社会保障・人口問題研究所の算出． 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表 TFR 年    表

1998 1.21 1.16 3歳以下対象の育
児課税控除におけ
る重要な増加が法
律に制定される．

1.48 リスボンで万博が
実施される．産休
期間120日まで延
長．

1.29 親休暇が3.5ヵ月
（子どもが3歳半
になるまで）に拡
大される
（L.2639/1998
art.25）．

1.38 改正男女雇用機会
均等法一部施行

1999 1.22 1.20 妊娠による解雇が
禁止される．16週
の出産休暇のう
ち，10週を父親が
取得可能になる．

1.50 家族総合政策計画
に着手．

1.28 FFS調査実施．
15歳以下の若者の
識字率が99.7％と
なる．
公共部門で働く女
性の出産休暇20週
（前8／後12）．
また、１日当たり
最初の２年間は２
時間、次の２年間
は１時間就業時間
を早める権利か、
９ヵ月の完全有給
休暇のどちらかを
選ぶことができる
ようになる．

1.34 改正男女雇用機会
均等法、改正労働
基準法、改正育
児・介護休業法の
全面施行
男女共同参画社会
基本法の制定

2000 1.24 1.24 6歳以下の子ども
の養親も実親と同
じ育児休暇をとる
権利を得る．

1.55 EU議長国を努める
（1月～6月）

1.29 民間部門で働く女
性の出産休暇が17
週（前8／後9）に
なる．民間部門で
働く男性に2日間
の父親休暇．

1.36 児童虐待防止法．
児童手当の対象が
小学校入学までに
改正．

2001 1.23 1.26 1.45 1.25 1.33

2002 1.25 1.47 1.32

日  本ギリシャイタリア ポルトガルスペイン

  南欧圏主要国の家族政策関連年表（つづ
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むすび 
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むすび 

 
 
 
第１部では，地中海沿岸に位置するイタリア，スペイン，ポルトガル，ギリシャのヨー

ロッパ連合（ＥＵ）4 ヵ国の出生率の動向とその背景にある近接要因・社会経済的要因の

変化について検討した．その主な結果を以下に要約する． 
 
1．出生率の低下とその近接要因の変化 

南欧諸国の出生力転換は北欧西欧諸国に比べ 10～15 年ほど遅れて始まり，1940 年代に

終わりを告げた．その後，他のヨーロッパ諸国同様ベビーブームが続いたが，1970 年代後

半以降に出生率が再び低下を始め，1980 年代前半には人口置換水準を下回った（この第 2
の出生力転換は北西欧諸国より 10 年程遅い）．出生率はその後も低下を続けスペインでは

1.16（1998 年）と先進国中最低水準まで落ち込み超低出生力状態を経験した． 
1970 年代後半以降の出生率低下は，他の先進諸国同様，結婚・出産年齢の上昇（晩婚

化・晩産化）によって生起し，イタリア，スペインについては 1980 年頃からの 20 年間で

平均初婚年齢，出産年齢が 3～4 歳上昇している．南欧諸国は，同棲・婚外子の拡がりが

ティの出

（3 子以上）がこの時期激減し 1～2 子に集中したことも出生率低下に影響を及ぼした． 
期間出生率の水準の低さは単に出産タイミングの変化（晩産化）だけではなく，コーホ

ト完結出生率そのものも低下しているためである．南欧諸国では近代的避妊方法の普及

が他の北西欧諸国に比べて低く，伝統的方法がなお中心であり，十分な「避妊革命」を

ずして出生転換をなし得た． 

．社会経済的変化と出生率 
南欧諸国の未婚化・晩婚化・晩産化の背景には，男女の逆転現象が起きるほど女性の高

学歴化が進み，同時に産業構造の急激な変化にともなって女性の労働力化が進み，1980
年頃から，女性の労働力率の上昇が続いたことがある（例えばスペインでは 25～29 歳の

女性の労働力率は 1960～2000 年で，5 人に 1 人から 4 人に 3 人程度まで上昇した）．著し

い女性の社会進出がみられた一方で，労働環境，保育サービス，通勤や住宅問題などの整

が遅れたことによって，女性に仕事と家庭の二者択一を迫り，少子化を促進させる要因

となった．南欧諸国の場合，性別役割分業など伝統的な家族観が他の北西欧諸国に比べ根

強く，女性の就労増大にもかかわらず，家庭内の男女間における家事・育児分担など家庭

役割が再調整され難く固定的であったことも女性の仕事と子育ての両立困難を増幅した． 
若い世代では，教育期間の伸張，そのため就職年齢が遅くなり，また，高失業率，大都

市では住宅事情が厳しいことなどで親元からの離家が遅れ，成人期への移行の遅れにより，

家族形成行動も遅滞化し，人口の再生産行動にも影響を与えている． 

少ないため，未婚率の上昇，晩婚化・晩産化は出生率の低下に直結した．高パリ

生

ー

率

経

 
2

備
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  南ヨーロッパの主要国は，1970 年代後半以降急激な出生率低下を経験し，スペイン，イ

リアでは 1990 年代後半には合計特殊出生率が 1.1 台まで落ち込み，近年回復の兆しも

えるが依然低出生力状態にある．出生率低下が，ほかの北西欧諸国に比べ遅く始まった

急速に低下していること，女性の社会進出がやはり遅く始まったが，これも急激に進行

ていること，しかし，一方で出産・育児支援，経済的支援などが未整備のまま近年まで

移してきたこと，性別役割分業観などほかの西欧諸国に比して伝統的価値観が根強いこ

など，南欧諸国の少子化を取りまく社会的状況と日本の少子化をめぐる環境は比較的相

することも確認された． 
 スペイン，ポルトガルでは 1970 年代前半まで長期に続いた独裁政権時代の産業社会，

タリアやギリシャの第 2 次世界大戦後の経済重視施策による産業近代化は，近代家族の

性別役割分業モデルを前提とした産業社会システムであった．その後，女子の高学歴化の

拡大，社会的役割観の変化などにより，女子の労働市場への参入が進んだ．しかし，社会

済の変化が急激で，その一方で男女役割分業型の社会システムは，女子の就業と出産・

育ての両立には障害となり，社会全体のサポートシステムが対応できず，多くの女子に

って仕事と出産・子育てが分断され，両者の選択的行動を余儀なくされた．このことが

欧社会の出生率低下に直結し拍車をかけた． 
 南ヨーロッパの低出生力状態は，社会経済面の急激な変化の反面，ほかの北西欧諸国に

較し価値観変容の速度はゆるやかで，家族観，性別役割分業観（ジェンダー観），とくに

性の側で性別役割分業観が根強く，ほかの北西欧諸国に比して伝統的価値観の保持が少

化の一因と考えられる．しかし，近年では南欧圏諸国の伝統的価値観，規範も徐々に弛

する傾向にあり，これと軌を一にしてスペイン，ポルトガルでは出生率が回復する兆し

みせている．南欧圏の主要 4 ヵ国はいずれもＥＵに加盟しており，ＥＵモデルの制度的

革を推進している．今後新しい規準が，固有の歴史的背景にもとづく社会文化的なコン

キストのなかでどのように整合・調整され，社会に根付いていくのか，南欧諸国の少子

の行方を左右する． 

第２部では，低出生率と子育て支援施策との関連を考えるため，南欧諸国を中心に社会

障給付支出に占める子を持つ世帯・家族への支援費用の程度、出産・育児休暇，経済的

援，保育サービスなど子育て支援をめぐる施策について検討した． 

．南欧諸国における家族関係給付支出の水準 
南欧諸国では，国家予算の枠組みのなかで社会保障関係への支出枠，さらに高齢者関係

付への定型的高配分があり，家族関係給付支出への予算配分は限定的となっている．し

も，現物給付サービスへの立ち後れは明らかであり，女性の働きやすさを確保するため

両立への支援が国家予算規模の面でも整っているとはいえない．出生率の改善を経済支

面から企図するのであれば中途半端な財政投入では難しいといえる． 
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２．南欧諸国の子育て支援策 
イタリア，スペインの出生率は長期に亘って人口置換水準を大きく下回り，欧米諸国中

も低い水準にあるものの，これに対する明示的な出生促進政策は持たない．従来，出生

対する政策はスペインではフランコ政権の立場と同一視され，イタリアではムッソリー

ニ

休業については，スペインの

合，前者が 16 週間あるのみで，これについては 100%の所得補償がある．イタリアでは

が補償される．その他，両親合計 10 ヶ月（それ

ぞ

保育サー

ビ

とが重要である．子育てに対する経済的支援については

来低所得者対策的な性格を持っており充分な額ではない． 

  

分

っていないが南欧

最

に

政権のそれと同一視されることなどの要因が，出生政策忌避の背景にある．近年では，

南欧諸国でも家族政策の必要性が認識されているが，立ち遅れていることは明らかである． 
子育てと仕事の両立を支援する施策のうち出産休暇と育児

場

5 ヶ月の強制出産休暇があり，80%の所得

れ 6 ヶ月まで）の育児休暇の権利があり，30%の所得が支払われる．ただし，父親が 5
ヶ月以上取得の場合には合計 11 ヶ月になることもある．子育ての経済的支援については，

イタリア，スペインでは家族手当を受け取るためには厳しい収入制限がある．両国とも，

基本的にはいずれも出生を促進するものではなく，低所得者に対する貧困対策の性格を色

濃く持っている．保育サービスについても南欧諸国は各国とも 3 歳未満児の公的

スは不足しており，3 歳未満児の保育所在籍率は 3～12%にとどまっている． 
南欧諸国における成人期への移行遅滞（結婚・出産の遅れ）の要因のひとつは住宅政策

の不備である．イタリア，スペインともに持ち家が中心で，若年層向けの賃貸住宅市場が

極端に未整備であり，失業率の高さとともに若者が独立して世帯を形成することの阻害要

因となっており成人期への移行を遅らせている． 
南欧諸国の場合，既に述べたとおり仕事と家庭の両立問題に対して家族・労働政策の対

応が遅れている．仕事と家庭の両立支援策として，出産・育児休業とその後の保育サービ

スとの受け渡しの制度整備などが重要性を増している．また，制度の取得率の低さなどか

ら各種制度を定着・浸透させるこ

元

 
他の西欧諸国に比較して相対的に，南欧諸国の出生率低下が遅れて始まっていること，

女性の社会進出が比較的新しいこと，伝統的で根強い家族観をもっていることなど日本と

の共通点も多い．南欧諸国では 1970 年代後半以来出生率の低下が続いているが、中心的

要因のひとつは，女性の社会進出による職業労働と子育ての両立困難の増大であり，伝統

的な男女の役割観が根強く，両立困難を増幅している．このような南欧諸国の少子化状況

は，1980 年代半ば以降出生率の反騰がみられたスウェーデン、デンマーク、フランスなど

の北西欧諸国とは異なり日本とも共通する．子どもをもつ家族・世帯への支援では，北欧

諸国とフランスなどは「仕事と育児の両立支援」と「子育ての経済支援」の両面で手厚い

のに対し，ドイツでは「子育ての両立支援」で，南欧諸国は両方とも劣る．日本は、「役割

業型」から「男女共同参画」型への転換を図り北欧諸国型を目指している．南欧諸国の

家族・労働政策をみると，とくに仕事と育児の両立施策では実効性、経済支援では水準の

面で成果を上げているとは言い難く，本稿では日本との詳細な比較は行
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諸国の事例は日本にとっても示唆的である．支援のニーズと適切な施策の実施・強化，お

よび施策の実効性を高めるための方策を含めて，国民的同意を前提として家族政策の一段

の強化が必要である．同時に出生率の改善を経済支援面から押し進めるなら中途半端では

なく思い切った財政投入が必要となる． 
また，仕事と家庭の両立支援施策の推進は必要であるが，同時に固定的な職場の雇用慣

行を改めいかに雇用システムの柔軟性を高めていくかも課題である．社会の仕組みを整

備・変革すると同時に，制度の利用を個人や企業単位で強制的に義務づけて実効性をもた

せ，制度を浸透させることが重要である．早期にこうした施策・意識改革が実現され，効

 

 

力を上げないと出生力の回復は見込めず，南ヨーロッパ諸国以上の超低出生率の招来も現

実味を帯びる． 
最後に日本の場合，男女間の不平等，性別役割観，婚姻出生規範，あるいは家族的価値

が南欧諸国に比べ強固であり，こうした価値観が出生行動に何らかの影響を及ぼすことが

明らかとなっており，規範意識の変革，すなわち同棲や婚外出生などを社会的に受容する

かどうか、法的制度面での改善と併せて社会意識の変革が重要である． 
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関連図表 

 

 
 

 

 

本文に掲載できなかった関連図表をまとめてある。多くの図表は、超少子化国とこれらの

えば、 ツ、オーストリア、日本など）には

ンマー は括弧内に Low と付した）。 

 

 

 

 

 

国々に比べて少子化が比較的緩やかな国々の代表国を括って掲載した（便宜上、超少子化国（例

スペイン、イタリア、ポルトガル、ギリシャ、ドイ

図表括弧内に Lowest low と付し、比較的緩やかな国（例えば、フランス、スウェーデン、デ

ク、ベルギー、オランダ、ノルウェーなど）に
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参考図１－１  合計出生率の推移  196 ～2002 年 
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S: スウェーデン    F: フランス    DK: デンマーク    B: ベルギー     

出所）Council of Europe (2003). 
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参考図１－３  合計出生率の推移（Low）  1960～2002 年 
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資料）United Nations（各年版）．日本は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）． 

齢５歳階級別出生率の推移（つづき） 
 
 

 
参考図３  出生順位別合計出生率の推移  1980～1997 年 

 
参考図２  女子年

 

1950
1960
1970
1980
1990
1995
2001

オランダ

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

-20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+
年齢階級

出
生
率

1950
1960
1970
1980
1990
1995
2001

ドイツ

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

19
80

19
85

19
90

19
95

年    次

出
生
率

第1子
第2子

第3子
第4子第5子以上

オーストリア

0.40

19
80

19
85

19
90

19
95

年    次

出
生
率

1.20

1.00

0.80 第1子

第2子

第3子
第4子第5子以上

0.60

0.20

0.00

 
 
 
 

 133



資料）Council of Europe (2003) より算出．年次はすべての国のデータがそろう 1980～1997 年にそろえた（フランス，

オーストリアは除く）． 

参考図３  出生順位別合計出生率の推移  1980～1997 年（つづき） 
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資料） 日本は、「平成 年 月全国人口推計の考 方」．  

参考図４－１  出生コーホート別完結出生率の推移  1930～1968 年出生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）Council of Europe (2003). 

参考図４－２  出生コーホート別完結出生率の推移（Lowest low）  1930～1968 年出生 
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資料）Council of Europe (2003). 

 
参考図４－３  出生コーホート別完結出生率の推移（Low）  1930～1968 年出生 
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参考図５－１  合計初婚率の推移  1960～2002 年 
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資料）Council of Europe (2003). 

3). 

 
参考図５－２  合計初婚率の推移（Lowest low）  1960～2002 年 
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資料）Council of Europe (200

 
参考図５－３  合計初婚率の推移（Low）  1960～2002 年 
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 over-estimation of ever-married. 
資料）Council of Europe (2003). 

参考図６－１ 出生コーホート別生涯既婚率の推 生

 
Portu -estimation of ever-married. 
資料）Council of Europe (2003). 

参考図６－２  出生コーホート別 涯既婚率の推移（  930～1972 年出生 
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資料）Council of Europe (2003). 
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参考図６－３  出生コーホート別生涯既婚率の推移（Low）  1930～1972 年出生 
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．1972 年以前は沖縄県を含まない． 

 

 

資料）Council of Europe (2003). 日本は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）により 
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を用いた平均年齢とは異なる

参考図７－１  女子平均初婚年齢の推移  1960～2002 年 
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資料）参考図７－１を参照． 

 
参考図７－２  女子平均初婚年齢の推移（Lowest low）  1960～2002 年 
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資料）Council of Europe (2003). 
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資料）Council of Europe (2003). 

 
参考図８－１  コーホート別女子平均初婚年齢の推移  1930～1972 年出生 
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参考図８－２  コーホート別女子平均初婚年齢の推移（ lo ） 1 30～1972 年出
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生 

3). 

 
参考図８－３  コーホート別女子平均初婚年齢の推移（ ） ～ 年出生 
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資料）参考図７－１を参照． 

参考図９－１  平均出産年齢の推移  1960～2002 年 
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資料）参考図７－１を参照． 

 
参考図９－２  平均出産年齢の推移（Lowest low ～ 年 

資料）Council of Europe (2003). 

考図９－３  平均出産年齢の推移（Low 0

） 1960 2002
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資料）参考図７－１を参照．

参考図１０－   1 L w 19 0～2002 年 
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資料）参考図７－１を参照 

参考図１０－１ 第 子平均出産年齢の推移  1960～2002 年 
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資料）Council of Europe (2003). 

 
参考図１０－３  第１子平均出産年齢の推移（Low）  1960～2002 年 

 

資料）Council of Europe (2003). 

参考図１１－１  出生 ーホート別平均出産年 推 年出生 
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参考 w） 

1930～1968 年出生 

資料）Council of Europe (2003). 

 
参考図１１－３  出生コーホート別平均出産年齢の推移（Low）  1930～1968 年出生 

図１１－２  出生コーホート別平均出産年齢の推移（Lowest lo
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資料）Council of Europe (2003). 

 
参考図１ よび出産年齢の推移  1960～2002 年 ２  初婚年齢、初産年齢お
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資料）Council of Europe (2003). 

参考図１２  初婚年齢、初産年齢および出産年齢の推移  1960～2002 年（つづき） 
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参考表１  平均初婚年齢、平均初産年齢および平均出産年齢の推移 

 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
初婚年齢 初産年齢 出産年齢 （２）-（１） （３）-（２） （３）-（１）

ドイツ 1960 23.5 25.0 27.5 1.5 2.5 4.0
1965 22.9 24.4 27.1 1.5 2.7 4.2
1970 22.5 24.0 26.6 1.5 2.6 4.1
1975 22.3 24.5 26.3 2.2 1.8 4.0
1980 22.9 25.0 26.4 2.1 1.4 3.5
1985 24.1 26.1 27.1 1.9 1.0 2.9
1990 25.2 26.6 27.6 1.4 1.0 2.4
1995 26.4 27.5 28.3 1.0 0.8 1.9
2000 27.0 28.2 28.7 1.2 0.6 1.8
2001 27.2 28.4 28.8 1.2 0.5 1.6

オーストリア 1960 24.0 27.6 - - 3.6
1965 23.3 27.3 - - 4.0
1970 22.9 26.7 - - 3.8
1975 22.7 26.3 - - 3.6
1980 23.2 26.3 - - 3.1
1985 24.1 24.3 26.7 0.2 2.4 2.6
1990 24.9 25.0 27.2 0.0 2.3 2.3
1995 26.1 25.7 27.7 -0.4 2.0 1.6
2000 27.2 26.4 28.2 -0.8 1.8 1.0
2001 27.2 26.5 28.4 -0.7 1.9 1.1
2002 27.4 26.7 28.6 -0.7 1.8 1.1

スウェーデン 1960 24.0 25.5 27.5 1.5 2.0 3.5
1965 23.6 25.2 27.2 1.6 2.0 3.6
1970 23.9 25.9 27.0 2.0 1.1 3.1
1975 24.8 24.4 26.7 -0.4 2.3 1.9
1980 26.0 25.3 27.6 -0.8 2.3 1.5
1985 27.2 26.1 28.4 -1.1 2.3 1.2
1990 27.5 26.3 28.6 -1.2 2.3 1.1
1995 28.7 27.2 29.2 -1.5 2.0 0.6
2000 30.2 27.9 29.9 -2.3 2.0 -0.3
2001 29.9 28.2 30.0 -1.8 1.9 0.1
2002 30.1 28.3 30.1 -1.8 1.8 0.0

フランス 1960 23.0 24.8 27.6 1.7 2.8 4.6
1965 22.7 24.4 27.3 1.7 2.8 4.6
1970 22.6 24.4 27.2 1.8 2.8 4.5
1975 22.5 24.5 26.7 2.0 2.2 4.2
1980 23.0 25.0 26.8 2.0 1.8 3.8
1985 24.2 25.9 27.5 1.7 1.6 3.3
1990 25.6 27.0 28.3 1.5 1.3 2.8
1995 26.9 28.1 29.0 1.2 0.9 2.1
2000 28.0 27.9 29.4 -0.1 1.5 1.4
2001 28.1 28.0 29.4 0.0 1.4 1.3
2002 29.5 - - -
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参考表１  平均初婚年齢、平均初産年齢および平均出産年齢の推移（つづき） 

資料）Council of Europe (2003) より算出. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
初婚年齢 初産年齢 出産年齢 （２）-（１） （３）-（２） （３）-（１）

デンマーク 1960 22.8 23.1 26.9 0.3 3.8 4.1
1965 22.5 22.7 26.8 0.2 4.1 4.2
1970 22.8 23.9 26.8 1.1 2.8 3.9
1975 23.5 23.9 26.4 0.4 2.5 2.9
1980 24.6 24.6 26.8 0.0 2.2 2.2
1985 26.2 25.6 27.7 -0.6 2.1 1.5
1990 27.6 26.4 28.5 -1.2 2.0 0.9
1995 29.0 27.4 29.2 -1.7 1.8 0.2
2000 29.5 29.7 - - 0.2
2001 29.5 29.7 - - 0.2
2002 29.6 29.9 - - 0.3

ベルギー 1960 22.8 24.8 28.0 2.0 3.2 5.2
.6 24.5 27.6 1.9 3.1 5.0

1970 22.4 24.3 27.2 1.9 2.9 4.8
1975 22.0 24.4 26.6 2.4 2.2 4.6

1985 23.1 25.5 27.2 2.5 1.7 4.1
1990 24.2 26.4 27.9 2.1 1.5 3.6
1995 25.4 27.3 28.4 2.0 1.1 3.1
2000 26.3 - - -26.3
2001 26.5 - - -26.5
2002 26.7 - - -26.7

ノルウェー 1960 23.7 27.9 - - 4.3
1965 23.2 27.7 - - 4.5
1970 22.8 27.0 - - 4.2
1975 22.9 26.4 - - 3.6
1980 23.5 26.9 - - 3.4
1985 24.9 27.5 - - 2.6
1990 26.2 25.6 28.1 -0.6 2.5 1.9
1995 27.3 26.4 28.8 -1.0 2.5 1.5
2000 28.3 26.9 29.3 -1.4 2.4 1.0
2001 28.5 27.0 29.4 -1.4 2.4 0.9
2002 28.6 27.2 29.5 -1.4 2.3 0.9

オランダ 1960 24.2 25.7 29.8 1.5 4.0 5.6
1965 23.6 25.2 29.0 1.6 3.8 5.4
1970 22.9 24.8 28.2 1.9 3.4 5.3
1975 22.6 25.2 27.4 2.5 2.2 4.7
1980 23.2 25.7 27.7 2.6 2.0 4.5
1985 24.4 26.6 28.4 2.3 1.8 4.0
1990 25.9 27.6 29.3 1.7 1.7 3.4
1995 27.1 28.4 30.0 1.3 1.6 2.9
2000 27.8 28.6 30.3 0.8 1.7 2.5
2001 27.9 28.6 30.3 0.8 1.7 2.5
2002 28.2 28.7 30.4 0.5 1.7 2.1

1965 22

1980 22.2 24.7 26.6 2.5 1.9 4.4
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資料）Council of Europe (2003) より算出．日本は、厚生労働省統計情報部（各年次 b）による． 
1972 年以前は沖縄県を含まない．率は 10 月 1 日現在人口を分母とした 1,000 について． 

 
参考図１３－１  普通離婚率の推移  1960～2002 年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料）参考図１３－１を参照．． 

参考図１３－２  普通離婚率の推移（Lowest low）  1960～2002 年 
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資料）Council of Europe (2003). 

 
参考図１３－３  普通離婚率の推移（Low）  1960～2002 年 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03) より算出． 

参考図１４－１  婚外出生率の推移（Lowest low）  1960～2002 年 
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資料）Council of Europe (20
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資料）Council of Europe (2003) より算出． 

 
参考図１４－２  婚外出生率の推移（L 00 年 

資料）

計情報部（各年時），厚生労働省統計情報部（各年次 a）．  

参考 年 

ow）  1960～2 2
 

注）15-49 歳女子人口 1,000 に対する率．日本の 1972 年以前は沖縄県を含まない。 
Council of Europe (2003). United Nations (UN)(2003). 
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日本は、厚生労働省大臣官房統

 
図１５－１  人工妊娠中絶実施率の推移（Lowest low）  1975～2002
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注）

資料）参考図１５－１を参照． 
 

参考図１５－２  人工妊娠中絶実施率の推移（Low）  1975～2002 年 
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Quantum (QI) 、 指数とは微少な誤差がある． 

資料）Council of Europ

 

、出生 加えた  (TFR
TFR/ erQI を Tempo (TI)として計算してあるので、正確な Ryd

e (2003)． 

参考図１６  Tempo と Quantum  1974～1997 年（つづき） 
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注）日

資料） ）． 

 
参考図１７  高等教育入学率の推移  1960～1996 年 
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本は、短期大学と大学への進学率の合計． 
UNESCO（各年次）. 日本は、文部科学省統計調査企画課（各年次
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資料）LABORSTA（2004）. 

図１８  女子年齢別経済活動率の推移 
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参考表２  全就業者とパートタイム就業者に占める女子割合 
                          および女子就業者におけるパートタイマー割合の推移 

 
 
 
 

女子比率 （％） 女子就業者の 女子比率 （％） 女子就業者の

全就業者
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
就業者

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ割合 全就業者
ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ
就業者

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ割合

スウェーデン ベルギー
70 39.4 - - 32.9
75 42.3 - - 34.2
80 45.0 - - 35.7
85 47.0 - - 38.1 77.4 25.8
90 48.0 81.1 24.5 40.6 79.9 29.8
95 48.3 76.9 24.1 41.9 82.3 31.5
96 48.1 76.5 23.5 42.2 82.3 32.1
97 47.9 76.4 22.7 42.6 82.5 32.3
98 47.8 78.1 22.0 42.9 82.4 32.2

1999 47.8 73.7 22.3 43.2 78.9 36.6
00 47.9 72.9 21.4 79.0 34.5
01 48.0 79.2 29.3 81.8 33.4

フランス ノルウェー
70 35.9 - - 30.8
75 37.6 - - 37.8
80 39.5 - - 41.3
85 42.0 77.8 20.3 43.6
90 43.0 79.8 21.7 45.9 82.7 39.8
95 44.6 79.1 24.3 46.5 80.7 37.5

1996 44.8 78.7 24.1 46.4 79.7 37.5
97 45.0 78.8 25.2 46.6 80.1 36.5
98 45.2 79.3 25.0 46.7 79.6 35.9
99 45.4 79.0 24.8 47.0 78.8 35.0
00 45.4 80.1 24.3 47.0 77.0 33.6
01 45.4 80.4 23.8 47.1 76.0 32.6

デンマーク オランダ
1970 39.4 - - ..

75 41.6 - - 27.5
80 .. - - 30.7

1985 45.2 78.4 35.2 34.3 79.3 45.5
90 46.1 71.5 29.6 38.4 70.4 52.5
95 45.5 68.0 25.5 40.9 76.5 54.7
96 45.6 66.1 24.3 41.1 77.3 55.5
97 45.7 64.3 24.2 41.8 77.6 54.8
98 46.2 68.8 25.5 42.0 75.9 54.8
99 46.3 68.4 22.7 42.7 77.4 55.4
00 46.8 69.9 23.5 42.9 76.2 57.2
01 46.8 66.7 20.9 43.3 76.3 58.1
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参考表２  全就業者とパートタイム就業者に占める女子割合 
                          および女子就業者におけるパートタイマー割合の推移 

注）パートタイマーとは通常の労働時間が週 30 時間未満の者をさす． 
資料）1970-1980： OECD（1992），1981-2001： OECD（2002a） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考図１９  失業率の推移  1969～2003 年 
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資料）LABORSTA（2004）. 

 
参考図１９  失業率の推移  1969～2003 年（つづき） 
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参考表３  男女の年齢別失業率 

 

 
 

19
男  性 女  性

20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1) 20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1)

イタリア 23.1% 11.9% 5.3% 3.2% 6.0% 34.3% 23.3% 15.1% 10.2% 14.5%
スペイン 24.4 15.6 9.9 7.7 12.1 38.3 29.8 23.0 18.0 24.4
ギリシャ 13.2 7.1 3.5 2.5 4.7 30.5 15.7 12.6 8.5 14.8
ポルトガル 7.4 3.6 2.3 2.0 3.3 12.6 8.8 7.0 5.1 6.7
ドイツ - - - - - - - - - -
オーストリア 4.4 3.2 2.6 2.2 3.0 3.7 3.7 3.6 3.4 3.6
スウェーデン 3.4 2.1 1.8 1.0 1.6 2.5 1.6 1.6 1.1 1.6
フランス 14.0 8.8 6.3 5.2 6.8 20.9 13.4 10.9 9.0 11.2
デンマーク 12.9 9.5 8.2 7.6 8.0 14.1 12.9 9.1 7.0 9.0
ベルギー - - - - - - - - - -
ノルウェー 10.4 8.2 5.2 3.5 5.8 9.1 6.1 4.9 3.2 4.9
オランダ 8.9 5.9 4.5 3.9 5.4 9.6 8.1 12.2 12.0 10.6
日  本 3.7 2.0 1.6 1.3 2.1 3.7 3.7 2.5 2.1 2.3
注） ギリシャ，フランスは1991年のデータ．

1） オーストリア，フランスは15歳以上．オランダは14-64歳．ノルウェー，スペイン，スウェーデンは16-64歳．

90年

1995年

男  性 女  性

20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1) 20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1)

イタリア 27.3% 13.9% 8.4% 5.0% 9.1% 35.4% 21.1% 15.1% 11.3% 16.1%
スペイン 33.5 28.0 19.6 13.5 19.0 47.1 41.5 33.2 27.8 32.0
ギリシャ 19.8 11.7 6.5 4.0 6.9 37.9 22.5 12.8 10.3 15.7
ポルトガル 13.9 7.9 6.2 3.8 6.6 16.8 10.7 9.6 6.3 8.3
ドイツ 9.7 8.6 7.4 7.1 8.7 11.0 11.2 11.7 11.6 12.0
オーストリア 6.2 4.2 2.9 3.5 3.9 5.2 4.3 4.7 3.6 4.5
スウェーデン 16.7 10.4 9.0 7.3 8.5 14.3 9.5 7.9 6.4 6.9
フランス 19.3 12.4 8.4 7.3 9.4 27.6 15.7 12.4 9.5 13.2
デンマーク 8.4 6.7 4.7 4.6 5.8 11.4 9.9 8.9 6.7 8.3
ベルギー 18.0 9.0 6.1 5.0 7.3 21.9 14.1 11.1 10.8 12.3
ノルウェー 10.4 7.8 5.3 4.1 5.3 10.0 6.3 4.8 3.1 4.6
オランダ 9.9 7.4 5.0 4.7 5.9 10.1 7.4 7.8 9.1 8.8
日  本 5.5 3.7 2.3 1.8 3.1 5.8 5.2 4.7 3.0 3.4
注） オーストリア，デンマーク，イギリスは1996年のデータ．

1） オーストリア，フランスは15歳以上．オランダは14-64歳．ノルウェー，スペイン，スウェーデンは16-64歳．
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参考表３  男女の年齢別失業率（つづき） 

 
資料）LABORSTA （2004）より算出．日本は、総務省統計局（各年次 b）． 

参考表４  1960 年前後出生コーホートの 
         離家年齢の中央値（FFS データ） 

資料）Billari, F.C., Philipov, D., Baizán, P. (2001)， 
国立社会保障・人口問題研究所（2001）． 

20
男  性 女  性

20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1) 20-24 25-29 30-34 35-39 15-64 1)

イタリア 23.8% 14.4% 7.8% 4.9% 8.2% 33.2% 21.2% 14.1% 11.4% 14.6%
スペイン 17.8 14.8 10.4 8.0 10.3 30.0 26.3 24.1 20.6 21.6
ギリシャ 21.4 12.4 7.6 4.5 7.5 34.2 24.9 17.7 13.2 16.9
ポルトガル 5.8 2.7 2.7 2.9 3.3 9.7 6.1 5.0 3.5 5.3
ドイツ 9.4 7.4 6.0 6.2 7.6 7.4 6.2 7.3 7.7 8.3
オーストリア 4.6 2.9 2.8 2.1 3.3 4.2 4.0 3.9 2.8 3.8
スウェーデン 7.8 5.5 4.1 4.1 5.0 6.5 5.3 4.6 3.8 4.2
フランス 18.8 11.6 9.1 8.5 - 21.9 14.2 12.5 11.5 -
デンマーク 6.2 4.3 3.1 3.4 4.0 7.5 6.4 5.0 4.8 5.1
ベルギー 13.6 8.7 4.3 4.5 5.8 18.7 9.7 8.8 7.0 8.7
ノルウェー 6.3 4.8 3.0 3.2 3.6 7.5 3.9 2.1 2.2 3.2
オランダ 4.1 2.6 1.9 1.9 2.6 4.6 3.8 3.0 3.7 4.2
日  本 9.6 5.8 4.2 3.0 5.1 7.5 6.7 6.0 4.1 4.7
注） デンマー

1） オースト ーデンは16-64歳．

00年

クの女性は2002年のデータ．

リア，フランスは15歳以上．オランダは14-64歳．ノルウェー，スペイン，スウェ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男 子 女 子

スペイン 25.7 22.9
イタリア 26.7 23.6
ポルトガル 24.3 21.8
ドイツ 22.4 20.8
オーストリア 21.8 19.9
スウェーデン 20.2 18.6
フランス 21.5 19.8
ベルギー 23.3 21.5
ノルウェー 21.4 19.8
オランダ 22.5 20.5
日  本 21.1 21.9

注）日本は 1960-64 年出生コーホート． 
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参考表５  欧州諸国における親と居住する若者の割合 （年齢階級別、1986，1994 年） 

資料）Cordon, J.A.F. (1997)． 

 
 
 

 

1986 1994
15-19 20-24 25-29 15-19 20-24 25-29

男      性

南欧圏 96.5 87.1 51.3 96.4 90.9 65.3
スペイン 95.6 88.1 53.2 95.6 91.5 64.8
イタリア 97.4 87.8 49.6 97.3 92.2 66.0
ギリシャ 94.6 76.5 53.8 95.2 79.3 62.6

中央ヨーロッパ 94.4 59.9 23.1 94.6 61.2 24.7
フランス 94.8 56.9 19.3 94.8 61.8 22.5
ドイツ 94.8 64.8 27.4 95.4 64.6 28.8
イギリス 93.6 57.2 21.9 93.2 56.8 20.8

女      性

南欧圏 94.4 71.1 28.8 94.7 81.3 44.3
スペイン 93.9 76.1 35.3 94.6 84.3 47.6
イタリア 95.7 70.4 25.5 95.3 82.4 44.1
ギリシャ 89.2 52.3 23.8 92.5 62.3 32.1

中央ヨーロッパ 89.9 37.9 9.4 90.9 41.3 11.4
フランス 89.8 36.4 8.1 90.9 41.6 10.3
ドイツ 92.0 42.8 11.0 93.2 44.6 12.7
イギリス 87.8 33.8 8.6 88.2 37.0 10.8
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参考表６  子どもの数，子どもの年齢別，女子活動人口割合 

 
出所）González Quiñones, Fernando R.（2002）より引用． 

 
 
 
 
 
 
 

子どもの数 子どもの年齢

合計 １人 ２人 ３人 合計 0-2歳 3-9歳 10-16歳

スペイン

総数 36 38 35 26 36 33 37 35
フルタイム 29 31 28 20 29 26 30 29
パートタイム 6 6 6 6 6 5 7 7

イタリア

総数 43 47 40 30 43 43 43 43
フルタイム 36 39 33 23 36 31 37 38
パートタイム 6 6 6 6 6 7 6 5

ギリシャ

総数 47 49 46 40 47 42 48 49
フルタイム 43 45 42 37 43 36 44 46
パートタイム 4 4 4 3 4 5 3 3

ポルトガル

総数 69 71 70 58 69 65 70 71
フルタイム 62 65 62 45 62 65 70 71
パートタイム 7 6 7 11 7 4 7 7

ドイツ

総数 57 63 54 36 57 41 58 68
フルタイム 27 33 22 13 27 16 26 36
パートタイム 28 28 30 21 28 14 32 32

フランス

総数 63 69 65 38 63 52 64 70
フルタイム 40 48 40 18 40 31 41 48
パートタイム 21 19 24 18 21 15 23 22
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参考表 ， 
および家庭内労働における男性の分担割合 

  1987 年のデータは平日のみに基づく． 
）就業時間および家庭内労働時間は、週あたり．家庭内労働における割合は、男女計を 100 とする． 

料）United Nations (1991); ─ (1995).. 

 
 

就業時間 家庭内労働時間 男性の分担 （％）

男性 女性 男性 女性 家事 育児 合計

スペイン 1991 29.4 11.4 11.2 52.4 19 13 18
イタリア 1988-89 27.9 10.6 7.6 32.8 25 19 19
ドイツ連邦共和国 1965 42.4 13.3 11.1 44.2 21 16 20

1991/92 29.5 14.7 12.3 30 29 29 29
オーストリア 1981 35.8 15.2 10.6 36.5 23 22 23

1992 32.7 15.9 13.3 34.3 28 25 28
スウェーデン 1990/91 41.1 27.3 20.2 33.2 39 29 38
フランス 1965 51.8 21.7 11.3 42.6 22 15 21
デンマーク 1) 1987 35 21.8 11.2 22.5 34 27 33
ベルギー 1966 50.8 19.3 6.9 38.4 15 18 15
ノルウェー 1972 40.4 14.4 6.9 37.2 15 21 16

1981 34.2 17.1 9.2 29.8 22 29 24
1990 30.8 19.3 18.3 30.6 39 28 37

オランダ 1975 27.3 5.8 8.7 32.4 21 22 21
1980 23.9 7.1 8.8 33.4 21 18 21
1988 50.6 47.5 16 24.7 40 36 39

21 21 21
1985 39.4 14.6 10.3 33.2 24 24 24
1987 25.4 10.5 17.5 34.9 34 27 33
1988 26.6 10.4 17.9 34.2 35 28 34

日本 1976 42.4 23.5 0.9 23.1 4 -- 4
1981 4 -- 4
1986 5 6 5
1991 40.8 19.5 2.8 27.1 9 13 9

７  男女別週平均就業時間と家庭内労働時間

1980 23.9 7.1 8.8 33.4

42.5 22.3 0.9 23.7

 
1)

41.8 21.2 1.3 24.3

注

 
資
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参考表８  出生コーホート別の年齢別累積出生率，合計出生率 

資料）United Nations（UN）（2002c）, 日本は、国立社会保障・人口問題研究所の算出による． 

出  生 年齢別出生率 コーホート
コーホート 15-19 15-24 15-29 15-34 15-39 出生率

スペイン
1945-49 --- --- --- --- --- 2.42
1950-54 0.01 0.09 0.04 -0.02 -0.04 2.22
1955-59 0.03 0.18 -0.13 -0.20 -0.22 1.99
1960-64 0.08 0.04 -0.39 -0.45 1.76
1965-69 0.07 -0.17 -0.67 1.51

オーストリア
1945-49 --- --- --- --- --- 1.98
1950-54 0.05 0.01 -0.07 -0.08 -0.08 1.90
1955-59 0.05 -0.12 -0.18 -0.17 -0.17 1.81
1960-64 -0.01 -0.23 -0.31 -0.29 1.72
1965-69 -0.07 -0.38 -0.44 1.61

スウェーデン
1946-50 --- --- --- --- --- 1.98
1951-55 0.07 0.01 -0.07 -0.03 -0.03 1.99
1956-60 -0.01 -0.17 -0.23 -0.14 -0.12 1.97
1961-65 -0.06 -0.30 -0.29 -0.22 2.01
1966-70 -0.11 -0.39 -0.28 1.93

フランス
1945-49 --- --- --- --- --- 2.22

-0.04 -0.19 -0.18 -0.17 2.07
1955-59 0.06 -0.19 -0.26 -0.21 -0.20 2.07
1960-64 0.05 -0.23 -0.31 -0.26 2.08
1965-69 0.02 -0.39 -0.49 1.90

デンマーク
1945-49 --- --- --- --- --- 2.13
1950-54 0.03 -0.21 -0.18 -0.17 -0.17 1.94
1955-59 -0.05 -0.25 -0.31 -0.26 -0.26 1.89
1960-64 -0.08 -0.45 -0.51 -0.40 1.86
1965-69 -0.13 -0.62 -0.60 1.88

日  本
1945 --- --- --- --- --- 2.10
1950 0.00 -0.01 -0.12 -0.11 -0.08 2.03
1955 0.00 -0.08 -0.28 -0.19 -0.14 1.98
1960 0.00 -0.14 -0.45 -0.37 1.84
1965 0.00 -0.18 -0.71 -

国 名

1950-54 0.07
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参考図２０－１  コーホート別年齢別累積出生率（Lowest low） 
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注）凡例の出生コーホートの後の（ ）内の数値は、そのコーホートの TFR である。 
資料）United Nations（2002c）．日本は、国立社会保障・人口問題研究所の算出による． 
 

参考図２０－１  コーホート別年齢別累積出生率（Lowest low）（つづき） 
 
 

参考図２０－２  コーホート別年齢別累積出生率（Low） 
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注）参考図２０－１を参照． 
資料）参考図２０－１を参照． 

 
参考図２０－２  コーホート別年齢別累積出生率（Low）（つづき） 
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参考表９  出生率に対する認識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考表１０  出産休暇と育児休暇 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6）第 1～2 子の場合．第 3 子以降は 26 週，双生児は 34 週，３つ子の場合は 46 週．    7）
複産の場合は 18 日．    8）月額．第 2 子以降から．    9）月額．所得審査を条件とし

て 2 年間のみ．    10）最初の 6 週．残りの期間は週 60.20 ポンド．    11）最初の 48
週まで．残りは最低補償額（1 日当たり 60 クローネ）． 
 
出所）Santis, G.D., Testa, M.R.（2002）；Cabré A., Domingo A., Treviňo R., Miret P.,
Houle R.（2000）；Symeonidou, H.（2002）；U.S. Social Security Administration（2002）；
津谷典子（2002）；原俊 2002）；小島宏（2002）；労働省女性局（19 00 .

1976 1978 1986 1990 1993
政策 認識 政策 認識 政策 認識 政策 認識 政策 認識

フランス ↑ low ↑ low ↑ low ↑ low ↑ low
ドイツ － － × low － － × low × low
イギリス × ○ × ○ × ○ × ○ × ○

スウェーデン × ○ × ○ × low × ○ × ○

出　　所

1996 1998 2000 2001
政策 認識 政策 認識 政策 認識 政策 認識

フランス ↑ low ↑ low ↑ low × ○

ドイツ × low × low × low × ○

イギリス × ○ × ○ × ○ × ○

スウェーデン × ○ × ○ × ○ × ○

出　　所

凡例
政策（↑…増加、↓…低下、→…維持、×…不介入）
認識（○…満足、high…too high、low…too low）

国 　　名

UN (1996), pp.115.

国 　　名

UN (1992), pp.95-
96.

UN (1998).UN (1980), pp.101.UN (1998).

UN (2002b).UN (1998). UN (2000d),
pp.121-122.

UN (2001a),
pp.174.

フランス ドイツ イギリス スウェーデン

出産休暇
休暇期間 16週 6) 14週 18週 （育児休暇と

賃金補償 100% 100% 90% 10)     一体化）

父親の取得 可能 可能

父親休暇
休暇期間 11日 7) 2週

育児休暇
休暇期間 1年 3年 26週 60週
現金給付 3131フラン ８） 600マルク 9) なし 80％ 11）

パートタイム形
態での休暇 あり あり あり あり

 
 

彦（ 99）；労働省（20 ）
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参考図２１  出産・育児休業制度の最長期間 
 
 

参考表１１  世帯の特徴からみた児童手当の月間支給額（単位：ユーロ） 
 
 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000
年  次

期
間

（
週

）

スペイン 日本 フランス（第3子）

ドイツ イギリス スウェーデン

 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

 
ギリシャ イタリア ポルトガル

 
 

注） 法律で認められた出産・育児休暇の最長期間 （出産休暇＋育児休暇）．無給の期間も含

む．ポルトガルについては、有給の期間のみ．ただし、1999年は無給の期間も含む．フランス

は第3子の場合． 
 
資料）U.S.Department of Health, Education, and Welfare（各年次）；The Clearinghouse at
Columbia University.；松原亘子（1995）；労働省女性局（各年版）；労働省労働基準局（1975）

*)スウェーデン：3人以上子をもつ家庭に対し補助手当が支払われる． 
1)子の障害の程度により支給額は異なる． 
2)家族の収入により、支給額が４つの段階に分けられ、さらに子の年齢により２つに区分

されている．表の数値は、第１段階（国の最低賃金の1～1.5倍）、子の年齢は１歳以上の

もの． 
 
資料）Social Security Administration (2002)． 

フランス ドイツ イギリス スウェーデン

ユーロ ユーロ ポンド クローネ

子ども１人 154.00 62.00 950.00
子ども２人 108.86 308.00 103.40 1,900.00
子ども 0.00
子ども４人 387.80 641.00 186.20 3,800.00
以降子１人につき 139.47 179.00 41.40 950.00

 
３人 248.33 462.00 144.80 2,85

特別手当 *) あり 
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参考表１２  児童手当制度の特徴 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考表１３  公的保育サービス・初等教育 

料）The Clearinghouse at COLUMBIA UNIVERSITY；UNESCO（1999）Statistical Yearbook． 

 

6）無職の場合は21歳，職業訓練，高等教育機関に在学中の場合は27歳，障害児は無制限．    7）
18歳以上の場合，子どもの所得が一定額を超える場合には給付の対象外となる．    8）教育機

関にフルタイムで就学している場合は19歳まで．    9）就学児童は20歳まで． 
 
資料）Social Security Administration (2002)． 

フランス ドイツ イギリス スウェーデン

対象児童 第2子以降 全員 全員 全員

受給対象年齢 20歳未満 18歳未満 6) 16歳未満 8) 16歳未満 9)

所得制限 - - 7) - -

親の所得による支給額差 - - - -

児童年齢による支給額差 ● - - -

多子加算 ● - - ●

ひとり親家庭への付加手当 ● - ● -

３歳未満 ３歳から６歳 初等教育

フランス 保育所に通う児童の0～3歳児の割
合は29％，2～3歳児の割合は
35％．政策主体は国および地方自
治体の健康福祉局．ひとり親また
は共働き世帯が対象．国の補助＋
家族手当基金＋自己負担25％．

通園率は99％．政策主体は国およ
び地方自治体の教育省．
義務教育開始年齢は6歳．

小学校  8：30-11：30＋13：30-19：
30  給食サービスはあり
年間授業： 800時間（7歳），900時
間（10歳）

ドイツ 保育所に通う0～3歳児の割合は
5％，旧東ドイツ地域で50％．政策
主体は州の福祉局で，共稼ぎ世帯
またはひとり親・貧困世帯が対象．
国または州の補助＋自己負担16-
20％．

通園率は85％．
しかし，旧西ドイツ地域の幼稚園の
50％以上は，午前または午後保育
で昼食のケアがない．
政策主体は州の教育局で，国また
は州の補助＋自己負担16-20％．

小学校  8：00-12：30  給食サービ
スはまれ．
年間授業： 525時間（7歳），761時
間（10歳）

イギリス 保育所に通う児童の0～3歳児の割
国および地
料の施設と

自己負担のものとがある．ひとり親
または貧困世帯が対象．

通園率（3～4歳）は60％．政策主
体は国および地方自治体の教育
省．政府が全額負担．
義務教育開始年齢は5歳．

小学校  9：00-12：00＋13：00-15：
30  給食サービスはあり．
年間授業： 840時間（7歳），893時
間（10歳）（ウェールズ地方）； 665
時間（7歳），950時間（10歳）（北ア

50時間（7歳），
ットランド地

方）

スウェーデン 保育所に通う児童の0～3歳児の割
合は48％．政策主体は国および地
方自治体の教育省．共働き世帯，
ひとり親世帯が対象．国の補助＋
自己負担13％．

通園率は79％．政策主体は国およ
び地方自治体の教育省．共働き世
帯，ひとり親世帯が対象．国の補助
＋自己負担13％．
6:30am-6:00pm開設．
義務教育開始年齢は7歳．

小学校はフレックスタイム制を導
入．5時間以上通う児童には給食
サービスあり．
ストックホルムでは、学生は週5日、
年間185日授業を受ける．

合は2％．政策主体は
方自治体の福祉省．無

イルランド地方）； 9
950時間（10歳）（スコ

資

 172


	序
	第１章  出生率の動向
	第１節  出生率水準の推移
	第２節　年齢別出生率の変化
	第３節　出生順位別出生率の推移
	第４節　コーホート完結出生率の推移
	第２章  出生率の近接要因の変化
	第１節　結婚・出産のタイミング
	第１項  合計初婚率と生涯既婚率
	第２項  平均初婚年齢とコーホート平均初婚年齢
	第３項  平均出産年齢とコーホート平均出産年齢
	第４項  普通離婚率と合計離婚率
	第２節　有配偶行動の変化
	第３節　同棲・婚外子
	第１項  同棲
	第２項  婚外子
	第４節　避妊・中絶の動向
	第１項  避妊方法
	第２項  人工妊娠中絶
	第５節　Tempo Index（TI）とQuantum Index（QI）
	第３章  社会経済的変化と出生率
	第１節  高学歴化
	第２節　女性の年齢別労働力率の変化
	第３節　失業率の推移
	第４節　若者の離家遅滞
	第５節　社会経済的変化と出生率
	第６節  ジェンダー要因と出生率
	第１項　家庭内役割の男女分担
	第２項  ジェンダー要因と出生率
	第４章  出生力パターンと家族構造の比較分析
	第１節  コーホート別にみた年齢別累積出生率パターンの比較
	第２節  テンポ要因とカンタム要因による合計出生率の検討
	第３節  各国の出生力パターンにみられる差異の背景
	小　括
	第５章　出生力の国内地域間格差
	第１節  はじめに
	第２節　地域間の出生力格差
	第３節  社会経済指標の地域間格差
	第６章  少子化と社会保障給付－南欧諸国における家族関係給付支出の水準
	第１節  家族関係給付費の国内総生産比
	第２節  社会支出における政策分野機能別の構成比
	第３節  家族関係給付費における現金給付・現物給付
	第７章  南欧諸国の子育て支援策
	第１節  はじめに
	第２節  子育て支援策に対する基本的な考え方
	第１項  イタリアの家族・労働政策の社会的背景
	第２項  スペインの家族・労働政策に対する社会的背景
	第３項  ポルトガルの家族・労働政策に対する社会的背景
	第３節  出産・育児休暇制度について
	第１項  イタリアの出産休暇・育児休暇制度
	第２項  スペインの出産休暇・育児休暇制度
	第３項  ポルトガルの出産休暇・育児休暇制度
	第４節  子育ての経済的支援について
	第１項  イタリアの児童手当等の経済的支援制度
	第２項  スペインの児童手当等の経済的支援制度
	第３項  ポルトガルの児童手当等の経済的支援制度
	第５節  公的保育サービスについて
	第１項  イタリアの公的保育サービス
	第２項  スペインの公的保育サービス
	第３項  ポルトガルの公的保育サービス
	第６節  その他の子育てに対する支援環境
	第１項  イタリアの状況
	第２項  スペインの状況
	第３項  ギリシャの状況
	むすび
	引用・参考文献
	関連図表

